
 

 

 

令和３年度 

 

 岐阜県包括外部監査報告書 

 

「岐阜県の県有文化施設に関する事業 

及び県営都市公園に関する事業」 

         Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年３月 10 日 

岐阜県包括外部監査人 

弁護士 堀  雅 博 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



385 

 



386 

 

 

 



387 

 

 

 

 

 

 



388 

 

 

 

 

 



389 

 



390 

 



391 

 

 



392 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



393 

 

 

17

27 31

 

 

 

 

 



394 

 

10  

 



395 

 

 

 



396 

 



397 

 

 



398 

 

 

 



399 

 

 



400 

 



401 

 

 



402 

 

 

 

 



403 

 

 



404 

 

 

 



405 

 

 

 

 

 



406 

 

 

 

 



407 

 



408 

 

 

 

 



409 

 

 



410 

 

  



411 

 



412 

 



413 

 



414 

 



415 

 



416 

 



417 

 



418 

 



419 

 



420 

 



421 

 



422 

 



423 

 

  



424 

 

 



425 

 



426 

 

 

 

 

 



427 

 



428 

 

 



429 

 

 



430 

 



431 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



432 

 



433 

 

 

 

 

 

 

 



434 

 

 

 

 

 

 

 

30 30

 

 



435 

 

 

 

 

 

 



436 

 



437 

 



438 

 

 



439 

 



440 

 

 

 

 

 

 

 

 



441 

 



442 

 



443 

 

 



444 

 

 



445 

 

 



446 

 



447 

 

 



448 

 



449 

 



450 

 



451 

 



452 

 



453 

 



454 

 



455 

 



456 

 

 



457 

 

 



458 

 

 



459 

 

 



460 

 



461 

 



462 

 



463 

 



464 

 



465 

 



466 

 



467 

 



468 

 

 

 

 

 

 

 



469 

 



470 

 

 

 

 

 



471 

 

 

 

 

 

 



472 

 

 

3000

6.3  



473 

 



474 

 

 



475 

 



476 

 



477 

 



478 

 

 

 

 

 

30



479 

 



480 

 



481 

 



482 

 



483 

 



484 

 



485 

 



486 

 



487 

 



488 

 



489 

 



490 

 

44  

 



491 

 

 

5000

 



492 

 

 

11 17 17 5821 5000

24 2090

5000 1269  

 

28

20

 

 

 

 

 

 

 

17



493 

 



494 

 



495 

 

 

 

 

 

 

 



496 

 

24

 

 



497 

 



498 

 

 



499 

 

 

 

700 350

 



500 

 

 

 

24

 



501 

 

 

 



502 

 



503 

 



504 

 



505 

 



506 

 



507 

 



508 

 

 

 

 



509 

 



510 

 



511 

 



512 

 



513 

 



514 

 

 

 

 

 

11



515 

 

 

 

 

 

 



516 

 



517 

 



518 

 



519 

 



520 

 

 



521 

 

 

22 18

24 15

47 24

24

 

 

 

 

 

 



522 

 



523 

 



524 

 

 



525 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



526 

 

 

 

 

 



527 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



528 

 

 



529 

 



530 

 



531 

 



532 

 



533 

 



534 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



535 

 

 

 

 

 

10  

 

 

  

 

 

 

 

 



536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



537 

 



538 

 



539 

 



540 

 



541 

 



542 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

13

 

13



543 

 

 

 



544 

 

 

 

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



545 

 

 

 

 

 



546 

 

 



547 

 



548 

 



549 

 



550 

 



551 

 

 

 

10  



552 

 

 

 

 

 



553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



554 

 

 

 

 

 



555 

 

 



556 

 



557 

 



558 

 



559 

 



560 

 



561 

 



562 

 



563 

 



564 

 



565 

 



566 

 



567 

 



568 

 



569 

 



570 

 



571 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



572 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 



573 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



574 

 

 

 

 

 

 

 



575 

 

 



576 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

  



577 

 

 

 

 

 

 



578 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

26

37



579 

 

 

 

 

 

 



580 

 

 

 



581 

 

 

 



582 

 

 

 

 

 

 

 

 



583 

 



584 

 



585 

 



586 

 



587 

 

 



588 

 

 

 



589 

 



590 

 



591 

 

31  

63

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



592 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



593 

 

 

 

 



594 

 

 

 

84

 

14

 

14

 

 

 



1 

巻末資料 

 

１ 令和３年度 包括外部監査の日程 ................................................. 3 

２ 指摘及び意見の一覧 ............................................................ 8 

３ 参考報告一覧 ................................................................. 17 

４ 岐阜県の行政機構図 ........................................................... 30 

５ 岐阜県の県有文化施設及び県営都市公園の一覧 .................................... 32 

６ 岐阜県文化財保護条例（抜粋） .................................................. 33 

７ 岐阜県公の施設の設置及び管理に関する条例 ...................................... 37 

８ ○○施設の管理に関する基本協定書（準則） ...................................... 39 

９ 岐阜県美術館条例 ............................................................. 49 

10 岐阜県現代陶芸美術館条例...................................................... 52 

11 セラミックパークＭＩＮＯ条例 .................................................. 54 

12 岐阜県図書館条例 ............................................................. 58 

13 岐阜県立学校以外の教育機関の設置に関する条例 .................................. 60 

14 岐阜県高山陣屋管理規則 ....................................................... 61 

15 岐阜県文化財保護センター管理規則 .............................................. 62 

16 岐阜県博物館条例 ............................................................. 63 

17 岐阜県先端科学技術体験センター管理規則 ........................................ 66 

18 岐阜県公文書規程（抜粋）...................................................... 67 

19 滋賀県公文書等の管理に関する条例 .............................................. 81 

20 滋賀県立公文書館の設置および管理に関する条例 .................................. 91 

21 岐阜関ケ原古戦場記念館条例 .................................................... 92 

22 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例 ............................................ 94 

23 岐阜県県民ふれあい会館条例 .................................................... 98 

24 飛騨・世界生活文化センター条例 ............................................... 102 

25 ぎふ清流文化プラザ条例 ...................................................... 106 

26 岐阜県都市公園条例 .......................................................... 110 

27 岐阜県都市公園条例施行規則 ................................................... 117 

28 岐阜県長良川球技場条例 ...................................................... 122 

29 岐阜県私債権の管理に関する条例 ............................................... 126 

30 岐阜県遺失物取扱要領 ........................................................ 127 

31 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 ............................... 128 

32 アンケート調査票（県有文化施設） ............................................. 131 

33 アンケート調査票（都市公園課） ............................................... 132 

 

 



2 

  



3 

１ 令和３年度 包括外部監査の日程 

 

 令和３年度の包括外部監査の日程は次のとおりである。監査の透明化という観点から掲載

をした。ここでは、内部の全体協議、レクチャー、ヒアリング、現場視察、訪問調査、関係

人調査を記載している。監査においては、この他に、文献の収集・検討、監査チーム内部の

個別協議、報告書執筆などの作業があるが、以下には含まれていない。       

 

月 日 担当課 等 内 容 

４月 19 日 文化創造課 予備調査ヒアリング 

４月 19 日 文化伝承課 予備調査ヒアリング 

５月７日 岐阜県百年公園 予備調査ヒアリング 

５月７日 岐阜県博物館 予備調査ヒアリング 

５月 11 日 ZOOM 内部協議（第 1 回） 

５月 13 日 都市公園課 予備調査ヒアリング 

５月 13 日 地域スポーツ課 予備調査ヒアリング 

５月 14 日 サイエンスワールド 予備調査ヒアリング 

５月 18 日 岐阜県美術館 予備調査ヒアリング 

５月 18 日 岐阜県図書館 予備調査ヒアリング 

５月 31 日 歴史資料館 調査ヒアリング 

６月３日 岐阜県関ケ原古戦場記念館 調査ヒアリング 

６月８日 岐阜県文化財保護センター 調査ヒアリング 

６月 10 日 岐阜メモリアルセンター・長良川球技場 調査ヒアリング 

６月 14 日 岐阜県高山陣屋 調査ヒアリング 

６月 14 日 飛騨・世界生活文化センター 調査ヒアリング 

６月 16 日 岐阜県博物館 調査ヒアリング 

６月 22 日 ZOOM 内部協議（第２回） 

６月 28 日 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 調査ヒアリング 

７月 15 日 養老公園 調査ヒアリング 
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７月 20 日 ぎふ清流文化プラザ 調査ヒアリング 

７月 26 日 OKB ふれあい会館・サラマンカホール 調査ヒアリング 

７月 27 日 ぎふ清流里山公園 調査ヒアリング 

７月 29 日 世界淡水魚園(オアシスパーク） 調査ヒアリング 

７月 29 日 世界淡水魚園水族館（ｱｸｱ・ﾄﾄ） 調査ヒアリング 

７月 29 日 ZOOM 内部協議（第３回） 

７月 30 日 花フェスタ記念公園 調査ヒアリング 

８月３日 セラミックパーク MINO 調査ヒアリング 

８月３日 岐阜県現代陶芸美術館 調査ヒアリング 

８月４日 各務原公園 調査ヒアリング 

８月 30 日 ZOOM 内部協議（第４回） 

９月 14 日 飛騨駐在事務所 調査ヒアリング 

９月 14 日 飛騨国府事務所 調査ヒアリング 

９月 17 日 岐阜県図書館 調査ヒアリング 

９月 17 日 岐阜県美術館 調査ヒアリング 

９月 17 日 ZOOM 内部協議（第５回） 

９月 22 日 法務・情報公開課 調査ヒアリング 

10 月４日 芥見町屋遺跡 調査ヒアリング 

10 月４日 ZOOM 内部協議（第６回） 

10 月 14 日 Ｘ氏の画廊 事前ヒアリング（Ｘ氏） 

10 月 15 日 都市公園課 調査ヒアリング 

10 月 18 日 ぎふ清流里山公園 調査ヒアリング 

10 月 19 日 岐阜県百年公園 調査ヒアリング 

10 月 20 日 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 調査ヒアリング 
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10 月 21 日 岐阜県立国際園芸アカデミー 事前ヒアリング（Ｙ氏） 

10 月 25 日 飛騨・世界生活文化センター 調査ヒアリング 

10 月 25 日 岐阜県高山陣屋 調査ヒアリング 

10 月 26 日 セラミックパーク MINO 調査ヒアリング 

10 月 26 日 岐阜県現代陶芸美術館 調査ヒアリング 

10 月 27 日 岐阜県関ケ原古戦場記念館 調査ヒアリング 

10 月 27 日 養老公園 調査ヒアリング 

10 月 28 日 OKB ふれあい会館・サラマンカホール 調査ヒアリング 

10 月 29 日 岐阜県博物館 調査ヒアリング 

11 月１日 ぎふ清流文化プラザ 調査ヒアリング 

11 月９日 サイエンスワールド 調査ヒアリング 

11 月 15 日 滋賀県公文書館 調査ヒアリング 

11 月 15 日 ZOOM 内部協議（第７回） 

11 月 16 日 岐阜メモリアルセンター・長良川球技場 調査ヒアリング 

11 月 17 日 各務原公園 調査ヒアリング 

11 月 18 日 世界淡水魚園水族館（ｵｱｼｽﾊﾟｰｸ） 調査ヒアリング 

11 月 18 日 世界淡水魚園水族館（ｱｸｱ・ﾄﾄ） 調査ヒアリング 

11 月 19 日 歴史資料館 

（岐阜県歴史資料保存協会を含む） 

調査ヒアリング 

関係人調査 

11 月 19 日 岐阜県文化財保護センター 調査ヒアリング 

11 月 26 日 ぎふワールド・ローズガーデン 

（花フェスタ記念公園） 

調査ヒアリング 

12 月６日 都市公園課 調査ヒアリング 

12 月７日 文化創造課 調査ヒアリング 

12 月７日 観光資源活用課 調査ヒアリング 

12 月８日 財政課 調査ヒアリング 
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12 月８日 出納管理課 調査ヒアリング 

12 月 14 日 ZOOM 内部協議（第８回） 

12 月 17 日 地域スポーツ課 調査ヒアリング 

12 月 22 日 都市公園課（倉庫） 調査ヒアリング 

12 月 22 日 法務・情報公開課 調査ヒアリング 

12 月 24 日 文化伝承課 調査ヒアリング 

12 月 24 日 文化創造課 調査ヒアリング 

１月 24 日 大垣土木事務所 調査ヒアリング 

１月 26 日 岐阜土木事務所 調査ヒアリング 

１月 26 日 財政課 調査ヒアリング 

１月 26 日 管財課 調査ヒアリング 

１月 26 日 岐阜県美術館 調査ヒアリング 

１月 26 日 ZOOM 内部協議（第９回） 

１月 28 日 岐阜関ケ原古戦場記念館 

観光資源活用課 

調査ヒアリング 

１月 31 日 可茂土木事務所 調査ヒアリング 

１月 31 日 美濃土木事務所 調査ヒアリング 

２月２日 岐阜県立国際園芸アカデミー 関係人調査（Ｙ氏） 

２月７日 Ｘ氏の画廊 関係人調査（Ｘ氏） 

２月９日 文化創造課 調査ヒアリング 

２月 10 日 再委託先企業ヒアリング 関係人調査 

２月 14 日 指定管理者構成員ヒアリング 調査ヒアリング 

２月 16 日 ZOOM 内部協議（第 10 回） 

２月 18 日 岐阜県美術館 調査ヒアリング 

２月 19 日 堀法律事務所 内部協議（報告書） 
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２月 20 日 堀法律事務所 内部協議（報告書） 

２月 21 日 都市公園課 調査ヒアリング 

２月 21 日 ぎふ清流文化プラザ 調査ヒアリング 

２月 23 日 堀法律事務所 内部協議（報告書） 

２月 26 日 堀法律事務所 内部協議（報告書） 

２月 27 日 堀法律事務所 内部協議（報告書） 

３月５日 堀法律事務所 内部協議（報告書） 

３月６日 堀法律事務所 内部協議（報告書） 
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２ 指摘及び意見の一覧 

 

第１ はじめに 

本監査における指摘及び意見の一覧は、「第２」～「第４」記載のとおりである。 

「指摘」は合計 268 個、「意見」は合計 171 個である。 

「指摘」と「意見」の定義は次のとおりである。 

 

指摘 べきである 違法又は不当であり、是正・改善を求めるもの 

意見 のぞましい 
違法又は不当ではないが、組織及び運営の合理化の観点

から、是正・改善を求めるもの 

 

第２ 岐阜県の県有文化施設（第２章）における指摘・意見の一覧 

別紙１「指摘事項・意見事項一覧表」と、別紙２「県有文化施設の指摘・意見一覧表」の

とおりである。 

 

第３ 岐阜県の県営都市公園（第３章）における指摘・意見の一覧 

別紙３「指摘事項・意見事項一覧表」と、別紙４「県営都市公園の指摘・意見一覧表」の

とおりである。 

 

第４ 県庁担当課に対する指摘・意見の一覧 

 第４章（県庁担当課による管理）については、以下の「指摘・意見の一覧表」のとおりである。 

 

番号 対象（課） 指摘 意見 内            容 
本編 

頁 

第４章 県庁担当課による管理                  指摘１ 意見 48 

第２ 文化創造課                        指摘０ 意見７ 

１ 文化創造課  意見 【岐阜県文化振興指針の見直し】 

 岐阜県文化振興指針について、文化芸術基本法の改正や、

岐阜県文化財保護条例の改正、「「清流の国ぎふ」創世総合

戦略」の改定など、見直しを検討する機会について例示す

ることが望ましい。 

526頁 

２ 文化創造課  意見 【利用申込のルールの明示】 

 会議室等の貸館利用者選定の際、申込が重複した場合に

抽選を行う等の事実上の運用について、利用申込規約等に

より、ルールとして明文化して、県民に示すことが望まし

い。 

527頁 

３ 文化創造課  意見 【県民の土日利用の促進】 

ぎふ清流文化プラザ、ОＫＢふれあい会館・サラマンカ

ホールでは、特定の時期に施設を利用できない県民が存在

する。県民の利用希望の多い土・日曜日に開催している主

催事業を平日に開催することなどを検討し、県民が利用可

能な土・日曜日の増加に努めることが望ましい。 

527頁 
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４ 文化創造課  意見 【入館禁止規定の導入】 

土岐市立図書館の裁判例を考慮すると、入館禁止につい

ても、条例上、全施設に規定することが望ましい。条例上、

入館禁止とする要件（場合）を定めることで、施設にとっ

ては入館禁止の根拠が明確となる。他方、入館禁止が過度

に広範囲となることを防ぐことにもなるため、利用者にと

って、文化施設を利用する権利を過度に制約することには

ならないと考える。 

527頁 

５ 文化創造課  意見 【対応マニュアルの作成と実地訓練】 

退去命令や入館禁止命令について、制定した条例に従っ

て、具体的にどのような手順で実施するのか、具体的な対

応マニュアルを作成し、実地訓練を行うことが望ましい。

岐阜市では、岐阜県警から講師を招いて、実地訓練を行っ

ている。 

527頁 

６ 文化創造課 

 

 意見 【文化施設の収支分析】 

今後、文化施設の新設、増設、継続、縮小、廃止等を検

討するに当たり、県庁及び指定管理者から見た各文化施設

の損益等採算性についても、考慮要素の一つとして検討す

ることが望ましい。また、岐阜県という地方公共団体が実

施する公営事業の観点からは、利用者数なども考慮要素の

一つとして検討することが望ましい。 

533頁 

７ 文化創造課 

 

 意見 【グランドデザインの策定】 

県営都市公園活性化基本戦略の検討方法を参考にするな

どして、文化創造課が所管する各文化施設について、各施

設の今後の展開（新設、増設、継続、縮小、廃止を含む。）

を検討した長期的な計画を策定することが望ましい。 

534頁 

第３ 文化伝承課                     指摘０ 意見８ 

８ 文化伝承課 

 

 意見 【市町村文化財保存活用地域計画】 

岐阜市、美濃市に続いて、県内市町村が文化財保存活用

地域計画を作成するよう、具体的な促進計画を策定するこ

とが望ましい。 

535頁 

９ 文化伝承課 

 

 意見 【岐阜県文化財保存活用大綱の見直し期間】 

平成19年６月に策定された「岐阜県文化振興指針」につ

いて見直しの検討がなされていない。 

期間を定めなければ、見直しをする機会を設けにくい。

岐阜県文化財保存活用大綱について、期間を設けることが

望ましい。 

都市公園活性化基本計画と同様の５年間では期間が短い

ということであれば、「「清流の国ぎふ」創世総合戦略」

に合わせた10年間とすることが考えられる。 

535頁 
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10 文化伝承課 

 

 意見 【退去命令規定の策定】 

迷惑行為者へ対応する場面を想定して、全施設において、

過料の制裁を含む退去命令について、条例上、規定するこ

とが望ましい。 

535頁 

11 文化伝承課 

 

 意見 【入館禁止規定の策定】 

 土岐市の裁判例を考慮すると、全施設において、入館禁

止についても、条例上、規定することが望ましい。条例上、

入館禁止とする要件（場合）を定めることで、施設にとっ

ては入館禁止の根拠が明確となる。他方、入館禁止が過度

に広範囲となることを防ぐことにもなるため、利用者にと

って、文化施設を利用する権利を過度に制約することには

ならないと考える。 

536頁 

12 文化伝承課 

 

 意見 【退去命令等のマニュアルの作成・実地訓練】 

 退去命令や入館禁止命令について、制定した条例に従っ

て、具体的にどのような手順で実施するのか、具体的な対

応マニュアルを作成し、実地訓練を行うことが望ましい。

岐阜市では、岐阜県警から講師を招いて、実地訓練を行っ

ている。 

536頁 

13 文化伝承課  意見 【ネーミングライツ】 

美術館、図書館、博物館等についても、ネーミングライ

ツの募集について、他の自治体を参考にして、選択肢の一

つとして検討することが望ましい。 

536頁 

14 文化伝承課 

 

 意見 【文化施設の収支分析】 

今後、文化施設の新設、増設、継続、縮小、廃止等を検

討するに当たり、県庁及び指定管理者から見た各文化施設

の損益等採算性についても、考慮要素の一つとして検討す

ることが望ましい。また、岐阜県という地方公共団体が実

施する公営事業の観点からは、利用者数なども考慮要素の

一つとして検討することが望ましい。 

541頁 

15 文化伝承課  意見 【グランドデザインの策定】 

県営都市公園活性化基本戦略を参考に、文化伝承課が所

管する各文化施設について、各施設の今後の展開（新設、

増設、継続、縮小、廃止を含む。）について検討した長期的

な計画を策定することが望ましい。 

542頁 

第４ 都市公園課                     指摘０ 意見８ 

16 都市公園課  意見 【市町村との連携】 

 市町村の運営する公園や国営公園等の基本計画や利用状

況（競合状況）を踏まえつつ、イベントや広報において、

市町村の運営する公園や国営公園等との連携について検討

し、新・県営都市公園活性化基本戦略に反映させることが

望ましい。 

544頁 
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17 都市公園課  意見 【地域連携推進員の配置による有効性】 

 コロナ禍のため、地域連携推進員の配置による有効性が

不明である。現在の指定管理期間における地域連携推進員

の活動実績を踏まえた上で、地域連携推進員の人件費を含

む指定管理料について検討することが望ましい。 

544頁 

18 都市公園課  意見 【地域連携推進員の活動に関する仕様書等への例示】 

地域連携推進員の活動において、地元団体等の連携を深

めることができたイベント等の活動実績について、仕様書

等に例示することが望ましい。 

544頁 

19 都市公園課  意見 【退去命令等の検討】 

迷惑行為者へ対応する場面を想定して、都市公園条例第

11 条の「必要な措置」の中に、退去命令や入館（入園）禁

止命令等を含むことができるか検討することが望ましい。

岐阜メモリアルセンターも、都市公園であることから、都

市公園課と地域スポーツ課とが、協議していくことになる。 

545頁 

20 都市公園課、地域スポ

ーツ課 

 意見 【退去命令等のマニュアルの作成と実地訓練】 

退去命令や入館禁止命令について、制定した条例に従っ

て、具体的にどのような手順で実施するのか、具体的な対

応マニュアルを作成し、実地訓練を行うことが望ましい。

岐阜市では、岐阜県警から講師を招いて、実地訓練を行っ

ている。 

545頁 

21 都市公園課  意見 【ネーミングライツ】 

 県営都市公園についても、他の自治体を参考にして、ネ

ーミングライツの募集について、選択肢の一つとして検討

することが望ましい。 

546頁 

22 都市公園課  意見 【都市公園の収支分析】 

今後、都市公園の新設、増設、継続、縮小、廃止等を検

討するに当たり、県庁及び指定管理者から見た各都市公園

の損益等採算性についても、考慮要素の一つとして検討す

ることが望ましい。また、岐阜県という地方公共団体が実

施する公営事業の観点からは、利用者数なども、考慮要素

の一つとして検討することが望ましい。 

551頁 

23 都市公園課  意見 【グランドデザインの策定】 

 現状、新・岐阜県都市公園活性化基本戦略により、５箇

年度を対象とした方向性が示されている。 

 しかし、①修繕など予算の問題もあり、長期的な期間を

要する問題があることや、②指定管理者を管理する担当課

の立場を考慮すると、指定管理期間を超えた長期間の計画

を立てることが望ましい。例えば、住生活基本計画のよう

に、10 年間を計画期間とし、社会経済情勢の変化及び施策

の効果に対する評価を踏まえて、おおむね５年後に見直し、

所要の変更を行うことが考えられる。 

551頁 
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第５ 地域産業課、法務・情報公開課、観光資源活用課、航空宇宙産業課 

、地域スポーツ課                     指摘０ 意見３ 

24 地域産業課、観光資源

活用課、航空宇宙産業

課、地域スポーツ課 

 意見 【入館禁止の条例】 

 土岐市の裁判例を考慮すると、全施設において、入館禁

止、入園禁止についても、条例上、規定することが望まし

い。条例上、入館禁止等とする場合を定めることで、施設

にとっては入館禁止等の根拠が明確となる。他方、要件（場

合）を定めることにより、入館禁止等が過度に広範囲とな

ることを防ぐことにもなるため、利用者にとって、施設を

利用する権利を過度に制約することにはならないと考え

る。 

554頁 

25 地域産業課、観光資源

活用課、航空宇宙産業

課、地域スポーツ課 

 意見 【退去命令等のマニュアル作成と実地訓練】 

 退去命令や入館禁止命令について、制定した条例に従っ

て、具体的にどのような手順で実施するのか、具体的な対

応マニュアルを作成し、実地訓練を行うことが望ましい。

岐阜市では、岐阜県警から講師を招いて、実地訓練を行っ

ている。 

554頁 

26 地域産業課、法務・情

報公開課、観光資源活

用課、航空宇宙産業

課、地域スポーツ課 

 意見 【各施設の収支分析】 

 今後、文化施設及び都市公園の新設、増設、継続、縮小、

廃止等を検討するに当たり、県庁及び指定管理者から見た

各文化施設の損益等採算性についても、考慮要素の一つと

して検討することが望ましい。また、岐阜県という地方公

共団体が実施する公営事業の観点からは、利用者数なども

考慮要素の一つとして検討することが望ましい。 

571頁 

第５ 管財課                       指摘１ 意見 17 

27 管財課  意見 【遺失物の管理】 

遺失物取扱要領に基づく運用がなされるように、遺失物

取扱要領について、研修等で周知することが望ましい。 

572頁 

28 管財課  意見 【借地（駐車場等）と購入】 

 当初は、長期間の土地利用を想定していないことから、

借地が経済的に合理的であるとしても、長期の土地利用が

必要となることがある。そのため、定期的に借地の購入を

検討する仕組みを設けることが望ましい。例えば、説明会

などにおいて、注意喚起をすることなどが考えられる。 

572頁 

29 管財課  意見 【行政財産の目的外使用許可】 

行政財産の目的内か目的外かの判断は、各担当課にゆだ

ねられており、統一的な運用が保ちにくい状態である。 

①岐阜県指定管理者運用ガイドラインや、②「岐阜県行

政財産の目的外使用許可事務処理要領」の「３ 許可の扱

いとしないもの（許可の対象外）」において、行政財産の目

的外使用許可を要しない事例についての例示や考え方の記

載を充実させるなどして、基準を示すことが望ましい。。 

573頁 
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30 管財課  意見 【行政財産の目的外使用許可 転貸】 

 行政財産の目的外使用許可をした案件について、転貸さ

れているかどうかの判断は、基準がなく、各担当課にゆだ

ねられており、統一的な運用が保ちにくい状態である。 

 ①岐阜県指定管理者運用ガイドラインや、②「岐阜県行

政財産の目的外使用許可事務処理要領」の「３ 許可の扱

いとしないもの（許可の対象外）」において、行政財産の目

的外使用許可の転貸についての例示や考え方の記載を充実

させるなどして、基準を示すことが望ましい。 

573頁 

31 管財課  意見 【行政財差の目的外使用許可 サポーターの部屋使用】 

 サポーターによる部屋の使用状況、サポーターの独立性

（団体性）などの要素から、行政財産の目的外使用許可の

必要性、許可の可否を判断することになる。  

①岐阜県指定管理者運用ガイドラインや、②「岐阜県行

政財産の目的外使用許可事務処理要領」の「３ 許可の扱

いとしないもの（許可の対象外）」において、行政財産の目

的外使用許可手続の必要性等について、例示や考え方の記

載を充実させるなどして、基準を示すことが望ましい。 

574頁 

32 管財課  意見 【特定者指名以外の選定方法の検討】 

上記アイなどの具体例については、採点などで考慮する

方法も考えられ、特定者指名に限定する必要はない。 

公募の原則を考慮すると、特定者指名による方法だけで

なく、採点で考慮する方法を示すことが望ましい。 

574頁 

33 管財課  意見 【指定管理期間の定めについて】 

「官民連携による都市公園魅力向上ガイドライン」（平成

26 年４月１日 国土交通省）の 67 頁では、「一般的には、

指定管理期間は３～５年程度に設定される場合が多いが、

指定管理者による公園施設への投資を促す観点から、投資

回収可能性を考慮して指定管理期間を検討・設定すること

が望ましい。」と述べられている。 

大牟田市のように、「指定期間は５年間だが、期間満了の

１年半前の時点で業務の継続が適当と認められる場合は、

議会の議決を経て、更に５年間の更新を可能」とする制度

を、選択肢の一つとして、指定管理者制度運用ガイドライ

ンに記載することが望ましい。 

575頁 

34 管財課  意見 【再委託の管理】 

指定管理者が指定管理業務を再委託することを予定して

いる場合には、再委託先の監督も県ができるように、次の

事項について指定管理者に書面にて申出をさせるよう、ガ

イドラインやマニュアルを改訂することが望ましい。 

 また、応募の際に、評価の対象とすることが望ましい。 

576頁 
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35 管財課  意見 【再委託の承認】 

再委託の承認に際しては、再委託契約書、再々委託契約

書等の提出や、県の調査が再委託先、再々委託先等にも及

ぶことなどを条件として、再委託の承認の是非を検討する

よう、指定管理者制度運用ガイドライン等に記載すること

が望ましい。 

577頁 

36 管財課  意見 【指定管理料を補填する根拠及び基準の設定】 

 コロナ禍の対応であり、前例がないものの、今回の指定

管理料の増額等で一定の実績やデータが集まった。今後、

公平性や説明責任をより果たすためにも、非常時において、

指定管理料を補填する根拠及び基準について、目安や例示

を設定することが望ましい。 

578頁 

37 管財課  意見 【剰余金の使途】 

 「官民連携による都市公園魅力向上ガイドライン」（平成

26 年４月１日 国土交通省）によると、超過収益の一部を

サービスに還元する方法が紹介されている。例えば、神奈

川県の都市公園では、「比較的収入額の大きい駐車場や自動

販売機の収入の一部を公園の維持管理費経費に充当。充当

額は、指定管理者からの提案を受ける。」が紹介されている。 

指定管理者募集時に剰余金が発生した場合の還元方策に

ついて提案してもらい、評価ポイントとすることなどを検

討することが望ましい。 

578頁 

38 管財課  意見 【基本協定書の別表の改訂】 

指定管理期間中、基本協定書記載の備品等や自主事業等

に変動が生じた場合の取扱いについて、岐阜県指定管理者

制度運用ガイドラインに記載することが望ましい。 

579頁 

39 管財課  意見 【指定管理者評価】 

指定管理者評価員から具体的な評価を得るためにも、管

理施設に係る業務の実施状況について、現地調査を行うよ

う、岐阜県指定管理者制度運用ガイドラインに記載するこ

とが望ましい。 

579頁 

40 管財課  意見 【指定管理者評価の開催方法】 

 コロナ禍のため、書面開催となっている施設の評価員会

議が複数あった。しかし、大事な会議であることから、Ｚ

ＯＯＭ等により、テレビ会議方式で、開催することが望ま

しい。そのため、マニュアル等について、テレビ会議方式

による会議の開催方法を記載することが望ましい。 

579頁 
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41 管財課  意見 【指定管理者評価の方法】 

複数施設を一括して指定管理者が受託する場合は、総合

評価として、１つの事業評価調書や１つの指定管理者評価

にまとめることについて理解はできる。 

しかし、施設ごとの状況も分かるようにするため、施設

ごとの評価も記載するよう、岐阜県指定管理者制度運用ガ

イドラインに記載することが望ましい。 

580頁 

42 管財課 指摘  【指定管理者評価結果の公開】 

令和２年度分の指定管理者評価結果を、速やかに、ホー

ムページに掲載すべきである。 

580頁 

43 管財課  意見 【自主事業の整理】 

監査人は、自主事業と呼ばれる事業について、管理行為

に属する事業から明確に外すのであれば、利用者としての

施設使用許可、行政財産の目的外使用許可、都市公園法上

の許可（設置許可、占有許可等）などを得る必要があるの

ではないかと考えているが、明確な公的見解はない。 

そこで、今後、自主事業と呼ばれる事業について、管理

行為に属する事業から明確に外すのであれば、利用者とし

ての施設使用許可、行政財産の目的外使用許可、都市公園

法上の許可（設置許可、占有許可等）を必要とするかどう

か、検討することが望ましい。検討の結果、不要とするの

であれば、その理由を整理しておくことが望ましい。 

580頁 

44 管財課  意見 【自主事業の引継】 

募集要項において、成功している自主事業を、自主事業

の一例として記載する方法を指定管理者制度運用ガイドラ

イン等に記載して、紹介することが望ましい。 

 また、自主事業を指定管理業務（利用料金制度）とする

ことを選択肢の一つとして、指定管理者制度運用ガイドラ

イン等に記載して、紹介することが望ましい。 

582頁 

第７ 出納管理課                     指摘０ 意見５ 

45 出納管理課  意見 【釣銭用現金への対応】 

 現地機関において、つり銭への対応を職員が迫られない

よう、つり銭資金の交付につき、大垣市会計規則等を参考

にして、会計規則に規定するのが望ましい。 

583頁 

46 出納管理課  意見 【寄附採納手続の周知】 

 寄附採納手続そのものを執ること、維持費の見込額の記

載を漏らさないことについて、定期的に、研修等で、各課

に対して、注意を促すことが望ましい。 

583頁 
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47 出納管理課  意見 【現物実査の特例承認】 

 サンプリングによる実査やケースの件数管理による実査

等は、全物品実査という現物実査（会計事務の取扱い）の

例外である。例外を「安易」に「承認」しないためにも、

現物実査について特例承認をする際には、現物が確認でき

ない場合、件数が合わない場合などの対応規定等を設ける

よう、助言することが望ましい。 

584頁 

48 出納管理課  意見 【現物実査方法の見直し】 

現物実査が毎年実施されるものであること、多数の職員

が相当日数をかけている現状からすれば、長期的視点から

現物実査の合理化を図ることが望ましい。例えば、バーコ

ード方式であれば、多額の初期費用を要するものの、将来

的にわたる人的コストを考慮すれば、コストダウンも見込

むことができると思われるため、検討することが望ましい。 

584頁 

49 出納管理課  意見 【債権管理の研修】 

 損害賠償請求権も、債権であることから、調定（地方自

治法第 154 条）するとともに、督促（地方自治法施行令第

171 条）、訴訟等の法的措置（同法施行令第 171 条の２）、

徴収停止（同法施行令第 171 条の５）など、地方自治法、

同法施行令に沿った債権管理ができるよう、定期的に、研

修することが望ましい。 

 令和２年度において、私債権の管理に関する条例が制定

され、会計規則も一部改訂されていることから、合わせて、

研修することが望ましい。 

585頁 

  



別紙１「指摘事項・意見事項の一覧表」

指摘・意見の骨子

1 物品管理 ① 物品の取得・登録 物品の取得に際しては、保存費用も検討すべきである。

展示場所・見込み、管理費用・方法等の観点から、寄贈の承認は厳格に行うことが望ましい。

将来的な譲渡を含む物品の処分等につき、寄贈者との間で取り決めておくことが望ましい。

物品の一覧表作成に際しては、「購入先」を記載事項に含めるべきである。

県の他施設と収集品が重複しないよう調整すべきである。

寄附については、寄附採納手続に従って行い、物品登録をすべきである。

物品借入の際の手続きをルール化した上で、返却に関する確認資料も作成すべきである。

寄託による物品の受け入れの場合、寄託物品の目録等を作成することが望ましい。

所有者不明物品については、所有者を確認し、寄附採納等の手続を行うべきである。

② 基金 基金で購入した作品の買戻しの計画を立てるべきである。

買戻しができず、基金における現金が減少したままならば、再度、基金の廃止を検討すべきである。

規定に定められた、基金の原資の出資者に対する報告につき、その概要の記録を残すべきである。

③ 物品の貸出 原則として規定された貸出期間を超える場合、要件充足性を記録上明確にすべきである。

規則に定められた貸出期間が実態に即していないため、見直しを検討することが望ましい。

貸出先の基準を見直し、改定について検討することが望ましい。

長期貸出物品の引上げを検討すべきである。

引上げが不能な場合には、管理換えの協議をすることが望ましい。

適正な貸出料の徴収を検討し、その条件を管理規則に加えることを検討することが望ましい。

有償での貸出要件について、検討し、管理規則等に記載することが望ましい。

④ 物品の借入 賃貸借契約書を作成し、賃借料の支払根拠を明確にすべきである。

貸借料を支払う場合と優待券を交付する場合の判断基準を明確化すべきである。

⑤ 物品の管理 コレクション情報の強化を意識した情報管理を進めることが望ましい。

出展・利用の頻度を把握し、頻度の低い作品の有効活用を検討すべきである。

美術品の移動頻度、評価額を踏まえ、保険加入を検討することが望ましい。

図書の返却督促に関する実施内容・経緯・結果等につき、電子記録化を図ることが望ましい。

悪質な図書未返却者に対しては、横領等による刑事告訴も検討すべきである。

物品の異動につき、把握漏れに対する再発防止策を検討・実行すべきである。



芸術品の保管について、適切な方法で管理すべきである。

出土品の劣化を防ぐ恒温・恒湿を保つ設備を配置することが望ましい。

触察資料も含め、受け入れた物品は登録するか、資料取扱要要項を改正すべきである。

自館での利用が見込まれない物品については、他館への管理換えを検討すべきである。

物品に関する前指定管理者との権利関係を明確にし、寄付採納、借入等の手続をとるべきである。

物品の管理責任の所在を把握するために、契約書等を作成し適切な管理を行うべきである。

施設との一体性がなく移動可能な備品は、備品登録した上で、これを管理すべきである。

備品一式としての備品登録ではなく、全部登録又は補助簿を用いた個数管理をすべきである。 

歴史文書（古文書）の目録作成につき、目録化の完了計画を立てるべきである。

価値のある書及び置物については、その目的に応じた運用をすべきである。

階段は物品登録から削除し、建築物の一部として管理すべきである。

⑥ 物品の処分 物品処分の方針、具体的な基準・手順、収益の使途等を明確にすることが望ましい。

使用用途もなく状態も悪い物品については、破棄処分することを検討するべきである。

保管・管理を要しないものとされた出土品については、廃棄処分等を検討することが望ましい。

長期間故障中の物品につき、廃棄処分を検討し、その具体的計画を立てるべきである。

⑦ 現物実査 不突合に対する再発防止策の協議結果等につき、文書を作成して保存すべきである。

「ケース管理」で現物実査を行う場合には、別途取扱要領を定めるべきである。

存在する物品が全て物品帳簿に記録されているかを確認すべきである。

サンプリング現物実査における不突合への対応方法を、要領において明確化すべきである。

⑧ 薬品・毒劇物 劇物については毎月現有量の確認を行い、記録化すべきである。

薬品管理簿には、使用量を確実に記載すべきである。

毒物及び劇物に該当する物品の外部提供に対応する規程を整備すべきである。

2 施設管理 ⑨ 土地・建物・倉庫・その他 建物の登記につき、「登記年月日」を公有財産台帳に登録すべきである。

正確な建築年月日を記録するため、現在の記録を訂正すべきである。

老朽化した倉庫は、安全性等を考慮し、修繕（又は撤去）すべきである。

非展示品や非掲載品を、スペースのある飛騨国府事務所の中で保管すべきである。

老朽化した建物につき、修繕費と引越費用の比較等、費用対効果の検討を行うべきである。

スロープカーの財産上の位置づけを明確にし、財産台帳に登録すべきである。

緊急用シャワーは、緊急時に使用できるような状態に管理すべきである。



境界に標柱を埋設するなどして、借地の範囲を確定すべきである。

⑩ 借地 施設の目的や費用対効果、必要性や期間を考慮した上で、借地の購入を検討すべきである。

⑪ 目的外使用許可 サポーター控え室等につき、行政財産の目的外使用許可の要否等を検討すべきである。

シール販売機の設置につき、目的外使用許可の申請又は許可済み場所へ設置させるべきである。

許可使用料の支払遅延が続く場合には、より適切な管理者への変更を検討すべきである。

目的外使用許可区画の委託先業者による占有使用につき、転貸該当性を検討すべきである。

目的外使用許可区画の転貸に関する許可手続について、検討すべきである。

指定管理者独自の物品販売区画につき、目的外使用許可及び契約書等の作成を検討すべきである。

実態的に施設を利用している者との間で、目的外使用許可の手続を行うべきである。

市や村の物品保管場所（倉庫）としての利用につき、目的外使用許可の手続等を検討すべきである。

物品の設置目的等を確認し、目的外使用許可の手続等の適切な管理を行うべきである。

市の災害備蓄品の保管につき、目的外使用許可の手続を行うべきである。

市の避難所設置に関する目的外使用許可につき、検討すべきである。

施設内において自主事業を行う協議会につき、目的外使用許可の手続を行うべきである。

⑫ 文書管理 著作権等の権利関係が記された契約書等については、廃棄せず保管すべきである。

申込書等につき、ボールペン等で記入する旨の注意喚起及び受領文書の確認を徹底すべきである。

条例により、「歴史的価値のある公文書」を、県民が閲覧等する権利を明確化することが望ましい。

物品の管理を行う指定管理者において、契約書等の写しを所持・保管することが望ましい。

施設独自の文書管理規程につき、岐阜県公文書規程と同様の保存期間を定めるべきである。

⑬ 情報管理 防犯カメラによって収集するデータの取扱い等を定めた規程を作成することが望ましい。

施設管理業務に従事する全職員が防犯カメラの操作方法を把握すべきである。

ＵＳＢメモリの使用終了を確認し、取扱管理者の押印すべきである。

電子メールアドレスの管理につき、情報セキュリティ対策基準の遵守を徹底すべきである。

レンタルサーバーの契約内容を修正し、指定管理者名による契約に統一すべきである。

⑭ 設置目的・利用方法 個別条例で施設の設置目的や、遵守事項及び違反行為に対する措置等を明記することが望ましい。

岐阜県公文書館の設置及び管理に関する条例を制定することを検討することが望ましい。

条例において迷惑行為者等の該当要件を明確化した上で、入館禁止規定を設けるべきである。

施設利用に関するルールを条例で定めるべきである。

施設内の写真撮影につき、明確なルール・手続を条例等の根拠に基づき定めるべきである。



会議室の使用順位を決定するルールを明記すべきである。

ギャラリーの利用方法・手続を検討すべきである。

防災に関する覚書の実効性を担保するため、県と市との協定の見直しなどをすべきである。

土曜日・日曜日について、予約できる日数の上限を定めるなどの方策を講じることが望ましい。

⑮ 利用率・促進 茶室稼働率を向上させる取り組みをすることが望ましい。

貴重な文化財が公開されるよう、博物館等と定期的な情報共有の機会を設けることが望ましい。

「レファレンスサービス」につき、簡易な日本語表記（又は横文字との併記）が望ましい。

データベースの利用促進を、より積極的に図ることが望ましい。

古地図収集事業に関する積極的な広報に努めることが望ましい。

多目的ホールの利用率を向上させ、施設利用料収入の増加を図ることが望ましい。

利用状況を検討した上で、飛騨国府事務所を維持するか撤退するかを検討すべきである。

施設全体の利用者数及び有料区域と無料区域の利用者内訳等を把握していくことが望ましい。

⑯ 収支・経費 指定管理者の自主事業スペースの経費負担割合につき、協定書の面積比を見直すべきである。

経費削減が図られた場合に、一定割合を指定管理者に還元する等の制度設計を検討すべきである。

県と指定管理者とで協働して、収支状況改善のための中長期的計画を立案することが望ましい。

負担金に関し、監査委員事務局が行う補助金等交付状況調査に監査対象である旨回答すべきである。

収入減少による負担金の分担方法につき、明確な基準を設けることが望ましい。

指定管理料と負担金については、それぞれ別の事業評価調書に記載すべきである。

他課職員による電気利用につき、電気代の精算について協議・記録化すべきである。

⑰ 利用料 利用料金の見直しや試行を検討することが望ましい。

優待券のルールを定めるべきである。

利用料減免措置の対象については、申請書等の書類を作成すべきである。

⑱ つり銭 事前に準備した公金（留め置いたつり銭）において対応すべきである。

つり銭の準備方法につき、つり銭交付方法の採用を検討することが望ましい。

⑲ 鍵 鍵の貸出については、管理簿に正確に記入すべきである。

鍵の管理についてはルールを文書化し、管理簿を作成すべきである。

電子キーに加えて、アナログキーの管理簿をも調製することが望ましい。

不要な鍵について処分するか検討すべきである。

⑳ 遺失物の管理 遺失物法等に適合するよう、遺失物管理マニュアルの整備・改正を図るべきである。



3 契約関係 ㉑ 当事者 委託先（団体か個人か）を記録上明確にすべきである。

指定管理者の業務に関する保険契約については、契約者を指定管理者として行うべきである。

㉒ 契約内容・手続 古文書読解講習会業務委託仕様書の内容をより具体化すべきである。

一部委託ができない業務又は制約がされる業務を、予め募集要項に記載することが望ましい。 

委託外第三者業者の提携・支援状況を把握した上で、契約の見直しや整理を図ることが望ましい。

保険証明書の楽器所有者欄には、岐阜県（楽器所有者）と記載すべきである。

50万円を超える製作費については、契約（委託契約等）として契約書を作成すべきである。

㉓ 著作権 著作権に関する条項を契約書に盛り込むなどして、管理することが望ましい。

著作者人格権（同一性保持権）の適用除外となる修繕等については、同権利以外の観点から随意契約の要

件該当性を慎重に判断すべきであり、一般競争入札の検討もすべきである。

美術館の図録につき、県と後援会との権利関係を明確にし、その内容を文書化すべきである。

モニュメント等につき、その権利関係（著作権を含む。）を確認し、文書化すべきである。

アートワークの修繕に関するマニュアル及び著作者との協定書を締結すべきである。

仕様書に明記された著作権者の許諾等については、これを把握しておくべきである。

㉔ 債権管理 使用料（目的外使用許可）の滞納につき、１年以内に提訴等の措置をとるか検討すべきである。

納期限から１年が経過するような債権（電気代等）につき、訴訟等の措置をとることが望ましい。

図書返還請求権の法的性質に関する見解を明確にした上で、適正な債権管理に努めるべきである。

未返却図書に対する物権的請求権の処理につき、見解を明確にすることが望ましい。

図書未返却者に対する損害賠償請求の要件及び方法を要領に定め、行使を検討すべきである。

実効的な返却督促方法として、早期に未返却者の自宅訪問を検討することが望ましい。

金銭賠償を求める際の「受入時の定価」につき、消費税等の処理を明確すべきである。

金銭賠償を求める際の損害額につき、時価額に限定する方法を協議・検討することが望ましい。

未成年者に対する損害賠償請求につき、要領に則った請求を行うべきである。

図書毀損等の行為者が未成年者の場合に、賠償義務者を保護者と規定することが望ましい。

㉕ 委託・再委託 再委託先の名称及び所在を明示して、承認手続を取るべきである。

偽装請負に該当しないよう、指揮命令権が委託先会社にあること等を明確にすることが望ましい。

事務人材管理委託に関し、管財課と協議の上、再委託の承認につき検討すべきである。

指定管理者の自主事業を第三者に委託する場合には、再委託の申請・承認を受けるべきである。

県の調査が再委託先、再々委託先等にも及ぶこと等を条件に、再委託の承認を検討すべきである。



㉖ 随意契約 作業従事者等の情報をも収集した上で審査し、その過程を随意契約理由書等に記載すべきである。

一者随意契約理由書には、該当事業者でしか対象事業を実施できない理由も明記すべきである。

4 組織運営 ㉗ 審査会・委員会 十分な検討資料を提供し、開催頻度等を検討し、価格等についても意見を得るべきである。

他施設の収蔵状況に関する情報も提供した上で意見を求めるべきである。

収集委員会に対し、価格の審査を実施し、議事録に残すべきである。

適正かつ公正な審議等を担保するために、議事録を作成すべきである。

資料収集委員会において価格評価を行うか否かは、同委員会要領及び運用に従うべきである。

価格評価に関する意見が出せるよう、資料収集委員会の運用等の改定を検討するのが望ましい。

審査員の選任基準あるいは選定理由、任期を明文化すべきである。

審査員の複数名化又は実技審査項目の細目化を図り、審査結果の客観性を高めるべきである。

㉘ 時間外勤務 時間外勤務命令の要件や上限時間等を確認した上で、時間外勤務命令をすべきである。

職員全員の作業工程表を作成し、情報共有を図り、適切な労務管理を行うべきである。

時間外勤務縮減を、県職員倫理憲章の取組事項に入れることが望ましい。

㉙ 職務専念義務の免除 職務専念義務の免除に関する台帳を作成し、整理すべきである。

㉚ 危機管理 不当要求行為等に対して専門職との連携を図り、職員・職場の安全を確保することが望ましい。

受傷等の事故が生じた場合には、危機管理マニュアルに従った対応・対策を講ずべきである。

㉛ 内部統制 内部統制において、時間外勤務縮減、作業工程表の作成等「独自項目」を定めることが望ましい。

㉜ サポーター・ボランティア 委託費を投じて募集・研修したサポーターの減少理由を検証し、減少回避を図ることが望ましい。

5 指定管理 ㉝ 制度採用・募集・選定 指定管理者を公募とすることを選択肢の一つとして、検討すべきである。

指定管理者制度の導入の可否を再検討することが望ましい。

より多くの団体の応募を促し競争原理を働かせる募集方法を検討することが望ましい。

指定管理期間を長期にして、人材投資を促し、実績と経験を積める環境を整えることが望ましい。

特定者指名は、法令及びガイドラインの定める要件及び基準に沿って行うべきである。

㉞ 協定書・仕様書・運用 指定管理者が変更になった場合の、文書及び情報の取扱方法を確認すべきである。

指定管理者は、業務遂行のために要した費用（委託費用を含む。）を、正確に報告すべきである。

「委託料支出調（第三者委託分）」の「委託先」には、指定管理者が再委託している業者（指定管理者の

構成員を除く。）を「委託先」として記載すべきである。

事業実施報告書につき、点検の実施状況等が分かるよう、見直しを検討することが望ましい。 

指定管理者としての名宛人、委託と再委託との整理・検討を行うべきである。



指定管理業務で得た収入は、指定管理事業者の収入として計上すべきである。

指定管理者の利益額（収支差額）に応じた納付金を徴収できるように協定を結ぶことが望ましい。

義務としての事業は、指定管理業務の中に含めるか又は県が直接業者に委託することが望ましい。

㉟ 指定管理業務 指定管理者は、プログラムの開発やリニューアルに取り組むべきである。

サイエンスショーのパフォーマー業務は、指定管理者自身において実施することが望ましい。

協定書・仕様書に例示し、指定管理業務であることを明確にすべきである。

サイエンスサポートＱＱの職員ボランティアにつき、運用方法を見直すべきである。

指定管理業務としての職員研修については、結果報告書を作成・提出すべきである。

㊱ 自主事業 指定管理者が自ら受入れた資料につき、物品受払台帳等に記載して把握・管理すべきである。

県は、指定管理者が受入れた資料の名称及び基本情報等を報告させ、情報共有を図るべきである。

指定管理者が設置した監視カメラにつき、管理運用規程を作成することが望ましい。

㊲ 評価 管理運営業務評価員が、現地を巡視して、指定管理者から説明を受ける等すべきである。

評価員に施設を案内したことについても議事録に記載すべきである。

㊳ 指定管理料 業務を適切に把握して指定管理料を積算することが望ましい。

休業により支出を免れた経費につき、指定管理料の清算の必要性を検討することが望ましい。

6 事業計画 ㊴ 他施設・他機関との連携 作品展示の共同開催を継続的に行う等、他館・他施設との連携について検討することが望ましい。

評価 他施設・他機関との連携を強化するとともに、その役割分担を明確にすることが望ましい。

多角的視点、長時間勤務の固定化回避等より、他施設との人事異動を検討することが望ましい。

連携が必要な市町や他施設とは協定等を締結することが望ましい。

他の県有施設及び民間施設と総合的に連携・活用し、利用者の促進を図っていくことが望ましい。

県外連携施設の運営・利用・展示方法等につき情報共有を図り、これを活かすことが望ましい。

関係民間団体との情報・人材交流を図り、将来の人材育成にも努めることが望ましい。

人材育成の見地から、県内各教育機関等と、来館促進や企画・連携を検討することが望ましい。

航空宇宙産業クラスター形成特区における情報交流施設としての利活用を検討することが望ましい。

賛助会員としての法人のみならず個人との連携拡大を図る広報活動を展開することが望ましい。

㊵ 事業評価と対策 企画展等に対する事後評価を行い、入場者数増加のための具体的方策を検討すべきである。

毎年度、全体的・個別的事業計画に対する達成度・課題等に関する評価をすべきである。

博物館自己点検システムに基づく結果について、その実施年度等を明記すべきである。



設置目的や運営方針を実現するための評価軸を整理・設定し、その評価軸に基づき、ＰＤＣＡサイクルを

回す取組みをすべきである。

アンケート回収率を向上させる取組みをすべきである。

アンケート集計や事業報告書においては、利用目的と主体を整理すべきである。

アンケート回答結果「その他」の記載等につき、その内容の整理・集計を図ることが望ましい。

アンケートの実施箇所・方法等について定期的な見直しを行うことが望ましい。

利用者のニーズなどを参考にした具体的な運営計画を作成することが望ましい。

利用者の興味・傾向等を分析した上で、今後の展示内容等へ反映させることが望ましい。

㊶ 中長期的な事業計画
施設の目的・今後の展開・方向性等を明示した基本的で中長期的な事業計画（グランドデザイン）を策定

することが望ましい。

「歴史資料館の収蔵力増強について」の具体的計画や工程について、速やかに検討すべきである。

市民の寄附の申入れに対する受入れの可否の基準等を検討し、計画しておくことが望ましい。

毎年増え続ける出土品への対応として、将来にわたる中長期的な指針・計画を定めるべきである。

施設の修繕等を行う場合には、利用目的を明確にし、目的との関連性を検証することが望ましい。

施設名称も含めて施設の目指す姿を確認することが望ましい。

7 その他 ㊷ ホームページの充実化・更新 研究の成果や資料をホームページ上で閲覧できるよう、掲載内容の充実化を図ることが望ましい。

ホームページに掲載されている関連法令等につき、適時更新すべきである。

ホームページのうち、誤表示・リンク切れ等の不具合箇所を修正・更新すべきである。

調査研究の内容を広く示す意味で、ホームページ上で資料を閲覧可能にするのが望ましい。

ホームページおいて、入館当日の利用額が、明確に判別できるようにすることが望ましい。

ホームページで著作物を紹介する等、広く県民に紹介し、県有著作物の有効活用をすべきである。

㊸ 情報公開 ホームページ上において、事業計画等を閲覧できるようにすべきである。

協議会の開催日時等が決定し次第、ホームページなどで告知することが望ましい。



施設名 所在地 物品管理 施設管理 契約関係 組織運営 指定管理 事業計画・評価 その他 指摘 意見

1 岐阜県美術館 岐阜市 ①②③⑤⑥ ⑩⑪⑫⑬⑳ ㉓㉔ ㉗㉘㉛ ㊴㊵㊶ ㊷㊸ 24 16

2 岐阜県現代陶芸美術館 多治見市 ①②③⑤⑥ ⑨⑬⑯ ㉗㉙ ㊴㊵ 12 5

3 セラミックパークＭＩＮＯ 多治見市
⑨⑪⑫⑬⑮⑯

⑰
㉔㉕ ㉝㊲ ㊵㊶ 10 7

4 岐阜県図書館 岐阜市 ③⑤⑦ ⑪⑫⑭⑮⑱⑲ ㉓㉔ ㉚ ㊴ ㊷ 17 14

5 国史跡高山陣屋 高山市 ①④ ⑨⑭⑰⑲ ㉝ ㊴㊵㊶ ㊷ 10 6

6 岐阜県文化財保護センター 岐阜市 ③⑤⑥⑦ ⑨⑩⑮⑲ ㊶ 12 4

7 岐阜県博物館 関市 ①⑤⑥⑧ ⑨ ㉑㉕㉖ ㊵ ㊸ 11 0

8 先端科学技術体験センター 瑞浪市 ⑤⑦⑧ ⑨⑫⑬⑭⑯ ㉕ ㉞㉟㊳ ㊶ 13 7

9 歴史資料館 岐阜市 ⑤⑦ ⑨⑩⑫⑭ ㉒ ㊶ 6 2

10 岐阜関ケ原古戦場記念館 関ケ原町 ⑬⑮⑲ ㉒ ㉗㉜ ㊴㊵㊶ ㊷ 2 12

11 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 各務原市 ⑫⑬⑲ ㉚ ㉟㊱ ㊴㊵㊶ ㊷ 6 11

12 ＯＫＢふれあい会館・サラマンカホール 岐阜市 ⑤⑥ ⑪⑬⑭ ㉑㉒㉓㉕ ㉗ ㉝㉞㊱㊲ ㊶ ㊷ 17 4

13 飛騨・世界生活文化センター 高山市 ①⑤ ⑪⑫⑬⑭⑯ ㉒㉕ ㉞㊲ ㊶ 22 3

14 ぎふ清流文化プラザ 岐阜市 ⑪⑭⑯ ㉓㉕㉖ ㉝㉞㊲ 9 3

別紙２「第２章における文化施設に関する指摘・意見一覧表」



別紙３「指摘事項・意見事項の一覧表」

指摘・意見の骨子

1 物品管理 ① 物品（備品）管理 登録されていない物品について、物品登録をするべきである。

所有者を正確に調査・把握した上で、物品管理台帳に反映させるべきである。

ＡＥＤについて、所有権が県と指定管理者のどちらに帰属するか明確にすべきである。

歴史的物品について、設置者又は管理者との間で，都市公園法上の許可等を検討すべきである。

② 物品の取得経緯 寄附か、譲渡か、置く場所を貸しているのか、権利関係を明確にべきである。

③ 備品の保存・有効活用 茶器や茶道具について利用者により利用してもらいやすい方法を検討することが望ましい。

落下防止の対策やを劣化防止の対策をすべきである。

④ 寄付 維持費の見込額を検討し、記載した書面を作成した上で、寄附採納の決裁をすべきである

⑤ 遺失物の管理 遺失物法及び岐阜県遺失物取扱要領に従い対応するべきである。

⑥ 拾得物台帳 拾得物台帳を作成するべきである。

⑦ 農薬・燃料・毒劇物の管理 農薬の種類及び数を適切に把握するために、農薬の購入の記録簿を作成すべきである。

農薬と燃料について、記録簿により使用状況を把握すべきである。

毒劇物を保管する棚の鍵については、農薬管理者により適切に管理すべきである。

⑧ 不要物・危険物の廃棄・除去 所有者を確定し、廃棄処分を検討するべきである。

所有権放棄する旨の記録を取り、廃棄処分をすることを検討すべきである。

2 施設管理 ⑨ 都市公園台帳の更新 都市公園台帳を更新すべきである。

具体的な作業実施スケジュール等を策定した上で、各種管理台帳を更新すべきである。

⑩ 都市公園台帳の記載 都市公園法第５条の許可について、指定管理者や土木事務所に確認して記載すべきである。

都市公園台帳について、正確に記載し、管理すべきである。

「年月」の記載を建築年月日とし、各施設の建築年月日や更新履歴を記載すべきである。

実際に使用している面積（使用場所）に基づいて、設置許可の申請を行うべきである。

自主事業の一覧表を土木事務所に提出するべきである

⑪ 施設管理台帳 現況を正確に施設管理台帳に反映させ、指定管理者において適切に管理すべきである。

⑫ 公有財産台帳 公有財産について、公有財産台帳に記載するべきである。

登記がされている建物については、登記年月日欄に登記された日付を記載すべきである。

公有財産台帳を更新すべきである。



登記が必要な建物については登記をすべきである。

⑬ 許可の手続 他団体の事務所の設置について、都市公園法上の許可が必要か検討すべきである。

設置場所について、目的外使用許可ないし設置許可の手続をすべきである。

実際に使用する面積（使用場所）に基づいて、設置許可の申請を行うべきである。

⑭ 文書管理規程 岐阜県公文書規程に準じた規定を整備するべきである。

⑮ 経緯文書 事後的に検証可能な経緯文書の作成・保管を行うべきである。

ワードデータではなく、PDF等のデータ保管すべきである。

⑯ 施設の有効活用 活用方法について県民に広く周知し、利用を促進することが望ましい。

能楽堂を利用した企画を立案し、伝統芸能等の提供をすべきである。

文化伝承課等と協働し、指定管理者を援助することが望ましい。

⑰ 施設（遊具）の点検 点検簿の記載漏れのないようにすべきである。

土木事務所は、点検簿の記載内容を確認すべきである。

⑱ 危機管理 日常の点検等により、危険状態の継続・放置を回避し、排除に努めるべきである

⑲ バリアフリー バリフリーの関係法令等に適合する改修計画の策定や措置を実施するべきである。

中長期的な計画を立案した上で、バリアフリー化を実施するべきである。

⑳ 防犯カメラ 管理運用に関する規程（取扱規程）を作成することが望ましい。

事故等が生じうる遊具に向けた方が効果的と考えられ、撮影対象を検討することが望ましい。

㉑ 敷地の境界 敷地の境界を明確にすべきである。

㉒ 現金管理 経理担当の事務職を置き、現金管理のダブルチェックを行い、正確な報告をすべきである。

㉓ 養老キャンプセンター 募集要項の留意事項のとおり、指定管理者による積極的な運用を図ることが望ましい。

㉔ 未活用施設 使用していない料金所の廃棄を検討すべきである。

㉕ 管理許可施設 管理許可施設について、管理許可だけでなく、公募の方法も検討することが望ましい。

㉖ ドッグラン ドッグランを利用する来園者が安全に公園を利用できる仕組みを検討することが望ましい。

㉗ 保安林 保安林の伐採等運用計画を策定することが望ましい。

3 契約管理 ㉘ 著作物 著作物の修繕等のために、著作権についての記載がある契約書等を作成することが望ましい。

改変にとどまる危険個所の修繕については、原状回復作業の実施を検討することが望ましい。

㉙ 再委託の手続 再委託の申請をし、承認を受け、指定管理者監査資料に再委託先の記載をするべきである。

事業が実験段階であっても、再委託契約を締結すべきである。

業務委託する場合には、再委託の手続とともに、業務委託契約を締結すべきである。

㉚ 再委託届の記載内容 委託先届出書の記載の誤記を削除し、正確に処理すべきである。



法人と個人の区別や事業主の場合は、屋号とともに契約主体たる個人名を記載すべきである。

㉛ 随意契約理由書の記載 具体的な理由の記載をするべきである。

緊急随意契約をするに至った理由についても、具体的に記載することが望ましい。

㉜ 裏付け資料の提出 負担金の精算に際し、報告の一環として、具体的な裏付け資料の提出を求めることが望ましい。

4 指定管理 ㉝ 特定者指名 原則論どおり、指定管理者を公募とすることを選択肢の一つとして検討するべきである。

㉞ 管理会議 仕様書及び基本協定書に記載がないため、教室の授業内容について、事前に協議すべきである。

㉟ 基本協定書 基本協定書には必要事項を記載し、必要に応じて変更を行うべきである。

随時協定書の見直しを行い、契約条項全部を記載した変更契約を作成すべきである。

業務の内容・範囲については、基本協定書に記載して明確にすることが望ましい。

㊱ 仕様書 指定管理業務となる業務を仕様書に明記するべきである。

協定書・仕様書上に明示することにより、指定管理業務であることを明確にすべきである。

㊲ 自主事業の好事例 自主事業における好事例を掲載などすることが望ましい。

㊳ 利用者数の把握 利用者数把握のための係数や基準・方法について仕様書等文書に明記するべきである。

㊴ 評価員会議（現地視察） 指定管理者評価員による現地視察を行い、指定管理者から説明を受けるなどすべきである。

㊵ 複数施設の評価 現在の総合的な評価だけでなく、施設ごとの評価も明確にすることが望ましい。

㊶ 自主事業と指定管理業務 自主事業か指定管理業務かを整理するべきである。

㊷ 利用料金 特別の利用料金を定める場合は知事の許可を得るべきである。

㊸ 自主事業の利用料金 自主事業の利用料金も規程において管理することが望ましい。

㊹ ゾーン会計 基本計画や基本協定の趣旨目的からゾーン分け会計の是非を検討することが望ましい。

㊺ 前受金の引継ぎ 前受金は協定書に基づき県に引き継がせるべきである。

5 事業計画 ㊻ 中長期的な事業計画の策定 指定管理期間を超えた長期間の計画を立てることが望ましい。

都市公園活性化基本戦略とは別に、中長期的な観点から基本計画を作成することが望ましい。

㊼ 他の機関との連携 国際園芸アカデミーを公園内に移転することも視野に入れ、連携を検討することが望ましい。

他の文化施設との連携事業を検討することが望ましい。

㊽ 運用計画 施設の運用に関する長期的な運用計画を策定することが望ましい。

各事業の具体的進め方を検討することが望ましい。

6 その他 ㊾ 審査員の選任基準・任期 具体的に協定等で定めておくべきである。

㊿ 入場料無料化の検証 入園無料化前後の収支分析や経済効果を検証することが望ましい。



別紙４「第３章における都市公園に関する指摘・意見一覧表」

県営都市公園 所在地 物品管理 施設管理 契約管理 指定管理 事業計画 その他 指摘 意見

1 養老公園 養老町 ①⑤ ⑨⑩⑪⑱⑲㉑㉓ ㉘㉚ ㉟㊴ 12 3

2 岐阜県百年公園 関市 ①⑧ ⑨⑩⑲⑳㉔ ㉙ ㊳㊴ ㊻ 11 2

3 ぎふワールド・ローズガーデン 可児市 ①③⑥⑦⑧ ⑨⑩⑫⑬⑯㉗ ㉙ ㊱㊴ ㊼㊽ ㊾ 17 6

4 ぎふ清流里山公園 美濃加茂市 ①⑦ ⑨⑩⑪⑫⑯⑰⑲⑳㉖ ㉚ ㉟㊱㊴㊷㊸㊹㊺ ㊻ ㊿ 17 8

5 世界淡水魚園（オアシスパーク） 各務原市 ⑨⑩⑬⑮㉑㉕ ㉘ ㊳㊴㊶ 8 2

6 世界淡水魚水族館（アクア・トトぎふ） 各務原市 ⑨⑩⑮ ㉙ ㉟㊴㊶ ㊼ 8 1

7 各務原公園 各務原市 ①⑥ ⑨⑩⑫⑭⑮⑲㉑㉒ ㉞㉟㊱㊲㊳㊴ ㊻ 15 2

8 岐阜メモリアルセンター 岐阜市 ②④⑤ ⑩⑫⑭ ㉘㉛㉜ ㉝㊴㊵ 8 5
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３ 参考報告一覧 

 

是正・改善を求める指摘・意見だけでなく、参考になると思われる事例についても、参考

報告として、取り上げることとした。各文化施設、各都市公園において、良い取組と思われ

る事例を参考にすることで、より良い事務が可能になると考えた。 

 

番号 
対象 

（文化施設・都市公園及び課） 
内            容 

本編 

頁 

１ セラミックパークＭＩＮＯ 【物品管理－貸付備品の更新】 

セラミックパークＭＩＮＯでは、指定管理期間中に県か

ら指定管理者への貸付備品（管理物品）に変更が生じた場

合、管理システムを更新するとともに、基本協定変更協定

書を締結して、貸付備品を更新している。 

指定管理期間中に、基本協定書記載の貸付物品に変動が

生じることはあり得ることであり、この場合の取扱いは、

施設毎に異なっている。しかし、基本協定書に基づき備品

の貸付手続をしていることからすれば、その更新も基本協

定書の変更によって一元的に行われることが望ましいとい

える。実務上の取扱いとして参考になる 

131 頁 
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２ 岐阜県図書館 【施設管理－バリアフリー】 

 岐阜県図書館においては、以下のとおり各種のバリアフ

リー化が図られており、障がいの有無に関わらず、広く県

民の図書資料等へのアクセスが容易となっている。 

・図書館入口（敷地内はゆるやかなスロープで段差はな

い。点字ブロックの設置あり。） 

・全館バリアフリー（入口は 90cm 以上あり、車椅子が通

行できる。床は平らで、書架の間は広く、車椅子の方や

ベビーカーをひいた方がゆったりと通行可能） 

・多目的トイレ（手すり、ドアは引き戸、十分な広さ、児

童コーナー奥のトイレには、おむつかえ用のベビーシー

トが設置されている。） 

・授乳室（専用の小部屋を用意） 

・相談窓口（テーブルが低い設計） 

・公衆電話（車椅子用に電話台の下に空きあり。） 

・エレベーター（低い位置に操作盤、鏡の設置あり。） 

・障がい者、ベビーカー使用者、妊婦用駐車スペース（雨

に濡れない地下設置） 

・点字案内（エレベーターの操作盤、階段の手すり等） 

・対面読書室（専用の部屋にて、当館の音訳協力者が資料

を音訳する。） 

・車椅子、歩行補助器、ベビーカー、カートの無料貸出 

・拡大読書器（文字や図を拡大して読むための読書器あ

り。） 

・「よむべえ」（図書や文書等の印刷物をスキャナーで読み

取り、音声で読み上げる機器あり。） 

・助聴器（耳に当てるだけで聞こえやすくなる助聴器あ

り。） 

・筆談器 

・低床作業椅子（高さ 25cm ほどの低い椅子、書架の低い

ところにある本を座ったまま探すことができる。） 

・双眼ルーペ（ハズキルーペ） 

・読書補助具（リーディングトラッカー）（前後の行を隠

し、１行ずつ集中して読むことができる。） 

・読書補助具（リーディングルーペ）（文字を２倍に拡大

し、１行ずつ集中して文章を読むことができる。） 

・呼び出し機（振動で図書館職員の助けを呼ぶことができ

る。） 

・コミュニケーションボード（ボードにある文字や絵など

を指差して、ご自身の気持ちを職員に伝えることができ

る。） 

・視覚障がい者用ソフトウェア（PC-Talker:音声ガイドを

頼りにパソコンを操作するソフト、MyBookⅢ:DAISY 図

189 頁 
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書や青空文庫など、デジタル化された録音資料を聞くこ

とができるソフト、NetReaderⅡ:インターネット上のペ

ージを音声で読み上げるソフト、EasyReader:音声と文

章が組み合わさったマルチメディア DAISY を再生するソ

フト） 

・録音図書再生機（プレクストーク）（活字を読むことが

困難な方のための、録音図書再生機） 

・活字文字読み上げ装置（テルミー）（活字を読むことが

困難な方のための、音声コード読み取り機、広報物など

に添付されている音声コードを読み取り、音声で聞くこ

とができる。） 

・大活字本（目の不自由な方、視力の弱い方のために、活

字が大きくなった本を用意している。） 

・外国語の利用案内（英語、中国語、ポルトガル語、韓国

語の利用案内を用意している。） 

３ 岐阜県図書館 【アクションプラン（事業計画）】 

岐阜県図書館は、各年度末に、アクションプランに対す

る「図書館評価」を行い、次年度のアクションプランにそ

の評価結果を反映させるという、ＰＤＣＡサイクルを継続

的・効果的に実施している。 

 また、「図書館評価」とは別に、毎年度２回の利用者アン

ケートを実施し、同アンケート調査結果に基づき、詳細な

データ分析を行っており、同分析結果もまた、上記ＰＤＣ

Ａサイクルを補完している。 

 これら一連の流れは、多様化する県民のニーズに沿った

資料の収集・サービスの提供に資するものと思料するため、

参考として報告する。 

190 頁 
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４ 岐阜県高山陣屋 【施設管理－高山陣屋の保存修理及び整備の方針】 

高山陣屋の屋根は榑（くれ）と呼ばれる屋根材が使われ

ており、榑を用いた屋根の葺き替えを行う職人が少なくな

ってきていることから、平成 30 年度より「高山陣屋榑へぎ

技術研究会」を立ち上げ、高山陣屋の建物に関する歴史や

飛騨の匠の技術を研究し、その伝統的な技術の伝承と人材

の育成を図ってきている。 

その他、令和２年度は、令和３から４年度に実施する「防

火設備改修事業（消火栓６基から８基、放水銃５基から 13

基）」のための工事設計、発掘調査を実施している。 

令和３年度は榑を用いた屋根葺替工事に着手し、それま

での研究を生かして、研究を行ってきた職人と共に、伝統

的な技術を利用した屋根の葺き替えを順次進めている。 

高山陣屋のように古い建築物については、その維持保存

を行うには、当時の建築技術が必要不可欠である。 

特に、このような古くからの技術は、現代では利用され

る事も少ないことから、技術を担う職人そのものが現代に

おいて存在しない事態も懸念される。 

このような状況の中、施設の維持保存を考える施設自身

が中心となり、地域の職人と共に必要な技術を研究し、実

践に移すことは、素晴らしい取組であり、維持保存が重要

な施設の今後の参考になることから参考報告とした。 

202 頁 

５ 岐阜県文化財保護センター 【マニュアルの作成】 

 各マニュアルは詳細に手続の記載が行われており、毎年

更新を行っているものであり、職員の異動等があっても、

岐阜県文化財保護センターの業務内容を把握することが可

能となる内容であって、参考となる。 

227 頁 

６ 岐阜県博物館 【来館者に対する資料情報の提供サービス】 

岐阜県博物館では、令和元年に館内 Wi-Fi を整備したこ

とに合わせて、来館者がスマートフォンで展示室の資料情

報を音声、文字により楽しむことができるコンテンツとし

て、民間事業者が全国の博物館・美術館等に提供している

無料アプリ「ポケット学芸員」を導入した。 

来館者は、同アプリを利用して、岐阜県博物館が勧める

60 点の展示品の情報を閲覧することができる。 

来館者を楽しませ、また知識習得にも資するサービスで

あり、導入の費用も要しないことから、有益な取り組みと

いえることから、参考報告とする。 

 

243 頁 
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７ 岐阜県先端科学技術体験センター

（サイエンスワールド） 

・文化伝承課 

【指定管理 指定管理者の評価】 

 指定管理の評価員会議において、サイエンスワールドの

現地視察をして、評価をしている。指定管理評価員に、施

設の現状や提供しているプログラムの内容について正確に

認識してもらい、具体的な評価を得られているという点で、

参考になるため報告する。 

 

258 頁 

８ 岐阜県先端科学技術体験センター

（サイエンスワールド） 

・指定管理者 

【オンラインのワークショップ】 

 指定管理者は、令和３年度の事業計画書において、「いつ

でも、どこでも、サイエンスワールド」を掲げ、オンライ

ンを活用したワークショップ等の計画を策定し、担当課と

協議したうえで進めている。オンライン化は、新型コロナ

ウイルスの影響も後押ししているが、もともと時代の変化

の要請からオンラインを活用した事業活動の広がりは検討

していたとのことである。これにより、基本協定書、仕様

書の求める業務水準が確保されているとのことであり、コ

ロナ禍における柔軟かつ意欲的な取組みとして、参考報告

する。 

259 頁 

９ 岐阜関ケ原古戦場記念館 【施設管理 利用実態の把握－アンケート結果）】 

岐阜関ケ原古戦場記念館において実施している来館者ア

ンケートは、比較的多数の来場者から回答に協力を得られ

ており、同結果の集計においては、その他自由記載欄の整

理・分析を含めて詳細に行われ、サービス向上や業務改善

につなげている。 

 また、岐阜関ケ原古戦場記念館が行う来館者アンケート

とは別に、令和３年５月からは、別館のレストラン及びカ

フェ運営事業者が独自にアンケートを実施しており、その

結果は、県（観光資源活用課・岐阜関ケ原古戦場記念

館）、関ケ原町、別館使用許可事業者、関ケ原町観光協会

によって開催する岐阜関ケ原古戦場記念館連携定例会（毎

週水曜開催）において、県との協定に基づき資料提出さ

れ、構成員に情報共有されるとともに、新商品・メニュー

の提供、ＳＮＳ等の連携ＰＲの実施など具体的な活用がな

されている。 

 上記の各アンケート結果に対する詳細な結果分析、統合

的な検討及びその結果を踏まえた改善は、ＰＤＣＡサイク

ルに資するものであるため、参考として報告する。 

 

288 頁 
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10 岐阜関ケ原古戦場記念館 【広報】 

岐阜関ケ原古戦場記念館においては、ＳＮＳ等による情

報発信者で、その情報閲覧者数が多い者（いわゆる「イン

フルエンサー」）と、積極的に協力し、企画展等を開催する

際には、同人を岐阜関ケ原古戦場記念館に招待して、同企

画の内容等を広く社会に周知してもらう等、その広報活動

に努めている。 

295 頁 

11 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 【職員研修】 

指定管理者は、新型コロナウイルスによる休館期間中に

おいて、指定管理業務である職員研修の一環として、外部

講師を招いたクレーム対応等の研修を実施している。 

 この点は、休館期間を有意義に利用した実例であるた

め、参考として報告する。 

313 頁 

12 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 【他機関等との連携－教育機関との連携】 

 屋外にある第１収蔵庫の一画には、宇宙少年団各務原分

団が、行政財産の目的外使用許可を得て、使用料を支払っ

て、事務室及び物品保管スペースを設置している。 

日本宇宙少年団（ＹＡＣ）とは、宇宙飛行士の山崎直子

氏が理事長を務め、その他歴代のＪＡＸＡ宇宙飛行士らが

大使として就任し、全国に１地方本部、７支部、125 の分

団によって組織され、約 3,000 人の団員、約 800 人のボラ

ンティアリーダーとともに、「宇宙時代の地球人を育て

る」を目標に、活発な活動を行い、地域における科学技術

の普及啓発にかかる中核組織としての役割を果たしている

団体である。 

岐阜県においては、各務原分団が組織され、岐阜かかみ

がはら航空宇宙博物館の一画において、川崎重工業岐阜工

場ＯＢ等の支援のもと、水ロケット、紙飛行機・ゴム動力

飛行機、かさ袋ロケット、和凧及びリニアモーター電池の

製作等の活動を行っている。そして、同分団員の中には、

同活動を通して科学技術に触れ・学び、大学等での研究活

動を経て、岐阜県内において航空宇宙産業を担う企業に就

職する者もいるとのことである。 

上記事実は、「航空宇宙に関する知識、技術等の普及及

び啓発を行うとともに、将来の航空宇宙産業を担う人材を

育成し、もって航空宇宙分野の科学技術の振興に寄与する

こと」という岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の設置目的

に合致するものであるため、参考として報告する。 

316 頁 

13 ＯＫＢふれあい会館・サラマンカ

ホール 

・指定管理者 

【施設－無料バスによる送迎】 

コンサート開催時に、交通アクセスをよくするため、岐

阜西駅との間を無料バスによる送迎を行っている。これに

より交通アクセスの問題を改善し、利用者数を伸ばしたた

め、参考報告とする。 

334 頁 
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14 養老公園 

・都市公園課 

【指定管理期間の延長とリノベーション】 

養老公園における次期指定管理者の募集に際しては、令

和４年から 13 年度までと、その指定管理期間が、今期の７

年から 10 年に伸長されている。 

 遊具等の設置を含めた公園整備事業は、計画、工事、利

用・保守等の期間が長期にわたり、かつ、投下資本も多額

に及ぶことが予想される。 

 そのため、指定管理者が、中長期的計画に基づく持続可

能性のある公園事業を展開し、かつ、投下資本の回収を図

られる（少なくとも新事業等に対する資本の投下に消極的

にならない）ようにするためには、指定管理期間を伸長す

ることが一つの有効な方法であると考えられる。 

 したがって、養老公園の次期指定管理者募集において、

養老キャンプセンターのリノベーション等に言及するとと

もに、その指定管理期間を 10 年に伸長したことは、指定管

理制度の活用・充実に資するものとして評価できるため、

参考として報告する。 

401 頁 

15 養老公園 

・指定管理者 

【指定管理料の精算】 

 指定管理料につき、養老公園管理運営業務仕様書第２項

（14）③「指定管理料の精算について」は、「指定管理者は

利用料金収入が当初の収入見込みを上回り、かつ利益が生

じた場合は、税引き後の利益の 20 パーセントを県に納入す

る。ただし、経費の削減当により生み出された余剰金につ

いては、原則として納入を求めない。」と定める。 

 養老公園においては、利益納入を行っている。 

 

 他の県有施設においても、仕様書に同様の精算規定が設

けられているところ、近年において（ただし、新型コロナ

ウイルスの影響はあろう。）、現に指定管理料の精算（利益

納入）が行われた施設は少数である。 

 したがって、指定管理料の精算実績から、養老公園の指

定管理者においては、本施設の利用者の安全確保に十分配

慮しつつ、管理運営経費の縮減を図るとともに、県民ニー

ズを適確に把握して常に利用者サービスの向上に努め、本

施設の特色を最大限に発揮し、本施設の利用の拡大を図ら

れていると評価できるため、参考として報告する。 

406 頁 

平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度

120万0000円 144万2000円 0円 44万1000円

養老公園の利益納入表
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16 養老公園 

・指定管理者 

【バリアフリー－障がい者・高齢者雇用】 

指定管理者は、障がい者・高齢者の積極的雇用を図る目

的の法人（グループ内関連会社）を有しており、今後は、

同法人から養老公園で勤務できる障がい者・高齢者を受け

入れる方法で、その雇用促進を図るとのことである。 

このような方法・計画は、障がい者・高齢者の積極雇用

という観点から、民間業者による指定管理者制度の有用性

を証する一事例であると思料するため、参考に報告する。 

408 頁 

17 養老公園 

・指定管理者 

【事業評価-アンケート調査結果の分析】 

養老公園の指定管理者は、利用者に対するアンケート調

査を実施した上で、同調査結果を、「公園の管理運営診断

（Park Management Karte）～利用者満足度による公園評価

システム～」（※）を用いて、詳細なデータ分析を行ってい

る。そして、同分析結果を用いて、次年度以降の事業計画

にその評価結果を反映させるという、ＰＤＣＡサイクルが

継続的・効果的に実施されている。 

外部評価システムを用いた利用者満足度に関する詳細な

調査・分析は、民間業者による指定管理者制度の有用性を

証する一事例であると思料するため、参考として報告する。 

408 頁 

18 岐阜県百年公園 

・美濃土木事務所 

【施設管理－都市公園台帳】 

美濃土木事務所では、百年公園に関し、「令和２年度公園

使用料収入調」を作成し、管理許可、設置許可、占有許可、

制限行為許可について、それぞれ①施設名、②土地建物の

別、③面積、④許可期間、⑤使用料、⑥許可の相手先につ

いて一覧でまとめて管理している。 

 このような一覧を作成することで、許可漏れや使用料の

回収漏れを網羅的にチェックすることが可能となるため、

参考報告とする。 

416 頁 

19 岐阜県百年公園 

・指定管理者 

【施設管理－ドッグラン】 

指定管理者は、ドッグランの運営をするあたり、利用者

が安全・安心して利用できるように、岐阜市の畜産センタ

ー公園の運用を参考に「ドッグラン利用登録申請書兼誓約

書」を作成した。ドッグランの利用を希望する場合には、

指定管理者に対し、狂犬病予防接種済表（当該年度の札）

の写し、ワクチン接種（５種以上）証明書（１年以内のも

の）の写しを添付し、登録を受けた後ドックランの利用が

可能となる仕組みである。登録は、１年毎更新である。 

公園内に犬の同伴を認める場合の利用者の安全・安心の

確保の手段として優れていることから参考報告とする。 

418 頁 
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20 ぎふワールド・ローズガーデン（花

フェスタ記念公園） 

・指定管理者 

【物品管理－指定管理者購入備品】 

指定管理者が交替する際の指定管理者所有の備品に関し

ては、花フェスタ記念公園の管理に関する基本協定書第 39

条第４項に「乙は、本公園において使用する管理物件以外

の備品がある場合において、指定期間が終了したときは、

当該備品を自己の責任及び費用において撤収しなければな

らない。ただし、甲または甲が指定する法人その他の団体

への当該備品等の引渡しについて合意があるときは、この

限りではない。」と規定されている。 

 この点、ぎふワールド・ローズガーデンにおいては、指

定管理者が購入した備品について備品台帳を作成してい

る。このような備品台帳を作成することによって、公園内

の備品の引き継ぎや撤収が確実に履行され、所有者不明の

備品が公園内に放置されることも防ぐことができるため、

参考報告とする。 

431 頁 



26 

21 ぎふ清流里山公園 

・都市公園課 

【施設管理－Park-PFI の活用】 

 ぎふ清流里山公園の最大の特徴の一つは、道の駅を併設

していることである。単に隣接しているのではなく、公園

の一部として道の駅を設置していることから、まさに公園

と道の駅の一体的な運営がなされている。公園内の宿泊施

設は、平成 29 年 12 月から公募手続きを開始し、積水ハウ

ス株式会社とマリオットインターナショナルによる、『「道

の駅」に隣接したホテルを渡り歩きながら、地域の人との

つながり、地域の魅力を体感してもうらおう』という「Ｔ

ｒｉｐ Ｂａｓｅ道の駅プロジェクト」によるホテル設置

に係る計画を認定し、令和元年７月に建設着手、令和２年

10 月６日に「フェアフィールド・バイ・マリオット・岐阜

清流里山公園」としてオープンした。これは「Ｔｒｉｐ Ｂ

ａｓｅ道の駅プロジェクト」の第１号店として全国に先駆

けて開業したものである。 

ホテル内には、共用スペースにパソコン等での作業ができ

る環境が整備されており、長期滞在、ワーケーションの場

としても活用できる施設になっている。また、地域を体感

してもらうというコンセプトに基づき、ホテル内にはレス

トランや大浴場は設置していない。このため、宿泊客は公

園内の道の駅の飲食施設や温浴施設を利用する、又は、地

域の飲食施設を利用することで、滞在しながら地域の暮ら

しや食を体験することができるとのことである。ぎふ清流

里山公園では、ホテル開業に合わせ、飲食施設の提供につ

いては、公園内のホテルに近い飲食施設「ＳＡＴＯＹＡＭ

Ａ ＣＡＦＥ」を活用し、朝食や夕食の提供ができるよう

に、施設及びメニューの改良を進めているとのことである。

また、園内のレストランでも、ホテル開業を契機に、公園

利用者に、より岐阜らしさを感じてもらえるよう、「岐阜メ

シ」と称した岐阜県の農畜産物を活用したメニューへと一

新している。このほか、地元の菓子製造業者が園内で製造

販売を行う高級パン店を開業（テナントとして参入）し、

連日賑わいを見せるなど、ホテル開業をトリガーとした公

園の活性化も見込まれるとのことである。公園においても、

紅葉のライトアップ、イルミネーションによる夜間開園を

行うなど、ホテル滞在者のライフスタイルに応じた公園運

営について試行を重ねているとのことであり、Park-PFI を

活用した意欲的な取組みとして参考報告する。 

454 頁 
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22 ぎふ清流里山公園 

・指定管理者 

【指定管理者－備品と売買と引継ぎ】 

現在の指定管理者は、前指定管理者が購入した備品につい

て、売買契約を締結し、引継ぎが行われている。指定管理

者が交代する場合に、前指定管理者が購入した備品等が引

き継がれず、放置されたまま所有者不明の状態となってい

る事例が散見されたことから、参考報告とする。 

458 頁 

23 世界淡水魚園（オアシスパーク） 

・指定管理者 

【施設管理-防犯カメラ管理運用マニュアル】 

 指定管理者において、防犯カメラ管理運用マニュアル（平

成 25 年４月１日付）が作成されている。画像管理方法や画

像提供が厳格に制限されており、捜査機関へ提供をする場

合などの基準及び手順が記載されており参考となる。 

466 頁 

24 世界淡水魚園（オアシスパーク） 

・都市公園課 

・指定管理者 

【事業-ドライブシアター】 

河川環境楽園において、令和２年度においてドライブイ

ンシアターが実施された。岐阜県 HP 内におけるＰＲ文は次

のような内容である。「河川環境楽園オアシスパークにおい

て、「with コロナ時代」の「新しい日常」を楽しむイベント

として、昨年度に引き続き、ドライブインシアターを開催

します。 屋外に停めた自分の車から、巨大スクリーンで

上映される映画を楽しんでいただけます。さらに、車まで

デリバリーしてくれるキッチンカーも出店予定です。日中

はオアシスパークや水族館（アクア・トトぎふ）を満喫い

ただき、夜は密を回避したドライブインシアターをお楽し

みください。」 

駐車場は、河川環境楽園東口駐車場（国営公園敷地）を

利用して実施されたものであり、主催者は、岐阜県、株式

会社オアシスパーク、岐阜新聞社、木曽三川公園管理セン

ターである。岐阜新聞社において運営マニュアルが作成さ

れ、実施されている。 

470 頁 
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25 世界淡水魚園水族館（アクア・トト

ぎふ） 

・指定管理者 

【事業－入館プログラム】 

世界淡水魚園水族館（アクア・トトぎふ）のホームペー

ジには、スペシャルプログラムとして①夜の水族館、②お

泊りナイトツアー、③スペースレンタルが記載されている。 

令和２年度の通常の営業時間は、平日９：30～17：00、

休日９：30～18：00 であり、入館料は一般個人大人 1,540

円、小人 770 円である。 

①夜の水族館は、定員 45 名（最小催行人数“5 名）であ

り、料金は一般個人大人 4,400 円、小人 3,500 円とされ、

16：30～21：30 までのプログラムである。 

②お泊りナイトツアーは、料金は一般個人大人 9,000 円、

小人 7,000 円とされ、16：30～翌日９：45 までのプログラ

ムである。 

③スペースレンタルは、企業等に対して水族館を貸し切っ

て利用するケースやパーティーなどを開催することができ

るプログラムである。過去には結婚式の利用例もある。 

①～③の各プログラムは、水族館の本来の効用を高める

ために指定管理者自らの創意・工夫により実施された施設

利用の取組みであることから、参考報告とする。 

485 頁 

26 各務原公園 

・指定管理者 

【交通教室（指定管理業務）】 

自主事業（例：幼児用ラジコンバッテリーカー）につい

て、アンケートをもとに、現場責任者である所長から発案

され、本社と協議 して検討し、企画内容を県に申請して、

開始している。幼児用ラジコンバッテリーカーについては、

売上が 120 万円（１回 300 円）ある。日曜日など、１日 100

人が利用することもある。現場の提案を活かして、利用者

が多い自主事業を実施していることから、参考報告とする。 

499 頁 

27 岐阜メモリアルセンター（長良川

球技場を含む） 

・指定管理者 

【施設管理－モニュメント】 

岐阜メモリアルセンターのホームページにおいて、モニ

ュメント「未来を拓く」塔について、「芸術家 岡本太郎氏

の作品です。」などと説明し、各モニュメントを紹介してい

る。また、「巨型山東竜原寸ブロンズ」「中国地質博物館所

属」を紹介している。 

各著作物を県民など利用者に案内しており、県有著作物

の有効活用の事例として、参考となる。 

514 頁 
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28 都市公園課 【県営都市公園活性化基本戦略】 

「第 41 回 緑の都市賞」の「緑のまちづくり部門」にお

いて、岐阜県は、「岐阜県都市公園活性化基本戦略」に基づ

く県営都市公園の活性化について、国土交通大臣賞を受賞

している。概要として、「平成 28 年に策定された「岐阜県

都市公園活性化基本戦略を基に、主要４公園のコンセプト

の再設定等により県営公園全体の底上げを図る取組み。都

市公園という形で緑を確実にストックし、これを核に地域

産業や人材育成等、総合的な地域づくり等に貢献してい

る。」と評価されている。 

 「岐阜県都市公園活性化懇談会」において、本戦略の策

定において、議論されたが、その中で、「各公園は、当時単

体の目的あるいは作ることが目的とされた公園であり、そ

れが今矛盾をきたしていて、必ずしも地域と連携している

わけではない。未来の岐阜に貢献できる公園づくりが必

要。」「良いところを伸ばすことが必要である。」「個々の公

園が競合するような関係ではなく、公園相互で機能補完す

べき。」等の意見が出されている。 

「岐阜県都市公園活性化懇談会」の意見を参考に、①公

園設立当初の目的と現状がずれてきているのでコンセプト

を再設定していること、②各公園の基本コンセプトにおい

て、各公園の特色を出そうとしていることについては、他

の施設の参考になると考えるため、参考報告とする。 

543 頁 

29 都市公園課 【コロナ過におけるイベント等】 

 「令和３年度 第 37 回都市公園等コンクール」の「特定

テーマ部門（これからの時代に対応した公園利用の取組

み）」において、「コロナ社会における新たな公園運営」と

して、岐阜県が、国土交通省都市局長賞を受賞している。 

 受賞理由については、「ドライブインシアターやフード・

デリバリー・サービスなどの「非接触利用の促進」。コロナ

に関するクイズやステージショー等の実施による「啓発活

動」。人気遊具の事前予約制の導入や夜間の有効活用などの

「混雑緩和対策」。オープンカフェの設置や分散型の屋外イ

ベントの実施などの「屋外空間の活用」。の４つの視点によ

る公園運営により、コロナ禍でも各公園の魅力を向上させ

た全公園で展開できる汎用性のある施設管理・運営が高く

評価された。」と説明されている。 

 ドライブインシアターやフード・デリバリー・サービス

などの「非接触利用の促進」、人気遊具の事前予約制の導入

や夜間の有効活用などの「混雑緩和対策」、オープンカフェ

の設置や分散型の屋外イベントの実施などの「屋外空間の

活用」については、他の施設も展開できると考えられるた

め、参考報告とする。 

544 頁 
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４ 岐阜県の行政機構図 
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５ 岐阜県の県有文化施設及び県営都市公園の一覧 

 

 
  

番号 県有文化施設 所在地 主管課（担当課） 現地機関 管理団体等
1 岐阜県美術館 岐阜市 文化伝承課 美術館 （公財）岐阜県美術振興会
2 岐阜県現代陶芸美術館 多治見市 文化伝承課 現代陶芸美術館
3 セラミックパークＭＩＮＯ 多治見市 地域産業課 （公財）セラミックパーク美濃
4 岐阜県図書館 岐阜市 文化伝承課 図書館
5 岐阜県高山陣屋 高山市 文化伝承課 高山陣屋管理事務所
6 岐阜県文化財保護センター 岐阜市 文化伝承課 文化財保護センター
7 岐阜県博物館 関市 文化伝承課 博物館
8 岐阜県先端科学技術体験センター 瑞浪市 文化伝承課 サイエンスワールド運営グループ
9 岐阜県歴史資料館 岐阜市 法務・情報公開課 歴史資料館
10 岐阜関ケ原古戦場記念館 関ケ原町 観光資源活用課 岐阜関ケ原古戦場記念館
11 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館 各務原市 航空宇宙産業課 （公財）岐阜かかみがはら航空宇宙博物館
12 ＯＫＢふれあい会館・サラマンカホール 岐阜市 文化創造課 ふれあいファシリティズ
13 飛騨・世界生活文化センター 高山市 文化創造課 飛騨コンソーシアム
14 ぎふ清流文化プラザ 岐阜市 文化創造課 （公財）岐阜県教育文化財団

番号 県営都市公園 所在地 主管課（担当課） 現地機関 管理団体等

1 養老公園 養老町 都市公園課 大垣土木事務所 イビデングリーンテック株式会社
2 岐阜県百年公園 関市 都市公園課 美濃土木事務所 昭和造園土木・名岐サービスＪＶ
3 ぎふワールド・ローズガーデン 可児市 都市公園課 可茂土木事務所 花フェスタ記念公園運営管理グループ
4 ぎふ清流里山公園 美濃加茂市 都市公園課 可茂土木事務所 ぎふ清流里山公園みらい創造グループ
5 世界淡水魚園（オアシスパーク） 各務原市 都市公園課 岐阜土木事務所 株式会社オアシスパーク
6 世界淡水魚園水族館（アクア・トトぎふ） 各務原市 都市公園課 岐阜土木事務所 ㈱江ノ島マリンコーポレーション
7 各務原公園 各務原市 都市公園課 岐阜土木事務所 株式会社技研サービス
8 岐阜メモリアルセンター 岐阜市 地域スポーツ課 （公財）岐阜県スポーツ協会

8 岐阜県長良川球技場（球技メドウ） 岐阜市 地域スポーツ課 （公財）岐阜県スポーツ協会

注：岐阜県長良川球技場は、岐阜メモリアルセンターと一体であるため、一緒に調査した。

県有文化施設及び県営都市公園一覧
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６ 岐阜県文化財保護条例（抜粋） 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。）の規定に

よる指定を受けた文化財以外の文化財で県にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必

要な措置を講じ、もつて県民の文化的向上に資することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 

一 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で県にとつて歴史

上又は芸術上価値の高いもの（これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物

件を含む。）並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料（以下「有形文化財」という。） 

二 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で県にとつて歴史上又は芸術上価値の高いもの

（以下「無形文化財」という。） 

三 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられ

る衣服、器具、家屋その他の物件で、県民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの（以下

「民俗文化財」という。） 

四 貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で、県にとつて歴史上又は学術上価値の高いも

の、庭園、橋りよう、峡谷、山岳その他の名勝地で、県にとつて芸術上又は観賞上価値の高いもの並

びに動物（生息地、繁殖地及び渡来地を含む。）、植物（自生地を含む。）及び地質鉱物（特異な自然の

現象の生じている土地を含む。）で、県にとつて学術上価値の高いもの（以下「記念物」という。） 

（財産権等の尊重及び他の公益との調整） 

第二条の二 知事は、この条例の執行に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとと

もに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。 

第二章 有形文化財 

（指定） 

第三条 知事は、有形文化財のうちその所在地を管轄する市町村が、その条例の定めるところにより、

重要なものとして指定したもののうちから特に価値の高いものを岐阜県重要文化財（以下「県重要文

化財」という。）に指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有

者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が

判明しない場合は、この限りでない。 

３ 知事は、第一項の規定による指定をするときは、規則で定めるところにより県公報で告示すると

ともに、その旨を当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による県公報の告示があつた日からその効力を生ずる。 

５ 知事は、第一項の規定による指定をしたときは、当該県重要文化財の所有者に指定書を交付しな

ければならない。 

（略） 

（補助） 

第五条 県重要文化財の管理又は修理に関し市町村がその経費の全部又は一部に対し補助金を交付し

たときは、県は、市町村に対しその経費に充てさせるため適当な条件を付し、補助金を交付すること

ができる。 

（公開） 

第五条の二 知事は、県重要文化財の所有者又は指定管理者に対し、六月以内の期間を限つて、知事
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の行う公開の用に供するため当該県重要文化財を出品することを勧告することができる。 

２ 知事は、県重要文化財の所有者又は指定管理者に対し、三月以内の期限を限つて、当該県重要文

化財の公開を勧告することができる。 

３ 県は、第一項の規定による出品のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。 

４ 知事は、第一項の規定により県重要文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該県重要

文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。 

５ 知事は、第二項の公開及び当該公開に係る県重要文化財の管理に関し必要な指示をすることがで

きる。 

（略） 

第三章 無形文化財 

（指定） 

第七条 知事は、無形文化財のうち、その所在地を管轄する市町村が、その条例の定めるところによ

り、重要なものとして指定したもののうちから、特に価値の高いものを岐阜県重要無形文化財（以下

「県重要無形文化財」という。）に指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による指定をする場合には、当該県重要無形文化財の保持者又は保持団体（無

形文化財を保持する者が主たる構成員となつている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下この

章において同じ。）を認定しなければならない。 

３ 知事は、第一項の規定による指定をし、及び前項の規定による認定をするときは、規則で定める

ところにより県公報で告示するとともに、その旨を県重要無形文化財の保持者又は保持団体として認

定しようとするもの（保持団体にあつては、その代表者）に通知しなければならない。 

４ 知事は、第二項の規定による認定をしたときは、当該県重要無形文化財の保持者又は保持団体の

代表者に認定書を交付しなければならない。 

５ 第一項の規定による指定をした後においても、知事は、当該県重要無形文化財の保持者又は保持

団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加

認定することができる。 

（補助） 

第七条の四 県重要無形文化財の保護に関し、市町村が、その経費の全部又は一部に対し補助金を交

付したときは、県は、市町村に対しその経費に充てさせるため適当な条件を付し、補助金を交付する

ことができる。 

（公開） 

第七条の五 知事は、県重要無形文化財の保持者又は保持団体に対し、知事が行う公開の用に供する

ため当該県重要無形文化財を公演することを勧告することができる。 

２ 県は、前項の規定による公演のために要する費用の全部又は一部を負担することができる。 

（略） 

第三章の二 民俗文化財 

（指定） 

第七条の六 知事は、民俗文化財のうち、その所在地を管轄する市町村が、その条例の定めるところ

により、重要なものとして指定したもののうちから特に価値の高いものを岐阜県重要有形民俗文化財

（以下「県重要有形民俗文化財」という。）又は岐阜県重要無形民俗文化財（以下「県重要無形民俗文

化財」という。）に指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による県重要有形民俗文化財の指定をするときは、あらかじめ、指定しよう

とする有形の民俗文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所

有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。 

３ 知事は、第一項の規定による県重要有形民俗文化財の指定をするときは、規則で定めるところに
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より県公報で告示するとともに、その旨を当該有形の民俗文化財の所有者及び権原に基づく占有者に

通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による県重要有形民俗文化財の指定は、前項の規定による県公報の告示があつた日

からその効力を生ずる。 

５ 知事は、第一項の規定による県重要有形民俗文化財の指定をしたときは、当該県重要有形民俗文

化財の所有者に指定書を交付しなければならない。 

６ 知事は、第一項の規定による県重要無形民俗文化財の指定をするときは、規則で定めるところに

より県公報で告示しなければならない。 

（略） 

第四章 記念物 

（指定） 

第八条 知事は、記念物のうちその所在地を管轄する市町村が、その条例の定めるところにより、重

要なものとして指定したもののうちから特に価値の高いものを岐阜県史跡、岐阜県名勝又は岐阜県天

然記念物（以下「県記念物」と総称する。）に指定することができる。 

２ 知事は、前項の規定による指定をするときは、あらかじめ、指定しようとする記念物の所有者及

び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明

しない場合は、この限りでない。 

３ 知事は、第一項の規定による指定をするときは、規則で定めるところにより県公報で告示すると

ともに、その旨を当該記念物の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による県公報の告示のあつた日からその効力を生ずる。 

（略） 

第五章 岐阜県文化財保護審議会 

（設置） 

第十一条 法第百九十条第二項の規定に基づき、岐阜県文化財保護審議会（以下この章において「審

議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第十二条 審議会は、知事の諮問に応じて文化財の保存及び活用に関する専門的及び技術的事項を調

査審議し、並びにこれらの事項に関し必要と認める事項を知事に建議する。 

（審議会への諮問） 

第十二条の二 知事は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。 

一 県重要文化財の指定及びその指定の解除 

二 県重要無形文化財の指定及びその指定の解除 

三 県重要無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除 

四 県重要有形民俗文化財又は県重要無形民俗文化財の指定及びその指定の解除 

五 県記念物の指定及びその指定の解除 

（組織） 

第十三条 審議会は、委員十六人以内で組織する。 

２ 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。 

３ 委員及び臨時委員は、文化財に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。 

４ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 臨時委員は、特別の事項の審議が終わつたときは、退任するものとする。 

（会長） 

第十四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、審議会の会務を総理する。 
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３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

（議事） 

第十五条 審議会は、委員及び議事に関係ある臨時委員の過半数が出席しなければ会議を開き議決す

ることができない。 

２ 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもつて決し、可否同数

のときは、会長の決するところによる。 

第六章 補則 

（補助金の返還） 

第十六条 知事は、この条例の規定により補助金の交付を受けた市町村が、この条例の規定により付

した条件に違反したときその他特別の事由があると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命

ずることができる。 

（保存及び活用に関する指導又は助言） 

第十六条の二 知事は、県の区域内に存する文化財の保存及び活用に関し必要な指導又は助言をする

ことができる。 

（記録の作成等） 

第十六条の三 知事は、必要があると認めるときは、県の区域内に存する文化財について記録の作成

その他その保存のため適当な措置を執ることができる。 

（規則への委任） 

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

第七章 罰則 

（罰則） 

第十八条 県重要文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 

第十九条 県記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損

し、又は衰亡するに至らしめた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。 

第二十条 第五条の三又は第十条の二の規定に違反して、知事の許可を受けず、若しくはその許可の

条件に従わないで、県重要文化財若しくは県記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼ

す行為をし、又は知事の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかつた者

は、三万円以下の罰金若しくは科料に処する。 

第二十一条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の

業務又は財産の管理に関して前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又

は人に対し、同条の罰金刑を科する。 
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７ 岐阜県公の施設の設置及び管理に関する条例 

 

（総則） 

第一条 公の施設の設置及び管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、

この条例の定めるところによる。 

（公の施設の設置等） 

第二条 公の施設を別表第一のとおり設置する。 

２ 法律の規定により設置する公の施設の名称、位置等は、別表第二のとおりとする。 

（管理の原則） 

第三条 公の施設を管理するに当たつては、住民の利用に便利であるように使用の手続、時間、条件

その他管理に関し必要な事項について、適正な考慮を払わなければならない。 

（指定管理者の指定） 

第三条の二 知事及び委員会若しくは委員又はこれらの管理に属する機関で権限を有するもの（以下

「管理機関」と総称する。）は、別表第三に掲げる公の施設（以下この条から第三条の七までにおいて

「施設」という。）の管理を、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十四条の二第三項

の規定により、管理機関が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」という。）に行わせるもの

とする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、申請書に施設の管理に関する事業計画書その他管

理機関が定める書類を添えて、管理機関が別に定めるところにより、管理機関が定める期日までに申

請しなければならない。 

３ 管理機関は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も適当な者を指定管理者の候補者と

して選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

一 施設を県民が平等に利用するために必要な措置が講じられていること。 

二 施設の管理に関する事業計画が、施設の適正な管理のために適切なものであること。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者であること。 

四 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起

算して二年を経過しない者でないこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、別表第三の第一欄に掲げる施設ごとに、同表の第二欄に掲げる要件

を満たしていること。 

４ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他管理機関が定める事項に変更があつたと

きは、遅滞なく、その旨を管理機関に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第三条の三 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の規定による

指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

一 施設の管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わないとき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなつたとき。 

三 第三条の五に規定する基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めると

き。 

（業務の範囲） 

第三条の四 指定管理者が行う業務の範囲は、施設を管理することとする。 

２ 前項に規定するもののほか、別表第三の第一欄に掲げる施設の管理に係る業務の範囲は、同表の

第三欄に掲げるとおりとする。 

（管理の基準） 



38 

第三条の五 指定管理者が行う施設の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定管理者は、施設の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ管理機関の承認を得て、施

設の使用を制限することができる。 

二 施設の管理に従事している者又は従事していた者は、当該管理に関して知ることのできた個人に

関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 

２ 前項に規定するもののほか、別表第三の第一欄に掲げる施設の管理の基準は、同表の第四欄に掲

げるとおりとする。 

（事業計画書の提出等） 

第三条の六 指定管理者は、毎事業年度、施設の管理に係る事業計画書を作成し、当該事業年度の開

始前に、管理機関に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 

（管理の休廃止） 

第三条の七 指定管理者は、やむを得ない理由により施設の管理の業務を休止し、又は廃止するとき

は、あらかじめ管理機関の承認を受けるものとする。 

（遵守事項） 

第四条 公の施設を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、管理機関又

は指定管理者で権限を有するもの（以下「管理機関等」という。）の承認を受けた者は、この限りでな

い。 

一 常に善良な管理者の注意をもつて使用すること。 

二 使用する権利を他の者に譲渡しないこと。 

三 現状を変更しないこと。 

四 使用目的以外に使用しないこと。 

五 その他公の施設を適正に管理するために管理機関等が指示した事項 

（使用の停止） 

第五条 管理機関等は、使用者が前条の規定に違反した場合は、当該公の施設の使用の停止を命ずる

ことができる。 

（公示） 

第六条 管理機関は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第三条の二第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第三条の二第四項の規定による届出があつたとき。 

三 第三条の三の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたと

き。 

四 第三条の七の承認をしたとき。 

（過料） 

第七条 第五条の規定による命令に違反した者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第八条 この条例に定めるもののほか、公の施設に関し必要な事項は、管理機関が定める。 
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８ ○○施設の管理に関する基本協定書（準則） 

  

 岐阜県（以下「甲」という。）と        （以下「乙」という。）は、次のとおり、○○施

設（以下「本施設」という。）の管理に関する基本協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

第１章 総則 

 

（本協定の目的） 

第１条 本協定は、甲と乙が相互に協力し、本施設を安全、適正かつ円滑に管理するために必要な事

項を定めることを目的とする。 

（指定管理者の指定の意義） 

第２条 甲及び乙は、甲が乙を本施設の指定管理者に指定することの意義について、乙がその有する

能力を活用して本施設の管理を行い、利用者に提供するサービスを通じて、本施設の設置目的をよ

り効果的かつ効率的に達成し、もって県民福祉の増進に資する旨にあることを確認する。 

（公共性の尊重） 

第３条 乙は、本施設の設置目的、指定管理者の指定の意義及び本施設の管理運営業務（以下「本業

務」という。）の実施に当たって求められる公共性を十分に理解し、その趣旨を尊重するものとする。 

２ 乙は、本施設の利用者の安全確保に十分配慮しつつ、管理運営経費の縮減を図るとともに、県民

ニーズを適確に把握して常に利用者サービスの向上に努め、本施設の特色を最大限に発揮し、本施

設の利用の拡大を図らなければならない。 

（信義誠実の原則） 

第４条 甲及び乙は、互いに協力し、信義を重んじ、対等な関係に立って、本協定を誠実に履行しな

ければならない。 

（用語の定義） 

第５条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 指定期間 甲が乙を指定管理者として指定した○○○年○月○日から○○○年○月○日ま

での期間（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１１項の規定により当該

指定の取消しがあったときは、その取消後の期間を除く。）をいう。 

(２) 申請書類 乙が、指定期間に係る本施設の指定管理者の指定の申請に当たり、甲に提出した

申請書類をいう。 

(３) 自主事業 ○○施設条例（○○○年岐阜県条例第○号）第○条に規定する業務の範囲外にお

いて、乙が自己の責任及び費用において実施する業務をいう。 

・指定管理者以外に自主事業に係る費用を負担すべき者があるときは、その内容につ

いて反映させること。 

(４) 年度協定 本協定に基づき、甲及び乙が指定期間中の各年度において締結する協定をいう。 

(５) 指定管理料 本業務（自主事業を除く。）の実施に要する経費の支払に充てるため、指定期間

中の各年度において、甲が乙に対して支払う金銭をいう。 

(６) 法令等 法律、命令、条例、規則その他甲の執行機関が定める規程をいう。 

（管理物件） 

第６条 本業務の対象となる物件（以下「管理物件」という。）は、別表第１に定めるとおりとする。 

・指定管理者による管理の対象とする施設、設備及び備品の一覧を作成し、別表として添

付すること。 

２ 乙は、善良な管理者の注意をもって、管理物件を管理しなければならない。 
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（本業務の実施期間等） 

第７条 乙は、指定期間中、本業務を実施しなければならない。 

２ 本業務に係る会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

・指定期間が年度の中途において開始し、又は終了するときは、当該開始又は終了の年度

に係るただし書を規定すること。 

 

第２章 本業務の範囲及び管理の基準 

 

（本業務の範囲） 

第８条 本業務の範囲は、次のとおりとする。 

・募集要項に示した業務の範囲と同じ内容を記載すること。 

(１) 施設の管理に関すること。 

(２) 施設の使用の許可等に関すること。 

(３) 施設を利用する者への便宜の供与に関すること。 

(４) 施設の利用の促進に関すること。 

(５) その他仕様書に定めること。 

２ 前項各号に掲げる業務の詳細は、別添「○○施設管理運営業務仕様書」（以下「仕様書」という。）

に定めるとおりとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、乙は、申請書類に記載した別表第２に定める自主事業を実施しなけ

ればならない。 

・指定管理者が申請書類に記載した自主事業（県がその実施を認めないものを除く。）の

実施を担保するため、当該自主事業の内容を示した一覧表を作成し、別表として添付す

ること。 

（使用許可に係る経過措置） 

第９条 乙は、指定期間の開始前において甲又は甲が指定した法人その他の団体（以下この条におい

て「甲等」という。）から指定期間における本施設の使用の許可を受けた者があるときは、当該者に

対し、甲等が許可した条件により本施設を使用させなければならない。 

（管理の基準） 

第１０条 乙が本業務を実施するに当たって満たさなければならない本施設の管理の基準は、別添仕

様書に示すとおりとする。 

・募集要項の審査基準において審査の観点としている次の事項についても、その実効性を

十分に確保するため、施設ごとに必要な基準を仕様書に示す必要があること。 

(１) 県産品の優先的な使用 

(２) 県内企業の優先的な活用 

(３) 障がい者、高齢者及び地域住民の積極的な雇用 

(４) 環境の保全 

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、申請書類に記載した本施設の管理の方法及び水準（前項に規定

する管理の基準に満たないものを除く。）に従って、本業務を実施しなければならない。 

（本業務の範囲及び管理の基準の変更） 

第１１条 甲及び乙は、本協定の締結後において、第８条に規定する本業務（同条第３項に規定する

自主事業を含む。以下同じ。）の範囲又は前条に規定する管理の基準に変更の必要が生じたときは、

○○施設条例（以下「条例」という。）の改廃に伴う場合を除き、双方による協議を行うものとし、

双方が合意した場合は、本業務の範囲又は管理の基準を変更することができる。 
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２ 前項の規定による本業務の範囲又は管理の基準の変更に伴う指定管理料の額の変更については、

同項の協議において決定するものとする。 

 

   第３章 本業務の実施 

 

（本業務の実施方法） 

第１２条 乙は、法令等を遵守するほか、本協定、年度協定その他甲及び乙が別途協議し、双方が合

意した事項に従って、本業務を実施しなければならない。 

（本業務開始の準備） 

第１３条 乙は、本業務の開始に先立ち、本業務の実施に必要な資格者及び人材を確保し、必要な研

修等を行わなければならない。 

・指定管理者が、申請書類において、施設の既存従業員の優先雇用などの人材確保に係る

具体的な提案を行っている場合には、併せてその履行についても規定する必要があるこ

と。 

２ 乙は、必要と認める場合には、指定期間の開始前においても、甲に対して本施設の視察を申し出

ることができるものとする。この場合において、甲は、乙から当該申出を受けたときは、これに応

じなければならない。 

３ 甲は、本業務の開始に当たり、乙に対して別表第３に定める書類及び電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同

じ。）を引き継ぐものとする。 

・指定管理者に引き継ぐべき書類等の一覧を作成し、別表として添付すること。 

・指定管理者に引き継ぐべき前受金がある場合には、その引継ぎについても規定するこ

と。 

（管理物件の取扱い） 

第１４条 甲は、管理物件を、乙に無償で貸与するものとする。 

２ 乙は、指定期間中、管理物件を常に良好な状態に保つよう努めなければならない。 

３ 乙は、故意又は過失により管理物件をき損し、又は滅失したときは、甲と協議の上、これを弁償

し、又は自己の費用において管理物件と同等の機能及び価値を有する物を購入し、若しくは調達し

なければならない。 

（施設及び設備の維持保全） 

第１５条 管理物件のうち施設及び設備（以下「施設等」という。）の増築、改築又は改造は、甲が自

己の責任及び費用において実施するものとする。 

２ １箇所当たり６０万円未満である施設等の修繕（経年劣化等により施設等を本業務の用に供する

ことができなくなった場合において、当該施設等に代わる物を新たに購入し、又は調達するときを

含む。以下同じ。）は、乙が自己の責任及び費用において速やかに行わなければならない。 

３ 前項に規定する修繕以外の施設等の修繕は、甲が自己の責任及び費用において行うものとする。

ただし、甲及び乙の協議により、乙が自己の責任及び費用において当該修繕を行うことを妨げない。 

４ 乙は、施設等について第２項に規定する修繕以外の修繕を行う必要が生じたときは、その旨を速

やかに甲へ連絡しなければならない。 

（備品の購入等） 

第１６条 １物品当たり１０万円未満である備品（本業務の用に供するものに限る。以下同じ。）の購

入又は調達（１件当たり１０万円未満である備品の修繕を含む。以下「購入等」という。）は、必要

の都度速やかに、乙が自己の責任及び費用において行わなければならない。 
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２ 前項の規定の適用がある場合を除き、備品の購入等は、甲が自己の責任及び費用において行うも

のとする。ただし、甲及び乙の協議により、乙が自己の責任及び費用において当該備品の購入等を

行うことを妨げない。 

３ 乙は、管理物件の備品に代わる物として甲又は乙が購入等を行った備品を、管理物件の備品とし

て管理しなければならない。 

４ 乙は、備品について第１項に規定する購入等以外の購入等を行う必要が生じたときは、その旨を

速やかに甲へ連絡しなければならない。 

（第三者による本業務の実施） 

第１７条 乙は、本業務の全部を一括して第三者に委託してはならない。 

２ 乙は、本業務の一部を第三者に委託するときは、あらかじめ当該第三者の名称及び所在地並びに

委託業務の内容を明らかにして甲に申請し、その承認を得なければならない。 

３ 甲は、前項の規定による申請があった場合において、その申請内容に基づく第三者への委託後に

おいてもなお本協定に定める事項の乙による履行に支障がないと認めるときは、これを承認するも

のとする。 

・災害等の危機事案が発生した場合における連絡体制、対応方法等について、次条第１項

の規定により指定管理者が整備する危機管理規程の変更が必要となる場合も想定され

ること。 

４ 第２項に規定する委託業務は、すべて乙の責任及び費用において行うものとし、当該委託業務に

関して乙が使用する第三者の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失又は増加費用については、

乙の責めに帰すべき事由により生じた損害、損失又は増加費用とみなして、乙がすべて負担するも

のとする。 

（危機管理） 

第１８条 乙は、本業務の実施に関連して事故、災害等の危機事案が発生した場合における対応方法

について定めた危機管理規程を整備し、これを遵守しなければならない。 

２ 乙は、前項の危機事案が発生したときは、直ちに、同項の危機管理規程に従って必要な措置を講

ずるとともに、甲を含む関係者に対して、当該危機事案が発生した旨及びその内容を通報しなけれ

ばならない。この場合において、甲は、乙に対し、当該危機事案の対処に必要な指示をすることが

できる。 

３ 甲及び乙は、第１項の危機事案が発生したときは、互いに協力して、その原因の調査に当たるも

のとする。 

４ 乙は、第１項の危機管理規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。 

５ 乙は、前項の規定により届け出た危機管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認

を得なければならない。 

（保険への加入） 

第１９条 乙は、指定期間中、本業務について別表第４に定める保険に加入しなければならない。 

・指定管理者が加入すべき保険の一覧を作成し、別表として添付すること。 

・加入すべき保険の種類及び内容については、募集要項及び申請書類を基礎として、細目

協議により決定すること。 

（個人情報保護及び守秘義務） 

第２０条 乙は、別記「個人情報取扱特記事項」に定める事項を踏まえ、岐阜県個人情報保護条例（平

成１０年岐阜県条例第２１号）第１１条の２第２項の規定により本業務に関する個人情報保護規程

を整備し、これを遵守して、本業務に関する個人情報の適正な収集及び管理を行わなければならな

い。 
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２ 乙は、前項の個人情報保護規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。 

３ 乙は、前項の規定により届け出た個人情報保護規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の

承認を得なければならない。 

４ 乙は、本業務に関して知ることのできた個人情報及び本業務の処理上知り得た秘密をみだりに他

人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。指定期間の終了（指定期間の満了及び地方自

治法第２４４条の２第１１項の規定による指定の取消しに伴う指定期間の終了をいう。以下同じ。）

後においても、同様とする。 

（情報公開） 

第２１条 乙は、岐阜県情報公開条例（平成１２年岐阜県条例第５６号）第２５条の２第１項の規定

により本業務に関する情報公開規程を整備し、これを遵守して、本業務に関し、乙が保有する情報

の適正な公開に努めなければならない。 

２ 乙は、前項の情報公開規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。 

３ 乙は、前項の規定により届け出た情報公開規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認

を得なければならない。 

（文書等の管理・保存） 

第２２条 乙は、本業務において作成し、又は取得した文書等（文書、図画、写真、フィルム及び電

磁的記録をいう。以下同じ。）の管理及び保存に関し、岐阜県公文書規程（昭和４４年岐阜県訓令甲

第１号）に準じて文書等管理規程を整備し、これを遵守して、文書等の適正な管理及び保存を行わ

なければならない。 

２ 乙は、前項の文書等管理規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。 

３ 乙は、前項の規定により届け出た文書等管理規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承

認を得なければならない。 

 

第４章 指定管理料及び利用料金 

 

（指定管理料の支払） 

第２３条 甲は、乙に対して指定管理料を支払う。 

２ 指定管理料の額、支払方法等の詳細については、年度協定において定めるものとする。 

（利用料金の取扱い） 

第２４条 乙は、条例第○条の規定により、本施設の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

自らの収入として収受することができる。 

２ 利用料金は、条例第○条第○項に規定する額の範囲内において、同項の規定により、乙が定める。 

３ 乙は、利用料金を定めようとするときは、条例第○条第○項の規定により、あらかじめ甲に申請

し、その承認を得なければならない。 

４ 乙は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、条例第○条の規定により、利用料金を減

免することができる。 

５ 乙は、利用料金の額及び納付方法の詳細（前項に規定する減免の基準を含む。）について定めた利

用料金規程を整備し、これを遵守して、利用料金の収受を行わなければならない。 

６ 乙は、前項の利用料金規程を、指定期間の開始前に甲へ届け出なければならない。 

７ 乙は、前項の規定により届け出た利用料金規程を変更しようとするときは、あらかじめ甲の承認

を得なければならない。 

 

第５章 年度協定 
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（事業計画書の提出） 

第２５条 乙は、条例第○条前段の規定により、指定期間中の各年度について本業務に係る事業計画

書を作成し、当該年度の開始日の２月前までに甲へ提出しなければならない。 

２ 乙は、前項の事業計画書を変更しようとするときは、条例第○条後段の規定により、あらかじめ

当該変更後の事業計画書を甲に提出しなければならない。 

（年度協定の締結） 

第２６条 甲及び乙は、指定期間中の各年度の開始日において、年度協定を締結するものとする。 

２ 年度協定においては、次の事項について定めるものとする。 

(１) 当該年度の本業務に係る事業計画。ただし、当該事業計画の内容は、前条の規定により乙が

提出した事業計画書に定める事業について、甲がその実施を認めたものとする。 

(２) 第２３条第２項に規定する当該年度における指定管理料の額、支払方法等の詳細 

(３) 指定期間が満了する年度にあっては、その満了時における本施設の利用の申込みの制限及び

休止に係る事項 

・指定期間の満了時において、次期指定管理者への業務引継ぎに充てる時間を十分に

確保できないなどの事情があり、施設の管理に著しい支障を生ずることが予想され

る施設にあっては、この条項を設けること。 

・宿泊施設にあっては、入退館時の指定管理者が異なることにより、利用者の混乱を

招く上、当該利用者に対する指定管理者の責任の所在が不明確になるおそれがある

ほか、新旧の指定管理者間において、利用料金の収受のあり方やその引継ぎについ

ても問題となる可能性があること。 

３ 第１項の規定による年度協定の締結後における前条第２項の規定による事業計画書の変更は、甲

及び乙において当該年度協定（当該年度協定を変更する協定が締結されているときは、その変更後

の年度協定とする。）を変更する協定を締結しなければ、その効力を生じない。 

 

第６章 事業報告及び監督・評価 

 

 （事業報告書の提出） 

第２７条 乙は、地方自治法第２４４条の２第７項の規定により、指定期間中の各年度の本業務に関

する事業報告書を作成し、当該年度の終了後２月以内に甲へ提出しなければならない。 

・事業報告書の提出期限は、指定管理者の決算確定時期などを考慮し、適宜設定すること。 

２ 前項の事業報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 

・指定管理者台帳に記載すべき事項のほか、あらかじめ報告を求めるべき事項を整理し、

報告書の様式を定めておくことが望ましいこと。 

(１) 本業務の実施状況に関する事項 

(２) 本施設の利用状況に関する事項 

(３) 本業務の収支状況に関する事項 

(４) 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項 

 （業務報告書の提出） 

第２８条 乙は、指定期間中、各月の本業務に関する業務報告書を作成し、当該月の翌月２０日まで

に甲へ提出しなければならない。 

２ 前項の業務報告書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 
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・あらかじめ報告を求めるべき事項を整理し、報告書の様式を定めておくことが望ましい

こと。 

・なお、報告までに相当の期間を要する事項であっても、業務の進捗を把握するうえで必

要となる事項（収支状況等）については、施設の状況に応じ、四半期・半期等の段階で、

報告を求めることを検討すること。 

(１) 本業務の実施状況に関する事項 

(２) 本施設の利用状況に関する事項 

(３) 利用料金の収受状況に関する事項 

(４) 前各号に掲げるもののほか、甲が指示する事項 

（業務実施状況の現地確認） 

第２９条 甲は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、指定期間中の各年度の５月、８

月、１１月及び２月に本施設へ立ち入り、乙による本業務の実施状況に関する実地調査を行うもの

とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、甲は、前項の実地調査を随時行うことができる。 

（利用者等の意見の把握） 

第３０条 甲及び乙は、指定期間中、意見箱の設置、利用者に対するアンケート調査、ウェブページ

による意見募集等適宜の方法により、本施設の利用者等から広く意見の収集に努めなければならな

い。 

２ 甲及び乙は、前項の規定により収集した意見の内容及びこれに対する甲又は乙の対応状況その他

県民に周知すべきと考えられる情報を、本施設内への掲示、ウェブページへの掲載等の方法により、

随時公表するものとする。 

（専門家等による評価） 

第３１条 甲は、乙による本業務の実施について、管理の基準の充足状況、本施設の設置目的の達成

状況、公共性の確保の状況、経営状況、派生的効果等に関する評価を行うため、○○施設指定管理

者評価員会議（以下「評価員会議」という。）を開催し、本施設を熟知した専門家等から当該評価に

ついての意見を聴取する。 

２ 乙は、甲の求めに応じ、評価員会議において使用する資料を提出し、及び評価員会議に出席して

必要な説明を行わなければならない。 

３ 甲は、評価員会議において専門家等から聴取した意見を踏まえ、乙による本業務の実施に対する

最終評価を行い、その内容を岐阜県庁ホームページにおいて公表するものとする。 

（本業務の実施に係る指示） 

第３２条 甲は、地方自治法第２４４条の２第１０項の規定により、乙に対し、本業務の実施につい

て必要な指示を行うものとする。 

２ 乙は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかにこれに応じなければならない。 

 

第７章 指定の取消し等 

 

（乙の責めに帰すべき事由による指定の取消し等） 

第３３条 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、地方自治法第２４４条の２第１１項の規定に

より、乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業務の全部若しくは一部の停

止を命ずることができる。 

(１) 乙が前条第１項の指示に従わないとき。 

(２) 乙が○○施設指定管理者募集要項（甲が指定期間に係る本施設の指定管理者の募集に当たり

配布した○○施設指定管理者募集要項をいう。）に定める申請資格要件のいずれかを満たさな
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くなったとき。 

(３) 乙が甲に対する虚偽の報告その他不正な行為をしたとき。 

(４) 乙が地方自治法第２４４条の２に規定する報告又は実地調査を拒んだとき。 

(５) 乙が本協定に定める事項を履行せず、又は当該事項に違反したとき。 

(６) 乙が自らの責めに帰すべき事由により、甲に対して指定の取消しを申し出たとき。 

(７) その他乙の責めに帰すべき事由により、乙に本業務を継続させることが適当でないと認める

とき。 

２ 前項の規定により、乙が指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の停止を命ぜられたときは、

甲は、乙が当該取消し又は停止により本業務を実施できなかったことにより免れた費用に相当する

額を、指定管理料から減額することができる。 

３ 第１項の規定により、乙が指定管理者の指定を取り消され、又は本業務の停止を命ぜられた場合

において、乙に損害、損失又は増加費用が生じても、甲はその賠償の責めを負わない。 

（不可抗力の発生に伴う指定の取消し等） 

第３４条 甲は、乙の責めに帰すべき事由がない場合においても、災害の発生などに起因して、乙が

本業務の実施を継続することについて適当でないと認める事情が生じたときは、地方自治法第２４

４条の２第１１項の規定により、乙に対する指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて本業

務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は本業務の全部若しく

は一部の停止を命ずる場合について準用する。この場合において、甲が減額する指定管理料の額は、

甲及び乙の協議により決定するものとする。 

 

第８章 第三者に対する損害賠償等 

 

（第三者に対する損害賠償） 

第３５条 乙が自主事業の実施に当たり第三者に損害を生じさせた場合における当該第三者に対する

損害の賠償は、乙がその責任を負わなければならない。 

２ 乙が本業務（自主事業を除く。）の実施に当たり第三者に損害を生じさせた場合における当該第三

者に対する損害の賠償は、甲又は乙がその責任を負わなければならない。 

３ 前項の規定により甲が第三者に対する損害の賠償を行った場合において、当該損害の発生が乙の

責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、乙に対し、その賠償額その他賠償に伴い発生

した費用を求償するものとする。 

（損失又は増加費用の負担） 

第３６条 本業務の実施に伴い発生した損失又は増加費用のうち、次のいずれかに起因するもの（乙

が加入する保険により補てんされた金額を除く。）については甲が負担し、その余については乙が負

担するものとする。 

(１) 年度協定の締結時において予想することのできない経済情勢その他の情勢の変化による著

しい物価の変動 

(２) 地方自治法又は条例の改廃 

(３) 指定管理料その他甲から乙に対する経費の支払遅延（乙の責めに帰すべきものを除く。） 

(４) 政治・行政上の理由による事業変更等 

(５) 災害の発生（乙の責めに帰すべきものを除く。） 

２ 前項の規定にかかわらず、指定管理料の減額に伴って乙に発生した損失は、乙が負担するものと

する。 

３ 第１項の規定による甲の増加費用の負担は、指定管理料の増額により対応するものとし、その額
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は、甲及び乙が協議の上、年度協定（年度協定を変更する協定を含む。）により定めるものとする。 

 

第９章 指定期間の終了 

 

（本業務の引継ぎ） 

第３７条 乙は、指定期間の終了に際し、甲又は甲が指定する法人その他の団体に対して、本業務の

引継ぎ（利用料金をあらかじめ前受金として収受しているときは、当該前受金の引継ぎを含む。）を

円滑に行わなければならない。 

２ 甲は、前項の引継ぎのために必要と認める場合には、乙に対し、甲が指定する法人その他の団体

による本施設の視察を申し出ることができるものとする。この場合において、乙は、甲から当該申

出を受けたときは、これに応じなければならない。 

３ 前２項に規定する引継の方法その他引継に際し必要な事項については、甲及び乙が協議の上、こ

れを定めるものとする。 

（管理物件の引渡し等） 

第３８条 別段の定めがある場合を除き、乙は、指定期間の終了の際に、指定期間の始期を基準とし

て管理物件を原状に回復し、甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で引き渡さなければなら

ない。 

２ 第１５条第２項又は第３項の規定により乙が施設等の修繕を行った場合において、指定期間が終

了したとき（指定期間の満了後においても、乙が改めて指定管理者の指定を受けて、引き続き本施

設の指定管理者の業務を行う場合を除く。以下この条において同じ。）は、乙は、当該修繕後の現状

を維持して、施設等を甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で引き渡さなければならない。 

３ 第１６条第１項又は第２項の規定により乙が備品（管理物件の備品に代わる物として購入等を行

ったものに限る。）の購入等を行った場合において、指定期間が終了したときは、乙は、当該備品を

甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で引き渡さなければならない。 

４ 乙は、本施設において使用する管理物件以外の備品がある場合において、指定期間が終了したと

きは、当該備品を自己の責任及び費用において撤収しなければならない。ただし、甲又は甲が指定

する法人その他の団体への当該備品の引渡しについて合意があるときは、この限りでない。 

５ 乙は、指定期間が終了したときは、文書等を甲又は甲が指定する法人その他の団体に無償で引き

渡さなければならない。 

 

第１０章 雑則 

 

（変更の届出） 

第３９条 乙は、その名称、主たる事務所の所在地及び団体の代表者の氏名に変更があったときは、

条例第○条の規定により、遅滞なく、その旨を甲に届け出なければならない。 

・設置管理条例の関係規定との整合を図ること。 

（利用者等からの苦情等への対応） 

第４０条 乙は、本施設の利用者又は周辺住民から寄せられる苦情、要望等に対し、誠実に対応しな

ければならない。 

２ 前項の場合において、寄せられた苦情、要望等が、本施設のあり方の見直しなど本業務の範囲を

超える内容であるときは、乙は、甲に対し、その内容を遅滞なく報告するものとする。 

（運営協議会の開催） 

第４１条 乙は、甲、乙、○○○○及び○○○○により構成する○○運営協議会（以下「運営協議会」

という。）を設置し、定期的にこれを開催するものとする。 
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・運営協議会は、指定管理者が関係団体、類似・関連施設、地元関係者等と連携して効果

的な事業等を行うことを目的として、その協議の場として設置するものであること。 

２ 運営協議会の詳細については、甲及び乙が協議の上、別に定める。 

（本業務に係る口座の開設） 

第４２条 乙は、本業務の実施に係る収入及び支出を他の業務と明確に区分して適正に管理するため、

本業務に固有の口座を開設し、これを適正に運用しなければならない。 

・指定管理者が市町村であるなど、固有の口座を開設することができない事情があるとき

は、他の適切な措置を講ずること。 

（使用する言語等） 

第４３条 本協定の履行に関し、甲乙間において使用する言語は、日本語とする。 

２ 本協定の履行に関し、甲乙間において使用する通貨の単位は、円とする。 

３ 別段の定めがある場合を除き、本協定の履行に関し、甲乙間において使用する計量単位は、計量

法（平成４年法律第５１号）の定めるところによる。 

４ 別段の定めがある場合を除き、本協定の履行に関し、甲乙間において行う届出、申出、報告、承

認その他の行為は、書面により行わなければならない。 

 （権利及び義務の譲渡禁止） 

第４４条 乙は、本協定により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。

ただし、事前に甲の承認を得た場合は、この限りでない。 

（本協定の変更） 

第４５条 本協定の締結後、その締結内容によることが不適当と認められる事情が生じたときは、甲

及び乙において協議の上、本協定の規定を変更することができる。 

（解釈） 

第４６条 乙は、甲が本協定の規定に基づいて乙から書類を受領し、乙の行為を承認し、乙に対して

実地調査を行い、又は乙から説明若しくは報告を受けたことをもって、乙の責任において行うべき

本業務の全部又は一部について甲がその責任を負うものと解釈してはならない。 

（疑義についての協議） 

第４７条 本協定の解釈について疑義を生じたとき、又は本協定に特別の定めのない事項があるとき

は、甲及び乙において協議の上、これを定めるものとする。 

（裁判管轄） 

第４８条 本協定に関する紛争は、岐阜地方裁判所を第１審の管轄裁判所とする。 
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９ 岐阜県美術館条例 

 

（設置） 

第一条 県民の美術に関する知識及び教養の向上に資するため、岐阜市に岐阜県美術館

（以下「美術館」という。）を設置する。 

（事業） 

第二条 美術館は、美術品その他美術に関する資料（以下「美術品等」という。）を収

集し、保管し、及び展示し、並びに県民の美術に関する創作又は研究を促進するために

必要な事業を行う。 

（観覧料等） 

第三条 展示室に常設的に展示する美術品等を観覧しようとする者は、別表第一に定め

る額の観覧料を納入しなければならない。ただし、次項の特別観覧料を納入した者につ

いては、この限りでない。 

２ 特別の企画により展示する美術品等を観覧しようとする者は、一人につき千五百円

の範囲内で知事がその都度別に定める額の特別観覧料を納入しなければならない。 

３ 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者の観覧料及び特別観覧料の額は、無料と

する。 

一 幼児、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者  

二 文化の日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）第二条に規

定する文化の日をいう。）に観覧する者 

（使用の許可等） 

第四条 別表第二の上欄に掲げる施設及び設備（以下「展示室等」という。）を使用し

ようとする者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、展示室等を使用させることが美術館の管理上適当でないと認めるときは、

前項の許可をしないことができる。 

３ 第一項の許可を受けた者（以下「展示室等の使用者」という。）は、別表第二に掲

げる額の使用料を納入しなければならない。 

４ 第一項の許可には、美術館の管理上必要な条件を付けることができる。  

（使用許可の取消し等） 

第五条 知事は、展示室等の使用者に対して美術館の管理上必要な指示をすることがで

きる。 

２ 知事は、展示室等の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第一項の

許可を取り消し、又は展示室等の使用の停止を命ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 許可の内容又は条件に違反したとき。 

三 前項の指示に従わないとき。 

四 詐偽その他不正な行為により許可を受けたことが明らかになつたとき。  

五 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 
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（観覧料等の納入方法等） 

第六条 観覧料、特別観覧料又は使用料は、前納しなければならない。ただし、知事が

特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 納入した観覧料、特別観覧料又は使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理

由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。 

３ 知事は、公益その他特別の理由があると認めるときは、観覧料、特別観覧料又は使

用料の全部又は一部を免除することができる。 

（原状回復義務） 

第七条 展示室等の使用者は、その使用を終了したときは、直ちに展示室等を原状に回

復しなければならない。第五条第二項の規定により展示室等の使用の許可を取り消され

た場合においても、同様とする。 

（遵守義務） 

第八条 何人も、美術館（駐車場を含む。以下この条及び第十四条において同じ。）に

おいては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 美術館の施設及び設備並びに美術品等を毀損し、又は汚損しないこと。  

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、前項の規定に違反した者に対して、当該職員をしてその行為をやめること

を指示させ、これに従わないときは、美術館から退去することを命ずることができる。 

（美術館協議会） 

第九条 博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二十条第一項の規定に基づき、

美術館に岐阜県美術館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

第十条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者、学識経験のある者その他知事が美術館の運営に資すると認める者の中から任命す

る委員十五人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

第十一条 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、協議会の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

第十二条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（委任） 

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第十四条 第八条第二項の規定による退去の命令に違反して美術館から退去しなかつ
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た者は、五万円以下の過料に処する。 
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10 岐阜県現代陶芸美術館条例 

 

（設置） 

第一条 県民の陶芸美術に関する知識及び教養の向上並びに岐阜県の陶磁器産業の発

展に資するため、多治見市に岐阜県現代陶芸美術館（以下「美術館」という。）を設置

する。 

（事業） 

第二条 美術館は、陶芸美術品その他陶芸に関する資料（以下「美術品等」という。）

を収集し、保管し、及び展示し、並びに県民の陶芸美術に関する創作又は研究を促進す

るために必要な事業を行う。 

（観覧料等） 

第三条 展示室に常設的に展示する美術品等を観覧しようとする者は、別表に定める額

の観覧料を納入しなければならない。ただし、次項の特別観覧料を納入した者について

は、この限りでない。 

２ 特別の企画により展示する美術品等を観覧しようとする者は、一人につき千五百円

の範囲内で知事がその都度別に定める額の特別観覧料を納入しなければならない。  

３ 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者の観覧料及び特別観覧料の額は、無料と

する。 

一 幼児、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者  

二 文化の日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）第二条に規

定する文化の日をいう。）に観覧する者 

（観覧料等の納入方法等） 

第四条 観覧料又は特別観覧料は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

２ 納入した観覧料又は特別観覧料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由がある

と認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。 

３ 知事は、公益その他特別の理由があると認めるときは、観覧料又は特別観覧料の全

部又は一部を免除することができる。 

（遵守義務） 

第五条 何人も、美術館においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 美術館の施設及び設備並びに美術品等を毀損し、又は汚損しないこと。  

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 前二号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、前項の規定に違反した者に対して、当該職員をしてその行為をやめること

を指示させ、これに従わないときは、美術館から退去することを命ずることができる。 

（美術館協議会） 

第六条 博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二十条第一項の規定に基づき、

美術館に岐阜県現代陶芸美術館協議会（以下「協議会」という。）を置く。  
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第七条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者、学識経験のある者その他知事が美術館の運営に資すると認める者の中から任命す

る委員十五人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

第八条 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、協議会の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。 

第九条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（委任） 

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第十一条 第五条第二項の規定による退去の命令に違反して美術館から退去しなかっ

た者は、五万円以下の過料に処する。 
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11 セラミックパークＭＩＮＯ条例 

 

（設置） 

第一条 地域における陶磁器にかかわる産業と文化の融合を目的とし、岐阜県現代陶芸

美術館と連携して陶磁器産業の育成を図り、もって岐阜県の産業の発展及び観光の振興

に資するため、多治見市にセラミックパークＭＩ(み)ＮＯ(の)（以下「パーク」という。）

を設置する。 

（使用の許可） 

第二条 パーク（附属施設設備等を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、あら

かじめ知事（第十条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者（同項の規定

による指定を受けた者をいう。以下同じ。）。以下この条から第五条まで及び第七条にお

いて同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可にパークの管理上必要な条件を付けることができる。 

（使用の不許可） 

第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パークの使用を許可しないこ

とができる。 

一 パークの管理上支障があるとき。 

二 パークを使用させることが適当でないと認められるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第四条 知事は、第二条第一項の規定による許可を受けた者（以下「使用者」という。）

が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命

ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

三 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。 

四 パークの管理上知事が必要と認めてする指示に従わないとき。 

五 詐欺その他不正の行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになっ

たとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（特別設備） 

第五条 使用者は、パークに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の許可

を受けなければならない。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

（原状回復義務） 

第六条 使用者は、パークの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しな

ければならない。第四条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。 

（遵守義務） 

第七条 パークを利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守し
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なければならない。ただし、使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内におい

て行う行為は、この限りでない。 

一 パークの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従

わないときは、パークから退去を命ずることができる。 

（利用料金） 

第八条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二百四十

四条の二第八項の規定により、パークの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、

規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を得なければならない。  

（利用料金の納入等） 

第九条 使用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。 

２ 前項の利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由が

あると認める場合は、この限りでない。 

３ 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その

全部又は一部を返還することができる。 

４ 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免す

ることができる。 

（指定管理者の指定） 

第十条 法第二百四十四条の二第三項の規定により、パークの管理を知事が指定する法

人その他の団体に行わせるものとする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、パ

ークの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成し、知

事に申請しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も

適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する

ものとする。 

一 県民がパークを平等に利用するために必要な措置が講じられていること。 

二 パークの管理に関する事業計画が、パークの適正な管理のために適切なものである

こと。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者である
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こと。 

４ 第二項の規定による申請をした者が法第二百四十四条の二第十一項の規定により

指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である場合は、前

項の規定による指定をしないものとする。 

５ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更が

あったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の

規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 

一 パークの管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わな

いとき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

三 第十三条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部（第八条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止

を命じた場合等で、知事が臨時にパークの管理を行うときに限り、新たに指定管理者を

指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表に掲げる額の範囲内で

知事が定める使用料を徴収する。 

３ 前項の場合にあっては、第九条の規定を準用する。この場合において、同条中「指

定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるもの

とする。 

（業務の範囲） 

第十二条 パークの管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第二条から第五条ま

で及び第七条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 

一 パークの維持管理に関すること。 

二 利用者への便宜の供与に関すること。 

三 利用の促進に関すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定めること。 

（管理の基準） 

第十三条 指定管理者が行うパークの管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 十二月二十九日から翌年一月三日までを休業日とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当たっては、あ

らかじめ知事の承認を得ること。 

二 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。 
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イ 午前八時から午後九時までを利用時間とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ知事の承認

を得ること。 

三 パークの管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認を得

て、パークの利用を制限すること。 

四 パークの管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知ること

のできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう

必要な措置を講ずること。 

（事業計画書の提出等） 

第十四条 指定管理者は、毎事業年度、パークの管理に関する事業計画書を作成し、当

該事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 

（管理の休廃止） 

第十五条 指定管理者は、やむを得ない理由によりパークの管理の業務を休止し、又は

廃止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。 

（公示） 

第十六条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第十条第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第十条第五項の規定による届出があったとき。 

三 第十一条第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じたとき。 

四 前条の承認をしたとき。 

（過料） 

第十七条 第四条の規定による停止の命令又は第七条第二項の規定による退去の命令

に従わない者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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12 岐阜県図書館条例 

 

（設置） 

第一条 県民の教育と文化の発展に寄与するため、岐阜市に岐阜県図書館（以下「図書

館」という。）を設置する。 

（使用の許可等） 

第二条 別表に掲げる施設（以下「研修室等」という。）を使用しようとする者は、あ

らかじめ、知事の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、研修室等を使用させることが図書館の管理上適当でないと認めるときは、

前項の許可をしないことができる。 

３ 第一項の許可を受けた者（以下「研修室等の使用者」という。）は、別表に掲げる

額の使用料を納入しなければならない。 

４ 第一項の許可には、図書館の管理上必要な条件を付けることができる。  

（使用許可の取消し等） 

第三条 知事は、研修室等の使用者に対して図書館の管理上必要な指示をすることがで

きる。 

２ 知事は、研修室等の使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第一項の

許可を取り消し、又は研修室等の使用の停止を命ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 許可の内容又は条件に違反したとき。 

三 前項の指示に従わないとき。 

四 詐偽その他不正な行為により許可を受けたことが明らかになったとき。  

五 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（使用料の納入方法等） 

第四条 使用料は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認め

るときは、この限りでない。 

２ 納入した使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

３ 知事は、公益その他特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免

除することができる。 

（原状回復義務） 

第五条 研修室等の使用者は、その使用を終了したときは、直ちに研修室等を原状に回

復しなければならない。第三条第二項の規定により研修室等の使用の許可を取り消され

た場合においても、同様とする。 

（遵守義務） 

第六条 図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、

研修室等の使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内において行う行為は、こ

の限りでない。 
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一 図書館の施設及び設備並びに図書館資料を毀損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、前項の規定に違反した者に対して、当該職員をしてその行為をやめること

を指示させ、これに従わないときは、図書館から退去することを命ずることができる。 

（図書館協議会） 

第七条 図書館法（昭和二十五年法律第百十八号）第十四条第一項の規定に基づき、図

書館に岐阜県図書館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

第八条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者、学識経験のある者その他知事が図書館の運営に資すると認める者の中から任命す

る委員十人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

３ 委員は、再任されることができる。 

第九条 協議会に委員長及び副委員長各一人を置き、委員のうちから互選する。 

２ 委員長は、会務を総理し、協議会の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

第十条 協議会の会議は、委員長がこれを招集する。 

２ 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。  

３ 協議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長

の決するところによる。 

第十一条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が

協議会に諮って定める。 

（過料） 

第十二条 第三条第二項の規定による停止の命令又は第六条第二項の規定による退去

の命令に従わない者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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13 岐阜県立学校以外の教育機関の設置に関する条例 

 

（総則） 

第一条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和三十一年法律第

百六十二号）第三十条の規定に基づき、岐阜県立学校以外の教育機関（以下「教育機関」

という。）の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（設置） 

第二条 教育機関を次のとおり設置する。 

名称 位置 

岐阜県高山陣屋 高山市 

岐阜県文化財保護センター 岐阜市 

（職員） 

第三条 教育機関に事務職員その他の所要の職員を置く。 

（委任） 

第四条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  
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14 岐阜県高山陣屋管理規則 

 

（総則） 

第一条 この規則は、岐阜県立学校以外の教育機関の設置に関する条例（昭和三十六年

岐阜県条例第四号）第四条の規定に基づき、岐阜県高山陣屋（以下「陣屋」という。）

の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（休場日） 

第二条 陣屋の休場日は、十二月二十九日から翌年一月三日までとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、臨時に休場し、又

は開場することができる。この場合において、知事は、あらかじめ、その旨を公衆の見

やすい場所に掲示しなければならない。 

（開場時間） 

第三条 陣屋の開場時間は、次の表に掲げるとおりとする。 

期間 開館時間 

四月一日から十月三十一日まで 午前八時四十五分から午後五時まで 

十一月一日から翌年三月三十一日まで 午前八時四十五分から午後四時三十分まで 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、必要があると認めるときは、開場時間を変更し、

又は入場を制限することができる。 

（委任） 

第四条 この規則に定めるもののほか、陣屋の管理運営に関し必要な事項は、知事が別

に定める。 
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15 岐阜県文化財保護センター管理規則 

 

（総則） 

第一条 この規則は、岐阜県立学校以外の教育機関の設置に関する条例（昭和三十六年

岐阜県条例第四号）第四条の規定に基づき、岐阜県文化財保護センター（以下「センタ

ー」という。）の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（出土品の貸出し） 

第二条 センターが保管する出土品について、展示等を目的に貸出しを受けようとする

者は、文化財保護センター保管出土品貸出許可申請書（別記第一号様式）を知事に提出

し、その許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可に管理上必要な条件を付することができる。 

３ 知事は、第一項の規定により貸出しを許可したときは、文化財保護センター保管出

土品貸出許可書（別記第二号様式）を申請者に交付するものとする。 

４ 知事は、貸出しの許可を受けた者が虚偽の申請により許可を受けたとき、又は許可

の条件に従わないときは、その許可を取り消すことができる。 

（資料の特別利用） 

第三条 学術上の調査研究等のためセンターが保管する出土品その他の資料の閲覧、撮

影、模写、複製等の行為（以下「特別利用」という。）をしようとする者は、文化財保護

センター資料特別利用許可申請書（別記第三号様式）を知事に提出し、その許可を受け

なければならない。 

２ 知事は、前項の規定により特別利用を許可したときは、文化財保護センター資料特

別利用許可書（別記第四号様式）を申請者に交付するものとする。 

３ 前条第二項及び第四項の規定は、第一項の許可について準用する。 

（委任） 

第四条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、知事

が定める。  
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16 岐阜県博物館条例 

 

（設置） 

第一条 県民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、関市に岐阜県博物館（以下

「博物館」という。）を設置する。 

（博物館協議会） 

第二条 博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二十条第一項の規定に基づき、

博物館に岐阜県博物館協議会（以下「協議会」という。）を置く。 

第三条 協議会は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者、学識経験のある者その他知事が博物館の運営に資すると認める者の中から任命す

る委員十二人以内で組織する。 

２ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

第四条 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、協議会の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。 

第五条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。  

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（入館料等） 

第六条 博物館に入館しようとする者は、次の表に定めるところにより入館料を納入し

なければならない。 

区分 

入館料の額（一人につき） 

個人 
団体（二〇人以上に限

る。） 

大学の学生及びこれに準ずる者 一一〇円 五〇円 

その他の者 三四〇円 二八〇円 

２ 博物館資料を特別に展示する期間の入館料の額は、前項の入館料の額の規定にかか

わらず、一人につき八百円の範囲内で知事がその都度別に定めることができる。  

３ 前二項の規定にかかわらず、次に掲げる者の入館料の額は、無料とする。 

一 幼児、小学校の児童、中学校の生徒、高等学校の生徒及びこれらに準ずる者  

二 文化の日（国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）第二条に規

定する文化の日をいう。）に入館する者 

４ 入館料は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。 

５ 納入した入館料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、
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その全部又は一部を返還することができる。 

６ 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することが

できる。 

（使用の許可） 

第七条 博物館の特別展示室その他の規則で定める施設又は設備を使用しようとする

者は、あらかじめ、知事の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付することができる。 

３ 知事は、第一項の施設又は設備を使用させることが適当でないと認めるときは、同

項の許可をしないことができる。 

４ 第一項の施設又は設備で規則で定めるものに係る同項の許可を受けた者は、規則で

定める額の使用料を納入しなければならない。 

５ 前条第四項から第六項までの規定は、前項の使用料について準用する。  

（使用許可の取消し等） 

第八条 知事は、前条第一項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）に対し、博

物館の管理上必要な指示をすることができる。 

２ 知事は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又

は使用の停止を命ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 許可の内容又は条件に違反したとき。 

三 前項の指示に従わないとき。 

四 詐偽その他不正な行為により許可を受けたことが明らかになつたとき。  

五 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（原状回復義務） 

第九条 使用者は、第七条第一項の施設又は設備の使用を終了したときは、直ちに当該

施設又は設備を原状に回復しなければならない。前条第二項の規定により許可を取り消

されたときも、同様とする。 

（遵守義務） 

第十条 博物館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 博物館資料又は博物館の施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。  

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 博物館資料の撮影、模写、模造等の行為をしないこと（知事の許可を受けた場合を

除く。）。 

四 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、博物館を利用する者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその

行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、博物館から退去を命ずることが

できる。 

（委任） 

第十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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（過料） 

第十二条 第十条第二項の規定による退去の命令に従わない者は、五万円以下の過料に

処する。  
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17 岐阜県先端科学技術体験センター管理規則 

 

（趣旨） 

第一条 この規則は、岐阜県公の施設の設置及び管理に関する条例（昭和三十九年岐阜

県条例第一号。以下「条例」という。）の規定に基づき、岐阜県先端科学技術体験セン

ター（以下「センター」という。）の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとす

る。 

（指定管理者指定申請書に添付すべき書類等） 

第二条 条例第三条の二第二項に規定する書類は、次に掲げるものとする。  

一 定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類 

二 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書 

三 納税証明書 

四 申請を行う日の属する事業年度の収支予算書、直近事業年度の事業報告書及び直近

五事業年度の財務諸表 

五 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定める書類 

（指定管理者の届出） 

第三条 条例第三条の二第四項に規定する事項は、団体の代表者の氏名とする。 

（遵守事項） 

第四条 センターを使用する者は、条例第四条第一号から第四号までに掲げる事項のほ

か、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 センターの施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、センターを使用する者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を

命じ、これに従わないときは、センターから退去を命ずることができる。 
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18 岐阜県公文書規程（抜粋） 

 

第一章 総則 

第一節 通則 

（趣旨） 

第一条 この規程は、事務の処理を適正にし、その能率的な運営を図るため、本庁及び

現地機関等における公文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

２ この規程において管理の対象となる公文書とは、本庁及び現地機関等の職員（第七

十七条及び第七十八条を除き、以下「職員」という。）が職務上作成し、又は取得した

文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚

によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。）であつて、

職員が組織的に用いるものとして、本庁及び現地機関等が保有しているもの（以下「文

書」という。）をいう。 

（定義） 

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

一 本庁 岐阜県行政組織規則（平成十八年岐阜県規則第四十六号。以下「組織規則」

という。）第三条第二項に規定する本庁をいう。 

二 現地機関等 組織規則第四章に規定する現地機関及び組織規則第三十九条第一項

に規定する保健所に置かれる事務所をいう。 

三 部 岐阜県部等設置条例（平成十一年岐阜県条例第一号）第一条に規定する知事直

轄組織及び部並びに組織規則第十四条に規定する出納事務局をいう。 

三の二 局 組織規則第七条第三項に規定する本庁部内局をいう。 

四 課 組織規則第四条から第十三条まで及び第十四条第三項に規定する本庁の課（本

庁課内室を除く。）並びに組織規則第四章に規定する現地機関等の課をいう。 

五 部長 組織規則第十七条第一項に規定する部長、組織規則第十九条第一項に規定す

る出納事務局長及び組織規則第二十三条に規定する秘書広報統括監をいう。  

六 次長 組織規則第十八条第一項に規定する次長をいう。 

六の二 局長 組織規則第十八条の二第一項に規定する局長をいう。 

六の三 副局長 組織規則第十八条の三に規定する副局長をいう。 

七 所長 組織規則第百五十七条第一項に規定する所長等及び組織規則第百五十八条

第一項に規定する保健所事務所の所長をいう。 

八 課長 組織規則第二十条第一項に規定する本庁の課長並びに組織規則第百六十条

に規定する教頭及び副学長、組織規則第百六十九条第一項に規定する課長、出張所長（飛

騨県税事務所自動車税出張所長に限る。）、支所長及び浄水場長並びに組織規則第百七十

条第一項に規定する部長（産業技術総合センターにあつては、部門長）をいう。  

八の二 管理調整監 組織規則第二十条第一項に規定する管理調整監（組織規則第二十

六条第二項に規定する職を含む。）をいう。 
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九 係長 組織規則第二十条第一項に規定する係長及び組織規則第百六十九条第一項

に規定する係長をいう。 

十 休庁日等 岐阜県の休日を定める条例（平成元年岐阜県条例第五号）第一条第一項

に規定する県の休日及びそれ以外の日の岐阜県庁の執務時間に関する規則（平成元年岐

阜県規則第三十八号）第一項に規定する執務時間以外の時間をいう。 

十一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律（平成十二年法律第百二号）第二

条第一項に規定する電子署名をいう。 

十二 文書管理システム 電子計算機を用いて文書の収受、起案、保存、廃棄その他の

文書管理を総合的に行うための情報システムをいう。 

十三 電子文書 文書のうち電磁的記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。 

十四 人事給与システム 電子計算機を用いて人事及び給与に係る文書の収受、起案、

回議、決裁等を行うための情報システムをいう。 

十五 総合財務会計システム 電子計算機を用いて会計に係る文書の収受、起案、回議、

決裁等を行うための情報システムをいう。 

（文書による事務処理の原則） 

第三条 事務の処理は、文書によつて行うことを原則とする。 

２ 文書は、常に丁寧に取り扱うとともに、正確に処理しなければならない。 

３ 文書は、即日処理を原則として迅速に取り扱わなければならない。 

４ 秘密に属する文書（以下「秘密文書」という。）は、特に細密な注意を払つて取り

扱わなければならない。 

５ 文書は、常に平易かつ明確に表現するように努めなければならない。 

（文書作成の原則） 

第三条の二 職員は、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績を合

理的に跡付け、又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場

合を除き、次に掲げる事項その他の事項について、文書を作成しなければならない。  

一 条例及び規則の制定又は改廃並びにその経緯 

二 「清流の国ぎふ」創生総合戦略の策定その他県の重要政策の決定又は了解及びその

経緯 

三 個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯 

四 職員の人事に関する事項 

２ 前項の文書には、政策立案並びに事務及び事業の実施の方針に影響を及ぼす打合せ

等（外部の者との打合せ等を含む。以下同じ。）の内容を記載するものとする。  

（文書の正確性の確保） 

第三条の三 前条第一項の規定による文書の作成に当たつては、文書の正確性を確保す

るため、その内容について、原則として複数の職員（当該打合せ等に出席した職員を含

む。）の確認を受けた後、本庁にあつては文書取扱責任者（第六条に規定する文書取扱

責任者をいう。以下この項において同じ。）の、現地機関等にあつては文書取扱責任者
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又は主務課長の確認を受けるものとする。ただし、上司から文書の作成に関する指示が

あつた場合は、当該上司の確認を併せて受けるものとする。 

２ 前項の場合において、同項の文書に外部の者の発言等に係る部分が含まれるときは、

当該打合せ等に出席した職員の確認を受けた後、可能な限り、当該外部の者の確認を受

けるものとする。 

（文書の不適正な取扱いの禁止） 

第三条の四 職員は、文書を偽造し、変造し、若しくは改ざんし、虚偽の文書を作成し、

又は文書を毀棄してはならない。 

第二節 文書管理組織 

（総務部長及び法務・情報公開課長） 

第四条 総務部長は、本庁及び現地機関等における文書に関する事務を総括し、総務部

法務・情報公開課長（以下「法務・情報公開課長」という。）を指揮して文書の管理が

適正かつ能率的に行われるよう、必要な施策を講じなければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、総務部長を補佐し、本庁及び現地機関等における文書の管

理が適正かつ能率的に行われるよう、常時文書の管理に関する指導及び改善に努めなけ

ればならない。 

（本庁の次長及び本庁の課長又は現地機関等の長） 

第五条 本庁の次長（次長が置かれていない部にあつては、部長）は、部内における文

書の管理の状況を常時把握し、当該部内における文書の管理が適正かつ能率的に行われ

るよう、指揮監督に努めなければならない。 

２ 本庁の課長又は現地機関等の長は、当該課又は現地機関等における文書の管理の状

況を常時把握し、文書の紛失等の防止その他適正かつ能率的な文書の管理のために必要

な措置を講じなければならない。 

（文書取扱責任者及び文書主任者） 

第六条 本庁の課及び現地機関等に文書取扱責任者及び文書主任者を置く。  

２ 文書取扱責任者は、本庁にあつては管理調整監（管理調整監が置かれていない場合

は、課長、管理調整に関する事務を担当する係長若しくは課長補佐又は課長の指定する

者）を、現地機関等にあつては庶務担当の課長（課長が置かれていない場合は、現地機

関等の長の指定する者）をもつて充てる。 

３ 文書取扱責任者は、職員による文書の管理の状況を監察し、その改善について職員

を指導するとともに、次に掲げる事務を責任をもつて処理しなければならない。  

一 文書を収受し、及び配布すること。 

二 文書の処理を促進すること。 

三 文書を施行すること。 

四 文書の整理をすること。 

五 文書の保管及び引継ぎをすること。 

六 文書事務の改善（文書管理システムの利用の促進を含む。）について指導すること。 

七 前各号に掲げるもののほか、文書の管理に関する事務を処理すること。  
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４ 文書主任者は、本庁の課長又は現地機関等の長が指定する者とする。 

５ 文書主任者は、文書取扱責任者の指示に基づき、第三項各号に掲げる事務を補助す

る。 

（略） 

第四節 未完結文書の取扱い 

（文書の整理等） 

第三十二条 事務担当者は、処理中の文書を懸案フォルダーに入れる等の方法により一

定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。 

（文書の処理の促進） 

第三十三条 文書取扱責任者は、事務担当者に対する督促その他の方法により文書の処

理を促進しなければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、本庁における文書の処理状況を随時調査し、その取扱いが

円滑に行われるように指導しなければならない。 

第五節 完結文書の整理、保管、保存及び廃棄 

（完結文書保存の原則） 

第三十四条 事案の処理が完結した文書（以下「完結文書」という。）の整理、保管、

保存及び廃棄は、ファイリング・システムによることを原則とする。 

２ 前項のファイリング・システムを行うため、法務・情報公開課長及び主務課長は、

年度末までに、次年度に使用する次に掲げる文書分類表を調製し、文書管理システムに

登録しなければならない。 

一 共通文書分類表 法務・情報公開課長が、本庁及び現地機関等に共通する文書で、

整理、保管、保存及び廃棄の対象となるものを主題別に整理区分したもの 

二 固有文書分類表 主務課長が、主務課の固有の文書で、整理、保管、保存及び廃棄

の対象となるものを主題別に整理区分したもの 

（保存期間） 

第三十五条 前条第二項の文書分類表に記載する完結文書の保管又は保存の期間（以下

「保存期間」という。）の区分は、次の各号に掲げる区分とし、文書の区分ごとに、当

該各号に定める基準により設定しなければならない。 

一 三十年 

イ 皇室に関する文書で特に重要なもの 

ロ 条例及び規則の原本並びに法規文書、公示文書及び令達文書で特に重要なもの  

ハ 職員の任免、賞罰等に関するもの（総務部人事課所管のものに限る。）  

ニ 恩給及び退隠料の裁定に関するもの 

ホ 褒賞及び表彰に関するもの（総務部人事課及び危機管理部消防課所管のものに限

る。） 

ヘ 県議会に関する文書で特に重要なもの 

ト 知事、副知事及び会計管理者の事務引継ぎに関するもの 

チ 裁定、裁決、決定等又は行政訴訟若しくは民事訴訟等に関する文書で特に重要なも
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の 

リ 統計結果、報告で特に重要なもの 

ヌ 国有及び県有の財産に関する文書で特に重要なもの 

ル 市町村の廃置分合その他行政区画の変更に関するもの 

ヲ 官報及び岐阜県公報（法務・情報公開課所管のものに限る。） 

ワ 予算及び決算に関するもの（総務部財政課所管のものに限る。） 

カ 起債に関する文書で特に重要なもの 

ヨ 「清流の国ぎふ」創生総合戦略に関する文書で特に重要なもの（清流の国推進部清

流の国づくり政策課所管のものに限る。） 

タ 県政の沿革に関する文書で特に重要なもの 

レ その他三十年保存を必要と認めるもの 

二 十五年 

会計に関するもの（旅費、交際費、対外交流費及び会議費の支出及び支払に係るものに

限る。） 

三 十年 

イ 国の機関その他関係機関との往復文書で将来の例証となるべきもの 

ロ 外国に関する文書で重要なもの 

ハ 請願及び陳情に関する文書で重要なもの 

ニ その他十年保存を必要と認めるもの 

四 五年 

イ 統計、調査及び計画に関するもの 

ロ 会計に関するもの（第二号に規定するものを除く。） 

ハ その他五年保存を必要と認めるもの 

五 三年 

イ 市町村議会又は土地改良区等の総会若しくは総代会の議決報告に関するもの  

ロ 各課の予算、人事及び給与に関するもの 

ハ その他三年保存を必要と認めるもの 

六 一年 

軽易な文書で、一年保管を必要と認めるもの 

七 事務処理上必要な一年未満の期間 

前各号に掲げる文書以外の文書で、一年保管を必要と認めないもの 

２ 前項の場合において、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績

の合理的な跡付け又は検証のために必要となる文書については、一年以上の保存期間を

設定するものとする。 

３ 完結文書の保存期間は、第一項第七号に定めるもの及び法務・情報公開課長が別に

定めるものを除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

ただし、四月一日から五月三十一日までの間において施行する前年度の会計に係る文書

にあつては、その施行の日の属する年度の初日から起算する。 
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４ 前項の規定にかかわらず、例規文書、原簿、台帳等で常用に供するもの（以下「常

用文書」という。）の保存期間は、当該文書を常用に供する必要がなくなつた日の属す

る年度の翌年度の初日から起算する。 

（完結文書の整理及び保管） 

第三十六条 完結文書（電子文書を除く。）は、主務課において、事案の処理が完結し

た日の属する年度においてはファイリング・キャビネット（以下「キャビネット」とい

う。）の上段に整理して保管し、当該年度の翌年度においてはキャビネットの下段に移

し替えて保管するものとする。ただし、常用文書については、事案の処理が完結した日

の属する年度から当該文書を常用に供する必要がなくなつた日の属する年度まで、キャ

ビネットの上段に整理するものとする。 

２ 前項の場合において、キャビネットに収納することが適当でない文書は、保管庫等

に整理して保管することができる。 

３ 前二項に定める完結文書の整理及び保管は、キャビネットを用いる場合にあつては

所定フォルダー又はフラットファイルに、保管庫等を用いる場合にあつてはフラットフ

ァイル、箱型フォルダー又は簿冊に、ファイル（文書分類記号の区分をいう。以下同じ。）

ごとに整理して行うものとする。 

４ フラットファイル、箱型フォルダー及び簿冊の背表紙には、所属年度、分類記号、

ファイルの名称、主務課名等を記入しなければならない。 

５ 文書取扱責任者は、キャビネットに収納された文書について、毎年度開始後、速や

かに、第一項に定める区分に従い、文書の移替えを行わなければならない。  

第三十六条の二 完結文書（第三十五条第一項第一号から第六号までに定める基準に該

当する電子メールに限る。）は、これを紙に出力したものを完結文書とみなして、前条

の規定を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の完結文書で電子文書として保管すべき理由がある

ものについては、主務課において、所属の職員が共有する電磁的記録媒体に複写し、フ

ァイルごとに整理して保管しなければならない。 

（文書等の目録情報） 

第三十六条の三 完結文書の件名、保存期間等の文書の目録情報及び完結文書を整理し

たファイルの名称、保存期間等のファイルの目録情報は、第三条第四項及び第三十五条

第一項第七号に規定する文書を除き、文書管理システムにより登録して管理するものと

する。ただし、文書管理システム運用前に作成し、又は取得した文書については、この

限りでない。 

（保存文書の引継ぎ） 

第三十七条 文書取扱責任者は、主務課における保管の期間が経過した文書（電子文書

を除く。第七十三条を除き、以下同じ。）で保存を要するもの（以下「保存文書」とい

う。）を保存期間が満了することとなる年度ごとに整理して、箱型フォルダーに入れ、

文書管理システムによる引継処理により法務・情報公開課長に引き継がなければならな

い。この場合において、箱型フォルダーに入れて引き継ぐことが困難な場合は、法務・
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情報公開課長が適当と認める方法により引き継ぐことができる。 

２ 前項に規定する箱型フォルダーに秘文書を含むものについては、その背表紙に

の表示をしなければならない。 

３ 第一項の規定にかかわらず、秘密文書等で法務・情報公開課長が適当と認めるもの

は、主務課において保存することができる。この場合において、主務課で保存する必要

がなくなつたときは、前二項の例により、法務・情報公開課長に引き継がなければなら

ない。 

（分掌事務に異動があるときの保管文書の引継ぎ） 

第三十七条の二 文書取扱責任者は、当該課の分掌事務に異動（分掌事務を他の主務課

又は現地機関等へ引き継ぐ場合に限る。以下同じ。）があるときは、その異動の日の前

日までに、当該課において保管する文書のうち異動する分掌事務に係るものを、未完結

文書（文書管理システムに登録されているものを除く。以下同じ。）にあつては懸案フ

ォルダーに入れる等整理した上で、その引継ぎを受ける主務課又は現地機関等（以下「異

動先主務課等」という。）の分掌事務に従い整理し、文書管理システムにより出力され

る所定の帳票を添えて異動先主務課等の文書取扱責任者に引き継がなければならない。

この場合において、文書事務の異動の結果を文書管理システムに登録しなければならな

い。 

２ 前項の規定により文書の引継ぎを受けた異動先主務課等の文書取扱責任者は、引継

ぎを受けた未完結文書について、第十三条の規定の例により文書管理システムに登録し

なければならない。 

（争訟に係る文書の引継ぎ） 

第三十七条の三 主務課で保管する文書について、岐阜県情報公開条例（平成十二年岐

阜県条例第五十六号）に基づいて行われた公開決定等又は岐阜県個人情報保護条例（平

成十年岐阜県条例第二十一号）に基づいて行われた開示決定等、訂正決定等及び利用停

止決定等（以下「決定等」と総称する。）に係る争訟が提起されたときは、第三十七条

の規定にかかわらず、文書取扱責任者は、当該決定等に係る文書を、法務・情報公開課

長が定める方法により法務・情報公開課長に引き継ぐものとする。 

（文書の保存） 

第三十八条 法務・情報公開課長は、文書の引継ぎを受けたときは、当該文書の整理の

適否を審査し、適当と認めたものについては速やかに、適当でないものについては適当

な整理をさせた後、書庫その他適当な場所において保存しなければならない。  

２ 法務・情報公開課長は、完結文書の保存に当たつては、常に湿気及び虫害の予防に

注意し、かつ、火災及び盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。  

３ 第一項の保存文書のうち十年を経過した文書で歴史資料館（組織規則第六十一条に

規定する岐阜県歴史資料館をいう。以下同じ。）において保存することを適当と認めら

れるものは、歴史資料館で保存することができる。 

４ 法務・情報公開課長は、前項の規定により歴史資料館で保存する文書を決めようと
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するときは、あらかじめ、歴史資料館の長（以下「館長」という。）及び主務課長と協

議しなければならない。 

５ 法務・情報公開課長は、前項の規定により決定された文書を、速やかに館長に引き

継がなければならない。この場合において、法務・情報公開課長は、館長とその引継ぎ

に係る文書の保存等について協定を締結するものとする。 

第三十九条 法務・情報公開課長は、別に定める方法により、保存文書をマイクロフイ

ルムに撮影して保存することができる。 

２ マイクロフイルムに撮影した保存文書は、原則として廃棄するものとする。  

３ 保存文書を撮影したマイクロフイルムは、法務・情報公開課長が別に定める方法に

より保存するものとする。 

（保存文書等の貸出し及び閲覧） 

第四十条 法務・情報公開課長は、職員から保存文書の貸出しの請求があつたときは、

保存文書貸出簿（別記第十三号様式）に必要事項を記入させ、五日を超えない期間に限

り、当該文書を貸し出すことができる。ただし、五日を超える期間の貸出しの請求があ

つた場合は、その理由が相当と認められるときに限り、これを承認することができる。 

２ 法務・情報公開課長は、職員から保存文書の閲覧の請求があつたときは、保存文書

閲覧簿（別記第十四号様式）に必要事項を記入させ、一定の場所において、当該文書を

閲覧させることができる。 

３ 前二項の規定にかかわらず、書庫以外の場所において保存する文書の貸出しの請求

又は閲覧の請求があつた場合については、法務・情報公開課長が別に定めるところによ

るものとする。 

４ 文書取扱責任者は、職員から主務課で整理し、又は保管する文書の貸出しの請求が

あつたときは、主務課長の承認を得た後、保管文書貸出票（別記第十五号様式）に必要

事項を記入させ、貸し出すことができる。 

５ 法務・情報公開課長又は文書取扱責任者は、前各項の規定により文書を貸し出し、

若しくは閲覧させる場合又は貸出し若しくは閲覧に係る文書の返納を受ける場合には、

当該文書の内容を点検し、文書の紛失の防止に努めなければならない。 

６ 閲覧者又は貸出しを受けた者は、無断で当該文書を書き換え、解体し、抜き取り、

若しくは差し替え、又は庁外ヘ持ち出し、若しくは転貸してはならない。 

（保存期間の延長等） 

第四十一条 文書取扱責任者は、法務・情報公開課長に引き継いだ保存文書のうち保存

期間が満了する文書について、毎年度その保存期間を延長する必要があるかどうかを調

査し、法務・情報公開課長が定める日までに、延長が必要であると認めるときは当該保

存文書の延長の期間その他必要な事項を、延長の必要がないと認めるときは廃棄するこ

とを文書管理システムに登録することにより法務・情報公開課長に申請しなければなら

ない。 

２ 法務・情報公開課長は、前項の申請があつたときは、これを調査し、保存期間の延

長を適当と認めるときは、当該保存文書の保存期間を延長することができる。  
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３ 文書取扱責任者は、主務課において保存している文書（文書管理システムに保存し

ているものを含む。）の保存期間を延長するときは、主務課長の承認を得た後、文書管

理システムに登録することにより当該文書の保存期間を延長することができる。この場

合において、延長の必要がない文書については廃棄の登録を行わなければならない。 

（文書の廃棄） 

第四十二条 法務・情報公開課長は、保存文書の保存期間が経過したときは、速やかに、

主務課長に対して当該保存文書の廃棄を指示しなければならない。 

２ 主務課長は、前項の規定による指示を受けたときは、速やかに保存期間が経過した

文書を廃棄しなければならない。 

３ 主務課長は、保存期間内であつても保存の必要がなくなつたと認められる保存文書

については、法務・情報公開課長と協議の上、これを廃棄することができる。  

４ 法務・情報公開課長は、前二項の規定により廃棄する文書のうち歴史的価値のある

公文書の基準として館長が別に定めるものに該当するものについて、館長に引き継ぐも

のとする。 

５ 主務課長は、前項の規定により館長に引き継ぐ文書以外の廃棄文書を出納管理課長

に引き継ぐことができる。 

６ 文書取扱責任者は、主務課において整理し、及び保管している文書を廃棄するとき

は、速やかに、前二項の規定に準じて処理しなければならない。 

（廃棄の禁止） 

第四十二条の二 前条の規定にかかわらず、主務課長は、次の各号に掲げる文書につい

ては、当該各号に定める期間が経過するまでの間、これを廃棄してはならない。 

一 現に監査委員による監査及び検査、会計管理者による検査、会計検査院による会計

検査等（以下「監査、検査等」という。）の対象となつているもの 当該監査、検査等

が終了するまでの間 

二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの  当

該訴訟が終結するまでの間 

三 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるも

の 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間 

四 岐阜県情報公開条例第五条の規定による公開請求があつたもの 岐阜県情報公開

条例第十二条第一項に規定する公開決定等の日の翌日から起算して一年間 

五 岐阜県個人情報保護条例第十三条第一項に規定する開示請求があつたもの  岐阜

県個人情報保護条例第十七条第一項に規定する開示決定等の日の翌日から起算して一

年間 

（略） 

（文書の起案） 

第四十八条 文書の起案は、次に掲げるところによらなければならない。 

一 文書管理システムを利用して行うこと。ただし、文書管理システムの利用によりが

たい場合は、起案用紙（別記第九号様式）を用いて起案することができる。 
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二 用字・用語は、別表第二に準拠すること。 

三 文案は、別表第三に準拠すること。 

四 重要又は異例に属する事案については、根拠法令、前例等の参考事項を附記し、及

び関係書類を添付すること。 

五 記載事項のうち重要な事項を訂正したときは、その箇所に署名し、又は認印を押す

こと。 

（略） 

第三章 現地機関等における文書の取扱い 

（略） 

第四節 未完結文書の取扱い 

（文書の整理等） 

第六十五条 事務担当者は、処理中の文書を懸案フォルダーに入れる等の方法により一

定の箇所に整理し、文書の所在を明らかにしておかなければならない。 

（文書の処理の促進） 

第六十六条 文書取扱責任者は、事務担当者に対する督促その他の方法により文書の処

理を促進しなければならない。 

２ 法務・情報公開課長は、現地機関等における文書の処理状況を随時調査し、その取

扱いが円滑に行われるように指導しなければならない。 

第五節 完結文書の整理、保管、保存及び廃棄 

（完結文書保存の原則） 

第六十七条 完結文書の整理、保管、保存及び廃棄は、ファイリング・システムによる

ことを原則とする。 

２ 前項のファイリング・システムを行うため、法務・情報公開課長及び所長は、年度

末までに、次年度に使用する次に掲げる文書分類表を調製し、文書管理システムに登録

しなければならない。 

一 共通文書分類表 法務・情報公開課長が、本庁及び現地機関等に共通する文書で、

整理、保管、保存及び廃棄の対象となるものを主題別に整理区分したもの 

二 固有文書分類表 所長が、現地機関等の固有の文書で、整理、保管、保存及び廃棄

の対象となるものを主題別に整理区分したもの 

（保存期間） 

第六十八条 前条第二項の文書分類表に記載する完結文書の保存期間の区分は、次の各

号に掲げる区分とし、文書の区分ごとに当該各号に定める基準により設定しなければな

らない。 

一 三十年 

イ 令達文書のうち達及び指令で特に重要なもの 

ロ 職員の任免、賞罰等に関するもの（現地機関等で採用された職員に係るものに限る。） 

ハ 争訟（本庁で処理するものを除く。）に関する文書で特に重要なもの 

ニ その他三十年保存を必要と認めるもの 
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二 十五年 

会計に関するもの（旅費、交際費、対外交流費及び会議費の支出及び支払に係るものに

限る。） 

三 十年 

イ 陳情に関する文書で重要なもの 

ロ その他十年保存を必要と認めるもの 

四 五年 

イ 統計、調査及び計画に関するもの 

ロ 会計に関するもの（第二号に規定するものを除く。） 

ハ その他五年保存を必要と認めるもの 

五 三年 

イ 市町村議会の運営指導に関するもの 

ロ 市町村等連絡会議に関するもの 

ハ 表彰の内申に関するもの 

ニ その他三年保存を必要と認めるもの 

六 一年 

軽易な文書で、一年保管を必要と認めるもの 

七 事務処理上必要な一年未満の期間 

前各号に掲げる文書以外の文書で、一年保管を必要と認めないもの 

２ 前項の場合において、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の実績

の合理的な跡付け又は検証のために必要となる文書については、一年以上の保存期間を

設定するものとする。 

３ 前二項の規定にかかわらず、本庁において原本を保存する文書については、適宜当

該文書の保存期間を短縮することができる。 

４ 完結文書の保存期間は、第一項第七号に定めるもの及び法務・情報公開課長が別に

定めるものを除き、事案の処理が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

ただし、四月一日から五月三十一日までの間において施行する前年度の会計に係る文書

にあつては、その施行の日の属する年度の初日から起算する。 

５ 前項の規定にかかわらず、常用文書の保存期間は、当該文書を常用に供する必要が

なくなつた日の属する年度の翌年度の初日から起算する。 

（完結文書の整理及び保管） 

第六十九条 完結文書（電子文書を除く。）は、主務課（課を置かない現地機関等にあ

つては、主務担当。以下同じ。）において、事案の処理が完結した日の属する年度にお

いてはキャビネットの上段に整理して保管し、当該年度の翌年度においてはキャビネッ

トの下段に移し替えて保管するものとする。ただし、常用文書については、事案の処理

が完結した日の属する年度から当該文書を常用に供する必要がなくなつた日の属する

年度まで、キャビネットの上段に整理するものとする。 

２ 前項の場合において、キャビネットに収納することが適当でない文書は、保管庫等
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に整理して保管することができる。 

３ 前二項に定める完結文書の整理及び保管は、キャビネットを用いる場合にあつては

所定フォルダー又はフラットファイルに、保管庫等を用いる場合にあつてはフラットフ

ァイル、箱型フォルダー又は簿冊に、ファイルごとに整理して行うものとする。  

４ フラットファイル、箱型フォルダー及び簿冊の背表紙には、所属年度、分類記号、

ファイルの名称、主務課名等を記入しなければならない。 

５ 文書取扱責任者は、キャビネットに収納された文書について、毎年度開始後速やか

に、第一項に定める区分に従い、文書の移替えを行わなければならない。 

第六十九条の二 完結文書（第六十八条第一項第一号から第六号までに定める基準に該

当する電子メールに限る。）は、これを紙に出力したものを完結文書とみなして、前条

の規定を適用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の完結文書で電子文書として保管すべき理由がある

ものについては、主務課において、所属の職員が共有する電磁的記録媒体に複写し、フ

ァイルごとに整理して保管しなければならない。 

（文書等の目録情報） 

第六十九条の三 完結文書の件名、保存期間等の文書の目録情報及び完結文書を整理し

たファイルの名称、保存期間等のファイルの目録情報は、第三条第四項及び第六十八条

第一項第七号に規定する文書を除き、文書管理システムにより登録して管理するものと

する。ただし、文書管理システム運用前に作成し、又は取得した文書については、この

限りでない。 

（保存文書の置換え） 

第七十条 主務課長は、保存文書を保存期間が満了することとなる年度ごとに整理して、

文書保存箱に入れ、文書取扱責任者が指定する書庫等に置き換えなければならない。こ

の場合において、既に箱型フォルダーに入れてある文書で文書取扱責任者が適当と認め

るものについては、箱型フォルダーのまま置き換えることができる。 

２ 前項に規定する文書保存箱及び箱型フォルダーに秘文書を含むものについては、そ

の背表紙に の表示をしなければならない。 

３ 第一項の規定にかかわらず、秘密文書等で文書取扱責任者が適当と認めるものは、

主務課において保存することができる。この場合において、主務課で保存する必要がな

くなつたときは、前二項の例により置き換えなければならない。 

（分掌事務に異動があるときの保管文書の引継ぎ） 

第七十条の二 文書取扱責任者は、当該現地機関等の分掌事務に異動があるときは、そ

の異動の日の前日までに、当該現地機関等において保管する文書のうち異動する分掌事

務に係るものを、未完結文書にあつては懸案フォルダーに入れる等整理した上で、その

引継ぎを受ける異動先主務課等の分掌事務に従い整理し、文書管理システムにより出力

される所定の帳票を添えて異動先主務課等の文書取扱責任者に引き継がなければなら

ない。この場合において、文書事務の異動の結果を文書管理システムに登録しなければ
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ならない。 

２ 前項の規定により文書の引継ぎを受けた異動先主務課等の文書取扱責任者は、引継

ぎを受けた未完結文書について、第四十三条の規定の例により文書管理システムに登録

しなければならない。 

（争訟に係る文書の引継ぎ） 

第七十条の三 主務課で保管する文書について、決定等に係る争訟が提起されたときは、

第七十条の規定にかかわらず、主務課長は当該決定等に係る文書を、法務・情報公開課

長が定める方法により法務・情報公開課長に引き継ぐとともに、その旨を文書取扱責任

者に通知するものとする。 

（文書の保存） 

第七十一条 文書取扱責任者は、文書の置換えを行つたときは、文書管理システムによ

り保存場所の登録を行うとともに、当該文書の整理の適否を審査し、適当と認めたもの

については速やかに、適当でないものについては適当な整理をさせた後、一定の場所に

おいて保存しなければならない。 

２ 文書取扱責任者は、完結文書の保存に当たつては、常に湿気及び虫害の予防に注意

し、かつ、火災及び盗難の防止のために必要な措置をとらなければならない。  

（保存文書等の貸出し及び閲覧） 

第七十二条 文書取扱責任者は、職員から保存文書の貸出しの請求があつたときは、保

存文書貸出簿（別記第十三号様式）に必要事項を記入させ、五日を超えない期間に限り、

当該文書を貸し出すことができる。ただし、五日を超える期間の貸出しの請求があつた

場合は、その理由が相当と認められるときに限り、これを承認することができる。 

２ 文書取扱責任者は、職員から保存文書の閲覧の請求があつたときは、保存文書閲覧

簿（別記第十四号様式）に、必要事項を記入させ、一定の場所において、当該文書を閲

覧させることができる。 

３ 主務課長は、職員から主務課において整理し、又は保管する文書の貸出しの請求が

あつたときは、保管文書貸出票（別記第十五号様式）に必要事項を記入させ、貸し出す

ことができる。 

４ 文書取扱責任者又は主務課長は、前三項の規定により文書を貸し出し、若しくは閲

覧させる場合又は貸出し若しくは閲覧に係る文書の返納を受ける場合には、当該文書の

内容を点検し、文書の紛失の防止に努めなければならない。 

５ 閲覧者又は貸出しを受けた者は、無断で当該文書を書き換え、解体し、抜き取り、

若しくは差し替え、又は庁外へ持ち出し、若しくは転貸してはならない。 

（保存期間の延長等） 

第七十三条 主務課長は、保存期間が満了する文書について、その保存期間を延長する

必要があるかどうかを調査し、延長が必要であると認めるときは、法務・情報公開課長

が定める日までに文書取扱責任者に協議しなければならない。 

２ 文書取扱責任者は、前項の協議があつたときは、速やかにこれを調査し、保存期間

の延長を適当と認めるときは、当該保存文書の延長の期間その他必要な事項を文書管理
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システムに登録することにより当該文書の保存期間を延長することができる。この場合

において、延長の必要がない文書については、廃棄の登録を行わなければならない。  

（文書の廃棄） 

第七十四条 文書取扱責任者は、保存文書の保存期間が経過したときは、速やかに当該

保存文書を廃棄しなければならない。 

２ 文書取扱責任者は、保存期間内であつても明らかに保存の必要がなくなつたと認め

られる保存文書については、主務課長と協議して、これを廃棄しなければならない。  

３ 文書取扱責任者は、前二項の規定により廃棄する文書のうち歴史的価値のある公文

書の基準として館長が別に定めるものに該当するものについて、館長に引き継ぐものと

する。 

４ 主務課長は、主務課において整理し、及び保管している文書を廃棄するときは、前

項の規定に準じて処理しなければならない。 

（廃棄の禁止） 

第七十四条の二 前条の規定にかかわらず、主務課長は、次の各号に掲げる文書につい

ては、当該各号に定める期間が経過するまでの間、これを廃棄してはならない。  

一 現に監査、検査等の対象となつているもの 当該監査、検査等が終了するまでの間 

二 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの  当

該訴訟が終結するまでの間 

三 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるも

の 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間 

四 岐阜県情報公開条例第五条の規定による公開請求があつたもの  岐阜県情報公開

条例第十二条第一項に規定する公開決定等の日の翌日から起算して一年間 

五 岐阜県個人情報保護条例第十三条第一項に規定する開示請求があつたもの  岐阜

県個人情報保護条例第十七条第一項に規定する開示決定等の日の翌日から起算して一

年間 
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19 滋賀県公文書等の管理に関する条例 

 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、地方自治の本旨に則した県政を推進するためには、県の諸活動お

よび歴史的事実の記録であり、かつ、健全な民主主義の根幹を支える県民共有の知的資

源である公文書等の適切な取扱いを確保して、県民の知る権利を尊重することが重要で

あることに鑑み、公文書等の管理の基本となる事項を定めること等により、現用公文書

の適正な管理および特定歴史公文書等の適切な保存、利用等を図り、もって県政が適正

かつ効率的に運営されるようにするとともに、県の有するその諸活動を現在および将来

の県民に説明する責務が全うされるようにすることを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において「実施機関」とは、知事、議会、教育委員会、選挙管理委員

会、人事委員会、監査委員、公安委員会、警察本部長、労働委員会、収用委員会、海区

漁業調整委員会、内水面漁場管理委員会、公営企業管理者および病院事業管理者ならび

に県が設立した地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成 15 年法律第 118 号)第 2 条

第 1 項に規定する地方独立行政法人をいう。第 19 条第 1 項において同じ。)(以下この

条において「県設立地方独立行政法人」という。)をいう。 

2 この条例において「現用公文書」とは、実施機関の職員(県設立地方独立行政法人の

役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した文書(図画、写真、マイクロ

フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識す

ることができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)を含む。第 20 条を除き、以

下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関

が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

(1) 公報、官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目

的として発行されるもの 

(2) 特定歴史公文書等 

(3) 滋賀県立美術館、滋賀県立琵琶湖博物館その他の県の施設または県設立地方独立

行政法人の施設において、歴史的もしくは文化的な資料または学術研究用の資料として

特別の管理がされているもの(前号に掲げるものを除く。) 

3 この条例において「歴史公文書等」とは、次に掲げる情報が記録された公文書その

他の文書をいう。 

(1) 県の機関および県設立地方独立行政法人の組織および機能ならびに政策の検討過

程、決定、実施および実績に関する重要な情報 

(2) 県民の権利および義務に関する重要な情報 

(3) 県民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報 

(4) 県の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報 

(5) 前各号に掲げるもののほか、歴史的に重要な情報 

https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000405
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000425
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000080
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000091
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4 この条例において「特定歴史公文書等」とは、歴史公文書等のうち、次に掲げるも

のをいう。 

(1) 第 8 条第 1 項もしくは第 5 項または第 33 条第 2 項の規定により滋賀県立公文書

館(以下「公文書館」という。)に移管されたもの 

(2) 法人その他の団体(県および県設立地方独立行政法人を除く。)または個人から公

文書館に寄贈され、または寄託されたもの 

5 この条例において「公文書等」とは、現用公文書および特定歴史公文書等をいう。  

(一部改正〔令和 3 年条例 20 号〕) 

(法令等との関係) 

第 3 条 公文書等の管理については、法令または他の条例に特別の定めがある場合を除

くほか、この条例の定めるところによる。 

第 2 章 現用公文書の管理 

第 1 節 文書の作成 

第 4 条 実施機関の職員は、第 1 条の目的の達成に資するため、当該実施機関における

経緯も含めた意思決定に至る過程ならびに当該実施機関の事務および事業の実績を合

理的に跡付け、または検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである

場合を除き、文書管理規程(第 11 条第 1 項に規定する文書管理規程をいう。次条および

第 7 条において同じ。)で定めるところにより、文書を作成しなければならない。 

第 2 節 現用公文書の整理等 

(整理) 

第 5 条 実施機関の職員が現用公文書を作成し、または取得したときは、当該実施機関

は、文書管理規程で定めるところにより、当該現用公文書について分類し、名称を付す

るとともに、常時業務に使用するものを除き、30 年以下の保存期間および保存期間の

満了する日を設定しなければならない。 

2 実施機関は、能率的な事務または事業の処理および現用公文書の適切な保存に資す

るよう、単独で管理することが適当であると認める現用公文書を除き、適時に、相互に

密接な関連を有する現用公文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)

を一の集合物(以下「ファイル」という。)にまとめなければならない。 

3 前項の場合において、実施機関は、文書管理規程で定めるところにより、当該ファ

イルについて分類し、名称を付するとともに、常時業務に使用するものを除き、30 年以

下の保存期間および保存期間の満了する日を設定しなければならない。 

4 実施機関は、必要があると認めるときは、文書管理規程で定めるところにより、第

1項および前項の規定により設定した保存期間および保存期間の満了する日を延長する

ことができる。 

5 実施機関は、ファイルおよび単独で管理することが適当であると認める現用公文書

(以下「ファイル等」という。)について、保存期間(延長された場合にあっては、延長

後の保存期間。以下同じ。)の満了前のできる限り早い時期に、文書管理規程で定める

ところにより、保存期間が満了したときの措置として、歴史公文書等に該当するものに

https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000195
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000211
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000594
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000054
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000237
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000150
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000177
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000156
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000154
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000154
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000159
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あっては公文書館への移管の措置を、それ以外のものにあっては廃棄の措置をとるべき

ことを定めなければならない。 

(保存) 

第 6 条 実施機関は、ファイル等について、当該ファイル等の保存期間の満了する日ま

での間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存および利用を確保する

ために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講

じた上で保存しなければならない。 

(ファイル管理簿) 

第 7 条 実施機関は、ファイル等の管理を適切に行うため、文書管理規程で定めるとこ

ろにより、ファイル等の分類、名称、保存期間、保存期間の満了する日、保存期間が満

了したときの措置その他の必要な事項(滋賀県情報公開条例(平成 12 年滋賀県条例第

113 号。以下「情報公開条例」という。)第 6 条に規定する非公開情報に該当するものを

除く。)を帳簿(次項において「ファイル管理簿」という。)に記載しなければならない。

ただし、1 年未満の保存期間が設定されたファイル等については、この限りでない。 

2 実施機関は、ファイル管理簿について、文書管理規程で定めるところにより、一般

の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表しなければな

らない。 

(移管または廃棄) 

第 8 条 実施機関は、保存期間が満了したファイル等について、第 5 条第 5 項の規定に

よる定めに基づき、公文書館に移管し、または廃棄しなければならない。 

2 実施機関は、前項の規定により保存期間が満了したファイル等を廃棄しようとする

ときは、あらかじめ、その旨を知事に報告しなければならない。 

3 知事は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係るファイ

ル等にまとめられた現用公文書が歴史公文書等に該当するか否かについて、滋賀県公文

書管理・情報公開・個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなけれ

ばならない。 

4 知事は、前項の意見を勘案し、第 2 項の規定による報告に係るファイル等にまとめ

られた現用公文書が歴史公文書等に該当すると認めるときは、当該ファイル等を保有す

る実施機関に対し、当該ファイル等を公文書館に移管するよう求めるものとする。  

5 実施機関は、前項の規定による求めがあったときは、当該ファイル等について当該

求めを参酌して第 5 条第 5 項の規定による定めを変更し、当該ファイル等を公文書館に

移管することができる。 

6 実施機関は、第 1 項または前項の規定により公文書館に移管するファイル等につい

て、公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の

意見を付さなければならない。 

(電子情報システムの利用) 

第 9 条 実施機関は、現用公文書の管理を効率的に行うため、電子情報システム (電子

計算機を使用して現用公文書の管理に係る事務処理および現用公文書に係る効率的な

https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000247.html?id=j6
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000247.html?id=j6
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000188
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000168
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000195
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000198
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000202
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000198
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000206
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000168
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000195
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000211
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情報管理を行う情報システムをいう。)の利用に努めなければならない。 

(管理体制の整備) 

第 10 条 実施機関は、現用公文書を適正に管理するために必要な体制を整備しなけれ

ばならない。 

(文書管理規程) 

第 11 条 実施機関は、現用公文書の管理が第 4 条から前条までの規定に基づき適正に

行われることを確保するため、現用公文書の管理に関する定め(以下「文書管理規程」

という。)を設けなければならない。 

2 実施機関は、文書管理規程を設けようとするときは、知事が別に定める現用公文書

の管理に関する基準を参酌するものとする。 

3 知事は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かな

ければならない。これに変更(軽微な変更を除く。)を加えようとするときも、同様とす

る。 

4 実施機関は、文書管理規程を設けたときは、遅滞なく、これを公表しなければなら

ない。これを変更したときも、同様とする。 

第 3 章 特定歴史公文書等の保存、利用等 

(特定歴史公文書等の保存等) 

第 12 条 知事は、特定歴史公文書等について、第 24 条第 1 項の規定により廃棄される

に至る場合を除き、公文書館において永久に保存しなければならない。 

2 知事は、特定歴史公文書等について、その内容、保存状態、時の経過、利用の状況

等に応じ、適切な保存および利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒

体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。  

3 知事は、特定歴史公文書等に個人情報(滋賀県個人情報保護条例(平成 7 年滋賀県条

例第 8 号)第 2 条第 1 号に規定する個人情報をいう。)が記録されている場合には、当該

個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じなければならない。 

4 知事は、規則で定めるところにより、特定歴史公文書等の分類、名称その他の特定

歴史公文書等の適切な保存を行い、および適切な利用に資するために必要な事項を記載

した目録を作成し、公表しなければならない。 

(利用請求の方法) 

第 13 条 特定歴史公文書等の利用の請求(以下「利用請求」という。)をしようとする

ものは、知事に対し、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「利用請求書」と

いう。)を提出しなければならない。 

(1) 氏名または名称および住所または事務所の所在地ならびに法人その他の団体にあ

っては、その代表者の氏名 

(2) 利用請求をしようとする特定歴史公文書等に係る目録 (前条第 4 項の目録をい

う。)に記載された名称 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

2 知事は、利用請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用請求をしたもの (以

https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000138
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000227
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000242
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000470
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000251.html?id=j2_k1_g1
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000251.html?id=j2_k1_g1
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000292
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000271
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000281


85 

 

下「利用請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることがで

きる。この場合において、知事は、利用請求者に対し、補正の参考となる情報を提供す

るよう努めなければならない。 

(利用請求の取扱い) 

第 14 条 知事は、利用請求があったときは、次に掲げる場合を除き、利用請求者に対

し、当該利用請求に係る特定歴史公文書等を利用させなければならない。 

(1) 当該特定歴史公文書等が実施機関から移管されたものであって、当該特定歴史公

文書等に次に掲げる情報が記録されている場合 

ア 情報公開条例第 6 条第 1 号に掲げる情報 

イ 情報公開条例第 6 条第 2 号、第 4 号または第 6 号(イからエまでを除く。)に掲げる

情報 

ウ 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧または捜査、公訴の維持、刑の執行その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該特定歴史公文書等を移

管した実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

(2) 当該特定歴史公文書等がその全部または一部を一定の期間公にしないことを条件

に法人等または個人から寄贈され、または寄託されたものであって、当該期間が経過し

ていない場合 

(3) 当該特定歴史公文書等の原本を利用に供することにより当該原本の破損もしくは

その汚損を生ずるおそれがある場合または公文書館において当該原本が現に使用され

ている場合 

2 知事は、利用請求に係る特定歴史公文書等が前項第 1 号に該当するか否かについて

判断するに当たっては、当該特定歴史公文書等が現用公文書として作成され、または取

得されてからの時の経過を考慮するとともに、当該特定歴史公文書等に第 8 条第 6 項の

規定による意見が付されている場合には、当該意見を参酌しなければならない。  

3 知事は、第 1 項第 1 号または第 2 号に掲げる場合であっても、同項第 1 号アからウ

までに掲げる情報または同項第 2 号の条件に係る情報が記録されている部分を容易に

区分して除くことができるときは、利用請求者に対し、当該部分を除いた部分を利用さ

せなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に明らかに有意の情報が記録され

ていないと認められるときは、この限りでない。 

(本人情報の取扱い) 

第 15 条 知事は、前条第 1 項第 1 号アの規定にかかわらず、同号アに掲げる情報によ

り識別される特定の個人(以下この条において「本人」という。)から、当該情報が記録

されている特定歴史公文書等について利用請求があった場合において、規則で定めると

ころにより本人であることを示す書類の提示または提出があったときは、本人の生命、

健康、生活または財産を害するおそれがある情報が記録されている場合を除き、当該特

定歴史公文書等につき同号アに掲げる情報が記録されている部分についても、利用させ

なければならない。 

(利用請求に対する措置) 

https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00000247.html?id=j6_k1_g1
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第 16 条 知事は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部または一部を利用させると

きは、その旨の決定をし、利用請求者に対し、その旨および利用に関し必要な事項を書

面により通知しなければならない。 

2 知事は、利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させないときは、その旨の

決定をし、利用請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。  

3 知事は、第 1 項の決定のうち一部を利用させる旨の決定または前項の決定をしたと

きは、前 2 項に規定する書面に利用請求に係る特定歴史公文書等の一部または全部を利

用させない理由を併せて記載しなければならない。 

(利用決定等の期限) 

第 17 条 前条第 1 項または第 2 項の決定(以下「利用決定等」という。)は、利用請求

があった日から 30 日以内にしなければならない。ただし、第 13 条第 2 項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。  

2 前項の規定にかかわらず、知事は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期間を 30 日以内に限り延長することができる。この場合において、

知事は、利用請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間および延長の理由を書面により通

知しなければならない。 

(利用決定等の期限の特例) 

第 18 条 利用請求に係る特定歴史公文書等が著しく大量であるため、利用請求があっ

た日から 60 日以内にその全てについて利用決定等をすることにより事務の遂行に著し

い支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、知事は、利用請求に

係る特定歴史公文書等のうちの相当の部分につき当該期間内に利用決定等をし、残りの

特定歴史公文書等については相当の期間内に利用決定等をすれば足りる。この場合にお

いて、知事は、同条第 1 項に規定する期間内に、利用請求者に対し、次に掲げる事項を

書面により通知しなければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨およびその理由 

(2) 残りの特定歴史公文書等について利用決定等をする期限 

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 

第 19 条 利用請求に係る特定歴史公文書等に県、国、公文書等の管理に関する法律 (平

成 21 年法律第 66 号)第 2 条第 2 項に規定する独立行政法人等、他の地方公共団体およ

び地方独立行政法人ならびに利用請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情

報が記録されているときは、知事は、利用決定等をするに当たって、当該情報に係る第

三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を書面に

より通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。 

2 知事は、第三者に関する情報が記録されている特定歴史公文書等を利用させようと

する場合であって、当該情報が情報公開条例第 6 条第 1 号イまたは第 2 号ただし書に規

定する情報に該当すると認めるときは、第 16 条第 1 項の決定(以下「利用決定」とい

う。)に先立ち、当該第三者に対し、利用請求に係る特定歴史公文書等の名称その他規

則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
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ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

3 知事は、第 8 条第 6 項の規定により意見を付された特定歴史公文書等について利用

決定をする場合には、あらかじめ、当該意見を付した実施機関に対し、利用請求に係る

特定歴史公文書等の名称その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出

する機会を与えなければならない。 

4 知事は、第 1 項または第 2 項の規定により意見書を提出する機会を与えられた第三

者が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を表示した意見書(以下「反

対意見書」という。)を提出した場合において、利用決定をするときは、利用決定の日

と利用させる日との間に少なくとも 2 週間を置かなければならない。この場合におい

て、知事は、利用決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、利用決定をした

旨およびその理由ならびに利用させる日を書面により通知しなければならない。  

(利用の方法) 

第 20 条 知事が特定歴史公文書等を利用させる場合には、文書、図画、写真またはマ

イクロフィルムについては閲覧または写しの交付の方法により、電磁的記録については

その種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。ただし、閲覧

の方法により特定歴史公文書等を利用させる場合にあっては、当該特定歴史公文書等の

保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときに限り、そ

の写しを閲覧させる方法により、これを利用させることができる。 

(費用負担) 

第 21 条 利用請求に係る特定歴史公文書等(前条ただし書の写しを含む。)の写しの交

付を受けるものは、当該写しの作成および送付に要する費用を負担しなければならない。 

(利用の促進等) 

第 22 条 知事は、特定歴史公文書等(第 14 条の規定により利用させることができるも

のに限る。以下この条において同じ。)について、展示その他の方法により積極的に一

般の利用に供するよう努めなければならない。 

2 知事は、特定歴史公文書等について、資料の提供その他の方法により学校教育にお

ける活用が図られるよう努めなければならない。 

3 知事は、特定歴史公文書等について、図書館、博物館その他の歴史的な資料を管理

する施設の管理者と共同して、文書その他の資料の相互貸借その他の方法により利用お

よび調査研究を促進するよう努めなければならない。 

4 知事は、市町が実施する歴史資料として重要な情報が記録された公文書その他の文

書の利用の促進に関し、市町に対し、必要な情報の提供、助言その他の支援を行うもの

とする。 

(実施機関による利用の特例) 

第 23 条 特定歴史公文書等を移管した実施機関がそれぞれその所掌事務または業務を

遂行するために必要であるとして当該特定歴史公文書等について利用請求をした場合

には、第 13 条第 1 項第 1 号、第 14 条第 1 項第 1 号、第 16 条および第 21 条の規定は、

適用しない。 
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(特定歴史公文書等の廃棄) 

第 24 条 知事は、特定歴史公文書等として保存されている文書が歴史資料として重要

でなくなったと認める場合には、当該文書を廃棄することができる。 

2 知事は、前項の規定により特定歴史公文書等を廃棄しようとするときは、あらかじ

め、審議会の意見を聴かなければならない。 

第 4 章 審査請求 

(審理員に関する規定の適用除外) 

第 25 条 利用決定等または利用請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不

服審査法(平成 26 年法律第 68 号)第 9 条第 1 項の規定は、適用しない。 

(審議会への諮問等) 

第 26 条 利用決定等または利用請求に係る不作為について審査請求があったときは、

知事は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審議会に諮問しなければ

ならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等の全部

を利用させることとするとき。ただし、当該特定歴史公文書等の利用について反対意見

書が提出されているときを除く。 

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第 9 条第 3 項において読み替えて適用す

る同法第 29 条第 2 項の弁明書の写しを添えてしなければならない。 

3 知事は、第 1 項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、

速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。 

(諮問をした旨の通知) 

第 27 条 知事は、前条第 1 項の規定により諮問をしたときは、次に掲げる者に対し、

諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人および参加人(行政不服審査法第 13条第 4項に規定する参加人をいう。

以下この章において同じ。) 

(2) 利用請求者(利用請求者が審査請求人または参加人である場合を除く。) 

(3) 当該審査請求に係る特定歴史公文書等の利用について反対意見書を提出した第三

者(当該第三者が審査請求人または参加人である場合を除く。) 

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 

第 28 条 第 19 条第 4 項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につ

いて準用する。 

(1) 利用決定に対する第三者からの審査請求を却下し、または棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る利用決定等(利用請求に係る特定歴史公文書等の全部を利用させ

る旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る特定歴史公文書等を利用させる旨

の裁決(第三者である参加人が当該特定歴史公文書等を利用させることに反対の意思を

表示している場合に限る。) 

第 5 章 人材育成 
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第 29 条 実施機関は、当該実施機関の職員に対し、現用公文書の管理を適正かつ効率

的に行うことができるよう、必要な知識および技能を習得させ、および向上させるため

に必要な研修を行うものとする。 

2 知事は、その職員に対し、公文書館における特定歴史公文書等の適切な保存および

利用の促進ならびに歴史公文書等の公文書館への適切な移管を図る上で必要な知識お

よび技能を有する人材の確保および資質の向上を図るため、必要な研修の実施その他の

人材育成のために必要な措置を講ずるものとする。 

第 6 章 雑則 

(現用公文書の管理状況等の公表) 

第 30 条 知事は、毎年度、現用公文書の管理状況および特定歴史公文書等の保存、利

用等に関する状況について取りまとめ、これを公表するものとする。 

(出資法人の文書管理) 

第 31 条 県が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人であって、

実施機関が定めるもの(次項において「出資法人」という。)は、当該出資の公共性に鑑

み、その保有する文書の適正な管理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

2 実施機関は、出資法人において、その性格、業務内容等に応じた文書の適正な管理

が推進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

(指定管理者の文書管理) 

第 32 条 県の公の施設(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 244 条第 1 項に規定す

る公の施設をいう。以下この項において同じ。)の管理を行う指定管理者(同法第 244 条

の 2 第 3 項に規定する指定管理者をいう。次項において同じ。)は、その保有する文書

であって、その管理を行う公の施設に係るものの適正な管理に関し必要な措置を講ずる

よう努めなければならない。 

2 実施機関は、指定管理者において、文書の適正な管理が推進されるよう、必要な措

置を講ずるものとする。 

(刑事訴訟に関する書類等の取扱い) 

第 33 条 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)第 53 条の 2 第 3 項に規定する訴訟に関

する書類(以下この条において「刑事訴訟に関する書類」という。)については、第 2 章

の規定は、適用しない。 

2 実施機関は、刑事訴訟に関する書類が歴史公文書等に該当すると認めるときは、知

事と協議し、当該刑事訴訟に関する書類を公文書館に移管することができる。 

3 実施機関は、前項の規定により公文書館に移管する刑事訴訟に関する書類について、

公文書館において利用の制限を行うことが適切であると認める場合には、その旨の意見

を付さなければならない。 

4 前項の規定により意見が付された特定歴史公文書等について利用請求があったとき

は、第 14 条の規定にかかわらず、知事は、利用の制限を行うものとする。  

5 刑事訴訟法第 53 条の 2 第 4 項に規定する押収物については、この条例の規定は、適

https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000569
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000582
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000132
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000132
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000594
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000597
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html#e000000296
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用しない。 

(規則への委任) 

第 34 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で

定める。  
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20 滋賀県立公文書館の設置および管理に関する条例 

 

(設置) 

第 1 条 特定歴史公文書等(滋賀県公文書等の管理に関する条例(平成 31 年滋賀県条例

第 4 号)第 2 条第 4 項に規定する特定歴史公文書等をいう。以下同じ。)を適切に保存

し、一般の利用に供するため、滋賀県立公文書館(以下「公文書館」という。)を大津市

京町四丁目に設置する。 

(業務) 

第 2 条 公文書館は、次に掲げる業務を行う。 

(1) 特定歴史公文書等を収集し、および保存すること。 

(2) 特定歴史公文書等の展示、インターネットの利用による提供その他の方法により

特定歴史公文書等を一般の利用に供すること。 

(3) 特定歴史公文書等に関する講演会、講習会等の開催その他の情報提供を行うこと。 

(4) 特定歴史公文書等に関する調査研究を行うこと。 

(5) その他公文書館の設置の目的を達成するために必要な業務 

(開館時間等) 

第 3 条 公文書館の開館時間は、午前 9 時から午後 5 時までとする。 

2 公文書館の休館日は、次のとおりとする。 

(1) 日曜日および土曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日 

(3) 12 月 29 日から翌年の 1 月 3 日までの日(前号に掲げる日を除く。) 

3 知事は、必要と認めるときは、第 1 項に規定する開館時間を変更し、または前項に

規定する休館日を変更し、もしくは臨時に休館日を定めることができる。 

(委任) 

第 4 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。 

  

https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html?id=j2_k4
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001655.html?id=j2_k4
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001657.html#e000000051
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001657.html#e000000043
https://www.pref.shiga.lg.jp/site/jourei/reiki_int/reiki_honbun/k001RG00001657.html#e000000045
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21 岐阜関ケ原古戦場記念館条例 

 

（設置） 

第一条 関ケ原の戦いの歴史を伝えること及び関ケ原古戦場の魅力を発信することに

より、関ケ原古戦場を核とした広域観光の推進を図り、もって地域の発展に寄与するた

め、関ケ原町に岐阜関ケ原古戦場記念館（以下「記念館」という。）を設置する。  

（事業） 

第二条 記念館は、次に掲げる事業を行う。 

一 関ケ原の戦いに関する理解の増進に関すること。 

二 関ケ原の戦いに関する資料の収集、保管及び展示並びに調査研究に関すること。  

三 関ケ原古戦場の魅力の発信に関すること。 

四 記念館を利用する者への便宜の供与に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、記念館の設置の目的を達成するために必要なこと。  

（入館料） 

第三条 記念館の展示室等に入室しようとする者は、別表に掲げる額の入館料を納入し

なければならない。 

２ 入館料は、前納しなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めると

きは、この限りでない。 

３ 納入した入館料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

４ 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、入館料を減免することが

できる。 

（遵守義務） 

第四条 記念館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

一 記念館の施設、設備、資料等を毀損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 記念館の資料の撮影、模写、模造等の行為をしないこと。 

七 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、記念館を利用する者が前項の規定に違反した場合は、当該職員をしてその

行為をやめることを指示させ、これに従わないときは、記念館から退去を命ずることが

できる。 

（岐阜関ケ原古戦場記念館協議会） 

第五条 記念館の運営に関し知事の諮問に応ずるとともに、知事に対して意見を述べる

機関として、岐阜関ケ原古戦場記念館協議会（以下「協議会」という。）を置く。  

第六条 協議会は、委員九人以内で組織する。 
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２ 委員は、学識経験のある者、観光振興に携わる者その他知事が記念館の運営に資す

ると認める者のうちから知事が任命する。 

３ 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

第七条 協議会に会長を置き、委員のうちから互選する。 

２ 会長は、協議会の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員

がその職務を代理する。 

第八条 協議会の会議は、会長が招集する。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の

決するところによる。 

（過料） 

第九条 第四条第二項の規定による退去の命令に従わない者は、五万円以下の過料に処

する。 

（委任） 

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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22 岐阜かかみがはら航空宇宙博物館条例 

 

（設置） 

第一条 航空宇宙に関する資料を収集し、及び展示し、並びに航空宇宙技術史及び航空

宇宙開発への挑戦の物語を伝えることにより、将来の航空宇宙産業を担う人材の育成を

図り、もって産業の振興及び地域の活性化に寄与するため、各務原市に岐阜かかみがは

ら航空宇宙博物館（以下「博物館」という。）を設置する。 

（使用の許可） 

第二条 博物館（附属施設設備等を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、あら

かじめ知事（第十条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者（同項の規定

による指定を受けた者をいう。以下同じ。）。以下この条から第五条まで及び第九条にお

いて同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可に博物館の管理上必要な条件を付けることができる。 

（使用の不許可） 

第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、博物館の使用を許可しないこ

とができる。 

一 博物館の管理上支障があるとき。 

二 博物館を使用させることが適当でないと認められるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第四条 知事は、第二条第一項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各

号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずること

ができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

三 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。 

四 博物館の管理上知事が必要と認めてする指示に従わないとき。 

五 詐欺その他不正な行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになっ

たとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（特別設備） 

第五条 使用者は、博物館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の許可

を受けなければならない。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

（利用料金） 

第六条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二百四十

四条の二第八項の規定により、博物館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。 
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３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、

規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。  

（利用料金の納入等） 

第七条 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると

認める場合は、この限りでない。 

３ 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その

全部又は一部を返還することができる。 

４ 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免す

ることができる。 

（原状回復義務） 

第八条 使用者は、博物館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しな

ければならない。第四条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。 

（遵守義務） 

第九条 博物館を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。ただし、使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内におい

て行う行為は、この限りでない。 

一 博物館の施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従

わないときは、博物館から退去を命ずることができる。 

（指定管理者の指定） 

第十条 法第二百四十四条の二第三項の規定により、博物館の管理を知事が指定する法

人その他の団体に行わせるものとする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、博

物館の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成し、知

事に申請しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も

適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する

ものとする。 

一 県民が博物館を平等に利用するために必要な措置が講じられていること。 

二 博物館の管理に関する事業計画が、博物館の適正な管理のために適切なものである

こと。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者である
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こと。 

４ 第二項の規定による申請をした者が法第二百四十四条の二第十一項の規定により

指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である場合は、前

項の規定による指定をしないものとする。 

５ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更が

あったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の

規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 

一 博物館の管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わな

いとき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

三 第十三条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部（第六条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止

を命じた場合等で、知事が臨時に博物館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を

指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表に掲げる額の範囲内で

知事が定める使用料を徴収する。 

３ 前項の場合にあっては、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「指

定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるもの

とする。 

（業務の範囲） 

第十二条 博物館の管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第二条から第五条ま

で及び第九条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 

一 博物館を活用した航空宇宙に関する理解の増進及び人材の育成に関すること。  

二 博物館の維持管理に関すること。 

三 利用者への便宜の供与に関すること。 

四 利用の促進に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めること。 

（管理の基準） 

第十三条 指定管理者が行う博物館の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 毎月第一火曜日（当該火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七

十八号）に規定する休日（以下この号及び次号において「休日」という。）である場合

には、その翌日以降の最初の休日でない日）を休業日とすること。 
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ロ 十二月二十八日から翌年の一月二日までを休業日とすること。 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当たって

は、あらかじめ知事の承認を受けること。 

二 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 土曜日、日曜日及び休日は午前十時から午後六時まで、その他の日は午前十時から

午後五時までを利用時間とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ知事の承認

を受けること。 

三 博物館の管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認を受

けて、博物館の利用を制限すること。 

四 博物館の管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知ること

のできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう

必要な措置を講ずること。 

（事業計画書の提出等） 

第十四条 指定管理者は、毎事業年度、博物館の管理に関する事業計画書を作成し、当

該事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 

（管理の休廃止） 

第十五条 指定管理者は、やむを得ない理由により博物館の管理の業務を休止し、又は

廃止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。 

（公示） 

第十六条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第十条第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第十条第五項の規定による届出があったとき。 

三 第十一条第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じたとき。 

四 前条の承認をしたとき。 

（過料） 

第十七条 第四条の規定による停止の命令又は第九条第二項の規定による退去の命令

に従わない者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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23 岐阜県県民ふれあい会館条例 

 

（設置） 

第一条 県民のふれあいと交流の促進を図るとともに、県民文化の発展に寄与するため、

岐阜市に岐阜県県民ふれあい会館（以下「会館」という。）を設置する。 

（使用の許可） 

第二条 会館（附属施設設備等を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、あらか

じめ知事（第十条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者（同項の規定に

よる指定を受けた者をいう。以下同じ。）。以下この条から第五条まで及び第九条におい

て同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可に会館の管理上必要な条件を付けることができる。  

（使用の不許可） 

第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会館の使用を許可しないこと

ができる。 

一 会館の管理上支障があるとき。 

二 会館を使用させることが適当でないと認められるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第四条 知事は、第二条第一項の規定による許可を受けた者（以下「使用者」という。）

が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命

ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

三 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。 

四 会館の管理上知事が必要と認めてする指示に従わないとき。 

五 詐欺その他不正の行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになっ

たとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（特別設備） 

第五条 使用者は、会館に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の許可を

受けなければならない。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

（利用料金） 

第六条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二百四十

四条の二第八項の規定により、会館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を

指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、

規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を得なければならない。  
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（利用料金の納入等） 

第七条 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると

認める場合は、この限りでない。 

３ 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その

全部又は一部を返還することができる。 

４ 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免す

ることができる。 

（原状回復義務） 

第八条 使用者は、会館の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなけ

ればならない。第四条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。  

（遵守義務） 

第九条 会館を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。ただし、使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内において

行う行為は、この限りでない。 

一 会館の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号のほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従

わないときは、会館から退去を命ずることができる。 

（指定管理者の指定） 

第十条 法第二百四十四条の二第三項の規定により、会館の管理を知事が指定する法人

その他の団体に行わせるものとする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、会

館の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成し、知事

に申請しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も

適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する

ものとする。 

一 県民が会館を平等に利用するために必要な措置が講じられていること。  

二 会館の管理に関する事業計画が、会館の適正な管理のために適切なものであること。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者である

こと。 

４ 第二項の規定による申請をした者が法第二百四十四条の二第十一項の規定により

指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である場合は、前
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項の規定による指定をしないものとする。 

５ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更が

あったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の

規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 

一 会館の管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わない

とき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

三 第十三条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部（第六条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止

を命じた場合等で、知事が臨時に会館の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を指

定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表に掲げる額の範囲内で知

事が定める使用料を徴収する。 

３ 前項の場合にあっては、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「指

定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるもの

とする。 

（業務の範囲） 

第十二条 会館の管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第二条から第五条まで

及び第九条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 

一 会館の維持管理に関すること。 

二 県民文化の振興に資する公演等の事業の企画及び実施に関すること。 

三 利用者への便宜の供与に関すること。 

四 利用の促進に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めること。 

（管理の基準） 

第十三条 指定管理者が行う会館の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 十二月二十九日から翌年の一月三日までを休業日とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当たっては、あ

らかじめ知事の承認を得ること。 

二 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 午前九時から午後九時三十分までを利用時間とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ知事の承認
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を得ること。 

三 会館の管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認を得て、

会館の利用を制限すること。 

四 会館の管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知ることの

できた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必

要な措置を講ずること。 

（事業計画書の提出等） 

第十四条 指定管理者は、毎事業年度、会館の管理に関する事業計画書を作成し、当該

事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、

同様とする。 

（管理の休廃止） 

第十五条 指定管理者は、やむを得ない理由により会館の管理の業務を休止し、又は廃

止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。 

（公示） 

第十六条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第十条第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第十条第五項の規定による届出があったとき。 

三 第十一条第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じたとき。 

四 前条の承認をしたとき。 

（過料） 

第十七条 第四条の規定による停止の命令又は第九条第二項の規定による退去の命令

に従わない者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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24 飛騨・世界生活文化センター条例 

 

（設置） 

第一条 生活文化を中心とした県民の文化活動及び交流の場を提供し、もって県民文化

の振興を図るとともに、地域社会の活性化に寄与するため、高山市に飛騨・世界生活文

化センター（以下「センター」という。）を設置する。 

（使用の許可） 

第二条 センター（附属施設設備等を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、あ

らかじめ知事（第十条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者（同項の規

定による指定を受けた者をいう。以下同じ。）。以下この条から第五条まで及び第九条に

おいて同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。  

（使用の不許可） 

第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、センターの使用を許可しない

ことができる。 

一 センターの管理上支障があるとき。 

二 センターを使用させることが適当でないと認められるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第四条 知事は、第二条第一項の規定による許可を受けた者（以下「使用者」という。）

が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命

ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

三 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。 

四 センターの管理上知事が必要と認めてする指示に従わないとき。 

五 詐欺その他不正の行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになっ

たとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（特別設備） 

第五条 使用者は、センターに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の許

可を受けなければならない。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

（利用料金） 

第六条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二百四十

四条の二第八項の規定により、センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、
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規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を得なければならない。  

（利用料金の納入等） 

第七条 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると

認める場合は、この限りでない。 

３ 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その

全部又は一部を返還することができる。 

４ 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免す

ることができる。 

（原状回復義務） 

第八条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復し

なければならない。第四条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。 

（遵守義務） 

第九条 センターを利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守

しなければならない。ただし、使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内にお

いて行う行為は、この限りでない。 

一 センターの施設、設備又は資料をき損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従

わないときは、センターから退去を命ずることができる。 

（指定管理者の指定） 

第十条 法第二百四十四条の二第三項の規定により、センターの管理を知事が指定する

法人その他の団体に行わせるものとする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、セ

ンターの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成し、

知事に申請しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も

適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する

ものとする。 

一 県民がセンターを平等に利用するために必要な措置が講じられていること。  

二 センターの管理に関する事業計画が、センターの適正な管理のために適切なもので

あること。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者である

こと。 
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４ 第二項の規定による申請をした者が法第二百四十四条の二第十一項の規定により

指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である場合は、前

項の規定による指定をしないものとする。 

５ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更が

あったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の

規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 

一 センターの管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わ

ないとき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

三 第十三条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部（第六条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止

を命じた場合等で、知事が臨時にセンターの管理を行うときに限り、新たに指定管理者

を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表に掲げる額の範囲内

で知事が定める使用料を徴収する。 

３ 前項の場合にあっては、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「指

定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるもの

とする。 

（業務の範囲） 

第十二条 センターの管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第二条から第五条

まで及び第九条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 

一 センターの維持管理に関すること。 

二 県民文化の振興及び地域社会の活性化に資する公演等の事業の企画及び実施に関

すること。 

三 利用者への便宜の供与に関すること。 

四 利用の促進に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めること。 

（管理の基準） 

第十三条 指定管理者が行うセンターの管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 火曜日（当該火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）

に規定する休日（以下この号において「休日」という。）である場合には、その翌日以

降の最初の休日でない日）を休業日とすること。 
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ロ 十二月二十九日から翌年一月三日までを休業日とすること。 

ハ イ及びロに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当たって

は、あらかじめ知事の承認を得ること。 

二 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 午前九時から午後九時三十分までを利用時間とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ知事の承認

を得ること。 

三 センターの管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認を

得て、センターの利用を制限すること。 

四 センターの管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知るこ

とのできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよ

う必要な措置を講ずること。 

（事業計画書の提出等） 

第十四条 指定管理者は、毎事業年度、センターの管理に関する事業計画書を作成し、

当該事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとすると

きも、同様とする。 

（管理の休廃止） 

第十五条 指定管理者は、やむを得ない理由によりセンターの管理の業務を休止し、又

は廃止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。 

（公示） 

第十六条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第十条第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第十条第五項の規定による届出があったとき。 

三 第十一条第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じたとき。 

四 前条の承認をしたとき。 

（過料） 

第十七条 第四条の規定による停止の命令又は第九条第二項の規定による退去の命令

に従わない者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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25 ぎふ清流文化プラザ条例 

 

（設置） 

第一条 県民の文化活動及び交流の場を提供し、もって県民文化の振興を図るとともに、

地域社会の活性化に寄与するため、岐阜市にぎふ清流文化プラザ（以下「文化プラザ」

という。）を設置する。 

（使用の許可） 

第二条 文化プラザ（附属施設設備等を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、

あらかじめ知事（第十条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者（同項の

規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。）。以下この条から第五条まで及び第九条

において同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可に文化プラザの管理上必要な条件を付けることができる。  

（使用の不許可） 

第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、文化プラザの使用を許可しな

いことができる。 

一 文化プラザの管理上支障があるとき。 

二 文化プラザを使用させることが適当でないと認められるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第四条 知事は、第二条第一項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次の各

号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずること

ができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

三 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。 

四 文化プラザの管理上知事が必要と認めてする指示に従わないとき。 

五 詐欺その他不正の行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになっ

たとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（特別設備） 

第五条 使用者は、文化プラザに特別の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の

許可を受けなければならない。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

（利用料金） 

第六条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二百四十

四条の二第八項の規定により、文化プラザの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、
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規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。  

（利用料金の納入等） 

第七条 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。 

２ 利用料金（駐車場の利用料金を除く。）は、前納しなければならない。ただし、指

定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 

３ 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その

全部又は一部を返還することができる。 

４ 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免す

ることができる。 

（原状回復義務） 

第八条 使用者は、文化プラザの使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復

しなければならない。第四条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とす

る。 

（遵守義務） 

第九条 文化プラザを利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵

守しなければならない。ただし、使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内に

おいて行う行為は、この限りでない。 

一 文化プラザの施設、設備等を毀損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従

わないときは、文化プラザから退去を命ずることができる。 

（指定管理者の指定） 

第十条 法第二百四十四条の二第三項の規定により、文化プラザの管理を知事が指定す

る法人その他の団体に行わせるものとする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、文

化プラザの管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成

し、知事に申請しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も

適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する

ものとする。 

一 県民が文化プラザを平等に利用するために必要な措置が講じられていること。  

二 文化プラザの管理に関する事業計画が、文化プラザの適正な管理のために適切なも

のであること。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者である
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こと。 

４ 第二項の規定による申請をした者が法第二百四十四条の二第十一項の規定により

指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である場合は、前

項の規定による指定をしないものとする。 

５ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更が

あったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第十一条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の

規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を

命ずることができる。 

一 文化プラザの管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従

わないとき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

三 第十三条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部（第六条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止

を命じた場合等で、知事が臨時に文化プラザの管理を行うときに限り、新たに指定管理

者を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表に掲げる額の範囲

内で知事が定める使用料を徴収する。 

３ 前項の場合にあっては、第七条の規定を準用する。この場合において、同条中「指

定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるもの

とする。 

（業務の範囲） 

第十二条 文化プラザの管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第二条から第五

条まで及び第九条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 

一 文化プラザの維持管理に関すること。 

二 県民文化の振興及び地域社会の活性化に資する公演等の事業の企画及び実施に関

すること。 

三 利用者への便宜の供与に関すること。 

四 利用の促進に関すること。 

五 前各号に掲げるもののほか、知事が別に定めること。 

（管理の基準） 

第十三条 指定管理者が行う文化プラザの管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 十二月二十九日から翌年一月三日までを休業日とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当たっては、あ
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らかじめ知事の承認を得ること。 

二 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 午前九時から午後九時三十分までを利用時間とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ知事の承認

を得ること。 

三 文化プラザの管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認

を得て、文化プラザの利用を制限すること。 

四 文化プラザの管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知る

ことのできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しない

よう必要な措置を講ずること。 

（事業計画書の提出等） 

第十四条 指定管理者は、毎事業年度、文化プラザの管理に関する事業計画書を作成し、

当該事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとすると

きも、同様とする。 

（管理の休廃止） 

第十五条 指定管理者は、やむを得ない理由により文化プラザの管理の業務を休止し、

又は廃止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。 

（公示） 

第十六条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第十条第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第十条第五項の規定による届出があったとき。 

三 第十一条第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部

の停止を命じたとき。 

四 前条の承認をしたとき。 

（過料） 

第十七条 第四条の規定による停止の命令又は第九条第二項の規定による退去の命令

に従わない者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第十八条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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26 岐阜県都市公園条例 

 

（総則） 

第一条 都市公園の設置及び管理に関し必要な事項は、都市公園法（昭和三十一年法律

第七十九号。以下「法」という。）及び法に基づく命令並びに他の条例に定めるものの

ほか、この条例の定めるところによる。 

（定義） 

第二条 この条例における用語の意義は、法及び都市公園法施行令（昭和三十一年政令

第二百九十号。以下「令」という。）に定めるところによる。 

（都市公園の配置及び規模の基準） 

第二条の二 法第三条第一項の条例で定める基準は、設置する都市公園の特質に応じて

その分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、容

易に利用することができるように配置し、その利用目的に応じて都市公園としての機能

を十分発揮することができるように敷地面積を定めるものとする。 

（公園施設の建築面積の割合） 

第二条の三 法第四条第一項本文の条例で定める割合は、百分の二（岐阜メモリアルセ

ンターにあつては、百分の三）とする。 

（公園施設の建築面積の割合の特例） 

第二条の四 令第六条第一項第一号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の

条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十（岐

阜メモリアルセンターにあつては、百分の十五）を限度として前条の規定により認めら

れる建築面積を超えることができることとする。 

２ 令第六条第一項第二号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の条例で定

める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二十を限度と

して前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。  

３ 令第六条第一項第三号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の条例で定

める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度とし

て前条及び前二項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

４ 令第六条第一項第四号に掲げる場合における法第四条第一項ただし書の条例で定

める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の二を限度とし

て前条及び前三項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。 

５ 令第六条第六項に規定する場合における法第五条の九第一項の規定により読み替

えて適用する法第四条第一項ただし書の条例で定める範囲は、公募対象公園施設である

建築物に限り、都市公園の敷地面積の百分の十を限度として前条の規定により認められ

る建築面積を超えることができることとする。 

６ 令第六条第七項に規定する場合における都市再生特別措置法（平成十四年法律第二

十二号）第六十二条の七第一項の規定により読み替えて適用する法第四条第一項ただし

書の条例で定める範囲は、滞在快適性等向上公園施設である建築物に限り、都市公園の
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敷地面積の百分の十を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えること

ができることとする。 

（運動施設の敷地面積の割合） 

第二条の五 令第八条第一項の条例で定める割合は、百分の五十（岐阜メモリアルセン

ターにあつては、百分の五十五）とする。 

（行為の禁止） 

第三条 都市公園を利用する者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

一 土地の形質を変更すること。 

二 公園施設を損傷し、又は汚損すること。 

三 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。 

四 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。 

五 ごみの投げ捨てその他不衛生な行為をすること。 

六 たき火その他公園施設等に危険を及ぼすおそれのある行為をすること。  

七 立入禁止区域に立ち入ること。 

八 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめておくこと。 

九 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。 

（行為の制限） 

第四条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を

受けなければならない。 

一 物品の販売その他これに類する行為をすること。 

二 業として写真又は映画の撮影をすること。 

三 興行を行うこと。 

四 展示会、競技会、集会その他これらに類する催しを行うこと。 

五 知事が定める公園施設の内部に広告物を掲出すること。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所、内容その他規則で定

める事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 

３ 第一項の許可を受けた者は、当該許可にかかる事項を変更しようとするときは、当

該事項を記載した申請書を知事に提出し、その許可を受けなければならない。 

４ 知事は、第一項に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認めら

れる場合に限り、第一項又は前項の許可を与えることができる。 

５ 知事は、第一項又は第三項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付

することができる。 

（許可の特例） 

第五条 次に掲げる者は、前条第一項の許可を受けることを要しない。 

一 法第五条第一項又は法第六条第一項若しくは第三項の許可を受けた者 

二 第八条に掲げる軽易な変更をしようとする者 

三 第九条第二項の許可を受けた者（規則で定める場合に限る。） 

四 第九条の二第一項に規定する指定管理者 
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（利用の禁止又は制限） 

第六条 知事又は第九条の二第一項に規定する指定管理者で権限を有するものは、都市

公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められるとき、又は都市公園

に関する工事若しくは公園施設の保守管理のためやむを得ないと認められるときは、区

域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。 

（公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項） 

第七条 法第五条第一項の条例で定める事項は、公園施設の設置又は管理の目的、期間、

場所、内容、方法その他規則で定める事項とする。 

２ 法第六条第二項の条例で定める事項は、工作物その他の物件又は施設の管理の方法

その他規則で定める事項とする。 

（法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更） 

第八条 法第六条第三項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。 

一 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの  

二 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの  

（有料公園及び有料公園施設） 

第九条 有料公園（有料で利用させる都市公園をいう。以下同じ。）及び有料公園施設

（有料で利用させる公園施設をいう。以下同じ。）は、別表第一のとおりとする。  

２ 有料公園及び有料公園施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより知

事に申請し、その許可を受けなければならない。 

（指定管理者の指定） 

第九条の二 知事は、別表第二に掲げる都市公園又は都市公園の一部の区域（以下「管

理公園」という。）の管理を、地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百四十

四条の二第三項の規定により、知事が指定する法人その他の団体（以下「指定管理者」

という。）に行わせるものとする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、申請書に管理公園の管理に関する事

業計画書その他規則で定める書類を添えて、知事が別に定めるところにより、知事が定

める期日までに申請しなければならない。 

３ 知事は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も適当な者を指定管理者の

候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。  

一 管理公園を県民が平等に利用するために必要な措置が講じられていること。  

二 管理公園の管理に関する事業計画が、管理公園の適正な管理のために適切なもので

あること。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者である

こと。 

四 地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消され、その取消

しの日から起算して二年を経過しない者でないこと。 

五 前各号に掲げるもののほか、別表第二の第一欄に掲げる管理公園ごとに、同表の第

二欄に掲げる要件を満たしていること。 
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４ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更が

あつたときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第九条の三 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項

の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止

を命ずることができる。 

一 管理公園の管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わ

ないとき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなつたとき。 

三 第九条の五に規定する基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部（第九条の九第一項に規定する料金の収受を含む場合に限る。）の停止

を命じた場合等で、知事が臨時に管理公園の管理を行うときに限り、新たに指定管理者

を指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表第三に掲げる額の範

囲内で知事が定める使用料を徴収する。 

（業務の範囲） 

第九条の四 別表第二の第一欄に掲げる管理公園の管理に係る指定管理者が行う業務

の範囲は、同表の第三欄に掲げるとおりとする。 

（管理の基準） 

第九条の五 指定管理者が行う管理公園の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 指定管理者は、管理公園の管理上必要があると認めるときは、あらかじめ知事の承

認を得て、管理公園の使用を制限することができる。 

二 管理公園の管理に従事している者又は従事していた者は、当該管理に関して知るこ

とのできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな

らない。 

２ 前項に規定するもののほか、別表第二の第一欄に掲げる管理公園の管理の基準は、

同表の第四欄に掲げるとおりとする。 

（事業計画書の提出等） 

第九条の六 指定管理者は、毎事業年度、管理公園の管理に係る事業計画書を作成し、

当該事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとすると

きも、同様とする。 

（管理の休廃止） 

第九条の七 指定管理者は、やむを得ない理由により管理公園の管理の業務を休止し、

又は廃止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。 

（公示） 

第九条の八 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 
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一 第九条の二第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第九条の二第四項の規定による届出があつたとき。 

三 第九条の三第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一

部の停止を命じたとき。 

四 前条の承認をしたとき。 

（利用料金） 

第九条の九 地方自治法第二百四十四条の二第八項の規定により別表第三に掲げる有

料公園又は有料公園施設の利用に係る料金を指定管理者の収入として収受させること

とし、当該料金は、同表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が定める。  

２ 指定管理者は、前項の料金を定めようとするときは、あらかじめ、規則で定めると

ころにより知事に申請し、その承認を受けなければならない。 

（使用料） 

第十条 法第五条第一項、法第六条第一項、第四条第一項又は第九条第二項の許可を受

けた者は、別表第四に掲げる額の使用料を、規則で定めるところにより納入しなければ

ならない。 

２ 法第五条第一項の規定により公園施設を設ける場合又は法第六条第一項及び第三

項の規定により都市公園を占用する場合で設ける期間又は占用する期間が一月に満た

ない場合の使用料の額は、前項の規定にかかわらず、別表第四一の表又は二の表により

算定した額に一・一を乗じて得た額とする。 

３ 既納の使用料は、返還しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、

その全部又は一部を返還することができる。 

４ 知事は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、第一項及び第二項の使用

料の全部又は一部を免除することができる。 

（変更又は廃止） 

第十条の二 知事は、都市公園の区域若しくは法第二条の二の政令で定める事項を変更

し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の変更又は廃止に係る事項その他必

要と認める事項を公告するものとする。 

（監督処分） 

第十一条 知事は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした

許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若し

くは原状回復その他必要な措置を命ずることができる。 

一 この条例の規定又はこの条例の規定による処分に違反している者 

二 この条例の規定による許可に付した条件に違反している者 

三 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者 

２ 知事は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受

けた者に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずるこ

とができる。 

一 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合 
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二 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合 

三 前二号のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合 

（公園予定区域等についての準用） 

第十二条 第三条から第七条まで及び前三条の規定は、公園予定区域又は予定公園施設

について準用する。 

（工作物等を保管した場合の公示事項） 

第十二条の二 法第二十七条第五項（法第三十三条第四項において準用する場合を含む。

次条において同じ。）の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。 

一 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量 

二 保管した工作物等の所在した場所及び当該工作物等を除却した日 

三 当該工作物等の保管を始めた日及び保管の場所 

四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事

項 

（工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第十二条の三 法第二十七条第五項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うも

のとする。 

一 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間、規則で定める場

所に掲示すること。 

二 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号に規

定する期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者等の氏名及び住所を知ることがで

きないときは、その公示の要旨を県公報に掲載すること。 

２ 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物

等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供するものとする。 

（工作物等の価額の評価の方法） 

第十二条の四 法第二十七条第六項（法第三十三条第四項において準用する場合を含む。

次条において同じ。）の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工

作物等の使用期間、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案し

てするものとする。この場合において、知事は、必要があると認めるときは、工作物等

の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第十二条の五 法第二十七条第六項の規定による保管した工作物等の売却は、規則で定

める方法により行うものとする。 

（委任） 

第十三条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（過料） 

第十四条 次の各号の一に該当する者に対しては、一万円以下の過料を科する。 

一 第三条（第十二条において準用する場合を含む。）の規定に違反して同条各号に掲

げる行為をした者 
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二 第四条第一項又は第三項（第十二条においてこれらの規定を準用する場合を含む。）

の規定に違反して同条第一項各号に掲げる行為をした者 

三 第九条第二項の規定に違反して有料公園施設を利用した者 

四 第十一条（第十二条において準用する場合を含む。）の規定による知事の命令に違

反した者 

第十五条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収

を免れた金額の五倍に相当する金額（当該五倍に相当する金額が五万円を超えないとき

は、五万円とする。）以下の過料を科する。 

第十六条 法第五条の十一の規定により知事に代わつてその権限を行う者は、前二条の

規定の適用については、知事とみなす。 
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27 岐阜県都市公園条例施行規則 

 

（総則） 

第一条 この規則は、岐阜県都市公園条例（昭和三十七年岐阜県条例第四十一号。以下

「条例」という。）第四条第二項、第五条、第七条、第九条第二項、第九条の二第二項

及び第四項、第九条の九第二項、第十条第一項、第十二条の三、第十二条の五並びに第

十三条の規定に基づき、必要な事項を定める。 

（広告物の掲出施設） 

第二条 条例第四条第一項第五号の知事が定める公園施設は、岐阜メモリアルセンター

の公園施設とする。 

（申請書の記載事項） 

第三条 条例第七条第一項（公園施設の管理の許可を申請する場合を除く。）及び第二

項の規則で定める事項は、工事実施の方法及び期間並びに都市公園の復旧方法とする。 

（申請書の様式） 

第四条 都市公園法（昭和三十一年法律第七十九号。以下「法」という。）第五条及び

第六条並びに条例第四条及び第九条の九第二項の規定により知事に提出する申請書の

様式は、それぞれ次の各号に定めるところによるものとする。 

一 法第五条第一項前段の規定により公園施設の設置の許可を申請する場合  別記第

一号様式 

二 法第五条第一項前段の規定により公園施設の管理の許可を申請する場合 別記第

二号様式 

三 法第五条第一項後段の規定により変更の許可を申請する場合 別記第三号様式 

四 法第六条第二項の規定により都市公園の占用の許可を申請する場合  別記第四号

様式 

五 法第六条第三項本文の規定により変更の許可を申請する場合 別記第三号様式 

六 条例第四条第二項の規定により都市公園内制限行為の許可を申請する場合  別記

第五号様式 

七 条例第四条第三項の規定により変更の許可を申請する場合 別記第三号様式 

八 条例第九条の九第二項の規定により利用料金の承認を申請する場合  別記第五号

様式の二 

（指定管理者指定申請書に添付すべき書類等） 

第四条の二 条例第九条の二第二項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

一 定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類 

二 法人にあつては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあつては代表者の住

民票の写し 

三 納税証明書 

四 申請を行う日の属する事業年度の収支予算書、直近事業年度の事業報告書及び直近

五事業年度の財務諸表 
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五 申請を行う事業に係る収支計画書 

２ 条例第九条の二第四項の規則で定める事項は、団体の代表者の氏名とする。  

（許可の特例） 

第四条の三 条例第五条第三号の規則で定める場合は、第六条第一項本文の規定により

利用承認通知書の交付を受けた場合及び同項ただし書の規定により有料公園施設利用

申込書に承認済の印を受けた場合とする。 

（有料公園及び有料公園施設利用許可の申請手続） 

第五条 条例第九条第二項の規定による有料公園及び有料公園施設（岐阜メモリアルセ

ンターの有料公園施設を除く。）の利用の許可の申請は、当該利用に係る有料公園又は

有料公園施設の利用料金の納入をもつて当該申請があつたものとみなす。 

２ 条例第九条第二項の規定による岐阜メモリアルセンターの有料公園施設の利用の

許可の申請は、有料公園施設利用申込書（別記第六号様式）二通を知事（条例第九条の

二第三項の規定による指定があつた場合は、指定管理者（同項の規定による指定を受け

た者をいう。以下同じ。）。次条第一項及び第六条の二第一項において同じ。）に提出す

ることにより行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、当該

各号に定める行為が行われたことをもつて、条例第九条第二項の規定による申請があつ

たものとみなす。 

一 庭球場一般コートを個人で利用する場合、水泳場、弓道場及び補助競技場を一般利

用する場合並びに本館のトレーニング室を利用する場合 利用料金の納入 

二 第一駐車場及び第二駐車場を利用する場合 駐車場への入場 

３ 前項本文の申請は、利用しようとする日（引き続き二日以上利用する場合は、その

最初の日。以下「利用日」という。）の三月前からすることができる。ただし、岐阜メ

モリアルセンターの施設を国際的、全国的又は全県的なアマチュアスポーツ大会、見本

市、展示会、集会、プロスポーツ等の興行等で利用する場合は、利用日の一年前から当

該申請をすることができる。 

第六条 条例第九条第二項の許可をしたときは、知事は、利用承認通知書（別記第六号

様式の二）を申請者に交付するものとする。ただし、前条第二項本文の規定により提出

された有料公園施設利用申込書の一通に承認済の印（別記第七号様式）を押印すること

をもつて利用承認通知書に代えることができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、前条第一項に該当する場合にあつては入園券、入館券又

は利用券（ぎふワールド・ローズガーデンにあつては別記第七号様式の二、心のテーマ

パーク養老天命反転地にあつては別記第七号様式の三、世界淡水魚園水族館にあつては

別記第七号様式の四、条例別表第三二の表に掲げる有料公園施設（心のテーマパーク養

老天命反転地及び世界淡水魚園水族館を除く。）にあつては別記第七号様式の五）を、

同条第二項第一号に該当する場合にあつては利用料金納入済証（別記第七号様式の六）

又は指定管理者の預金若しくは貯金の口座への振込みその他指定管理者が別に定める

方法により利用料金を納入するときに発行する指定管理者が別に定める領収書を、同項

第二号に該当する場合にあつては岐阜メモリアルセンター第一駐車場若しくは第二駐
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車場に自動車が入場する際に発行する駐車券（別記第七号様式の七）をもつてそれぞれ

利用承認通知書に代えるものとする。 

３ 第一項の利用承認通知書（同項ただし書又は前項の規定により利用承認通知書に代

えるものとされるものを含む。）は、有料公園又は有料公園施設を利用する際提示しな

ければならない。 

（利用許可の変更申請等） 

第六条の二 条例第九条第二項の許可を受けた者（第五条第二項本文の申請をした者に

限る。）は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、利用承認変更申込書（別

記第七号様式の八）二通を知事に提出することにより申請しなければならない。  

２ 前条第一項の規定は、前項の規定による利用の許可の変更に係る申請の場合につい

て準用する。 

（附属施設設備等の利用料金） 

第七条 条例別表第三二の表の知事が定める額は、別表第一に掲げる附属施設設備等の

区分に応じ、同表に掲げる額とする。 

（有料公園施設を一般利用する場合の利用料金） 

第八条 条例別表第三二２備考六の知事が別に定める額は、別表第二に掲げる施設の区

分に応じ、同表に掲げる額とする。 

（利用料金の納入） 

第九条 利用料金（岐阜メモリアルセンターに係るものに限る。次条及び第十一条にお

いて同じ。）は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおり全額

納入するものとする。 

一 庭球場一般コートを個人で利用する場合 利用の時までに指定管理者の事務室で

現金又は指定管理者の預金若しくは貯金の口座への振込みその他指定管理者が別に定

める方法により納入すること。 

二 水泳場、弓道場若しくは補助競技場を一般利用する場合又は本館のトレーニング室

を利用する場合 利用の時までに水泳場、弓道場、補助競技場又はトレーニング室の入

口又は指定管理者の事務室で現金により納入すること。 

三 第一駐車場又は第二駐車場を利用する場合（指定管理者が別に定める駐車場利用券

により利用する場合を除く。） 駐車場から自動車が出場する際に現金又は指定管理者

が別に定める方法により納入すること。 

四 前三号に掲げる場合以外の場合 条例第九条第二項の許可を受けた日から二十日

以内（当該許可を受けた日から二十日以内に利用日が到来する場合にあつては、当該利

用日まで）に現金又は指定管理者が別に定める方法により納入すること。 

２ 前項第四号に掲げる場合において、利用料金延納申請書（別記第八号様式）の提出

があり、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、同号に規定する期限後に納入する

ことができる。 

３ 第一項第三号の納入があったときは、利用料金納入済証（別記第八号様式の二）を

納入者に交付するものとする。 
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（利用料金後納の取扱い） 

第十条 指定管理者（岐阜メモリアルセンターの管理を行う者に限る。以下この条及び

次条において同じ。）は、前条に規定するもののほか、利用料金の納入が確実であると

認められる場合に限り、期間を定めて、利用料金後納の取扱い（利用料金を利用日の属

する月の翌月の指定管理者が指定する期日までに納入することをいう。以下同じ。）の

承認をするものとする。 

２ 前項の承認を受けようとする者は、利用料金後納申請書（別記第八号様式の三）を

指定管理者に提出しなければならない。 

３ 指定管理者は、第一項の承認を受けた者が、利用料金を同項に規定する期日までに

納入しないときは、利用料金後納の取扱いを停止し、又は当該承認を取り消すことがで

きる。 

（利用料金の返還又は減免） 

第十一条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、既納の利用料金から

当該各号に定める額の利用料金を返還する。 

一 天変地異その他利用者の責めに帰すことができない理由により岐阜メモリアルセ

ンターを利用することができなくなったとき 全額 

二 利用日の七日前までに利用料金返還申請書（別記第九号様式）の提出があり、指定

管理者が承認したとき 全額 

三 利用日の六日前から二日前までに利用料金返還申請書の提出があり、指定管理者が

承認したとき 半額 

２ 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免す

ることができる。 

３ 利用料金の減免を受けようとする者は、指定管理者が特に認める場合を除き、条例

第九条第二項の規定による利用の許可の申請をする際に、利用料金減免申請書（別記第

九号様式の二）を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。  

４ 指定管理者は、前項の規定により利用料金の減免を承認したときは、利用料金減免

承認書（別記第九号様式の二）により申請者に通知するものとする。 

（使用料の納入） 

第十二条 条例第十条に規定する使用料は、岐阜県証紙により、許可の際に納入するも

のとする。ただし、許可の期間が一年を超える場合にあつては、許可の日の属する年度

分の使用料は許可の際に、次年度分以降の使用料は各年度分を当該年度の四月二十日ま

でに納入するものとする。 

（使用料の返還又は免除） 

第十三条 条例第十条第三項ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者

は、返還の理由が生じた日から起算して十五日以内に、使用料返還申請書（別記第十号

様式）を知事に提出しなければならない。 

２ 条例第十条第四項の規定により使用料の免除を受けようとする者は、知事が特に認

める場合を除き、許可の申請をする際に、使用料免除申請書（別記第十一号様式）を知
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事に提出しなければならない。 

（工作物等を保管した場合の公示の方法） 

第十四条 条例第十二条の三第一項第一号及び同条第二項の規則で定める場所は、当該

公園管理者の事務所とする。 

２ 条例第十二条の三第二項の規則で定める保管工作物等一覧簿は、別記第十二号様式

によるものとする。 

（保管した工作物等を売却する場合の手続） 

第十五条 条例第十二条の五の規則で定める方法は、競争入札の方法とする。ただし、

競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でない

と認められる工作物等については、随意契約の方法とする。 

（準用） 

第十六条 第七条から第十一条までの規定は、条例第九条の三第一項の規定により指定

管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部（条例第九

条の九第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止を命じた場合で、

知事が臨時に管理公園の管理を行うときについて準用する。この場合において、「指定

管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものと

する。 
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28 岐阜県長良川球技場条例 

 

（設置） 

第一条 県民のスポーツ、レクリエーションその他の行事の用に供するため、岐阜市に

岐阜県長良川球技場（以下「球技場」という。）を設置する。 

（使用の許可） 

第二条 球技場（附属設備等を含む。以下同じ。）を使用しようとする者は、あらかじ

め知事（第九条第三項の規定による指定があった場合は、指定管理者（同項の規定によ

る指定を受けた者をいう。以下同じ。）。以下この条から第四条まで、第六条及び第八条

において同じ。）の許可を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の許可に球技場の管理上必要な条件を付することができる。 

（使用の不許可） 

第三条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、球技場の使用を許可しないこ

とができる。 

一 球技場の管理上支障があるとき。 

二 球技場を使用させることが適当でないと認められるとき。 

（使用許可の取消し等） 

第四条 知事は、第二条第一項の規定による許可を受けた者（以下「使用者」という。）

が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可を取り消し、又は使用の停止を命

ずることができる。 

一 この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

二 この条例に基づく許可の条件に違反したとき。 

三 許可を受けた目的以外に使用することが明らかになったとき。 

四 球技場の管理上知事が必要と認めてする指示に従わないとき。 

五 詐欺その他不正な行為によりこの条例に基づく許可を受けたことが明らかになっ

たとき。 

六 前各号に掲げる場合のほか、知事が特に必要と認めるとき。 

（利用料金） 

第五条 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。）第二百四十

四条の二第八項の規定により、球技場の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）

を指定管理者の収入として収受させるものとする。 

２ 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。 

３ 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めようとするときは、あらかじめ、

規則で定めるところにより知事に申請し、その承認を得なければならない。  

（利用料金の納入等） 

第五条の二 使用者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。  

２ 利用料金（駐車場の利用料金を除く。）は、前納しなければならない。ただし、指

定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。 
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３ 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、その

全部又は一部を返還することができる。 

４ 指定管理者は、公益上その他特別の理由があると認める場合は、利用料金を減免す

ることができる。 

（特別設備） 

第六条 使用者は、球技場に特別の設備をしようとするときは、あらかじめ知事の許可

を受けなければならない。 

２ 第二条第二項の規定は、前項の許可について準用する。 

（原状回復義務） 

第七条 使用者は、球技場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しな

ければならない。第四条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。 

（遵守義務） 

第八条 球技場を利用する者（以下「利用者」という。）は、次に掲げる事項を遵守し

なければならない。ただし、使用者が第二条第一項の許可を受けた目的の範囲内におい

て行う行為は、この限りでない。 

一 球技場の施設、設備等をき損し、又は汚損しないこと。 

二 他人に危害又は迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

三 他人に危害又は迷惑を及ぼす物を携帯しないこと。 

四 物品を陳列し、若しくは販売し、又は広告等を配布しないこと。 

五 火気又は危険物を取り扱わないこと。 

六 前各号に掲げるもののほか、知事が指示する事項 

２ 知事は、利用者が前項の規定に違反した場合は、その行為の中止を命じ、これに従

わないときは、球技場から退去を命ずることができる。 

（指定管理者の指定） 

第九条 法第二百四十四条の二第三項の規定により、球技場の管理を知事が指定する法

人その他の団体に行わせるものとする。 

２ 前項の規定による指定を受けようとする者は、知事が別に定めるところにより、球

技場の管理に関する事業計画書その他規則で定める書類を添付した申請書を作成し、知

事に申請しなければならない。 

３ 知事は、前項の規定による申請が次の各号のいずれにも該当する者のうちから最も

適当な者を指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定する

ものとする。 

一 県民が球技場を平等に利用するために必要な措置が講じられていること。 

二 球技場の管理に関する事業計画が、球技場の適正な管理のために適切なものである

こと。 

三 前号の事業計画の適正な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有する者である

こと。 

４ 第二項の規定による申請をした者が法第二百四十四条の二第十一項の規定により
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指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者である場合は、前

項の規定による指定をしないものとする。 

５ 指定管理者は、その名称、主たる事務所の所在地その他規則で定める事項に変更が

あったときは、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 

（指定管理者の指定の取消し等） 

第十条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第三項の規

定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命

ずることができる。 

一 球技場の管理の業務又は経理の状況に関し、知事が必要と認めてする指示に従わな

いとき。 

二 前条第三項各号のいずれかに該当しなくなったとき。 

三 第十二条各号に掲げる基準を遵守しないとき。 

四 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でな

いと認めるとき。 

２ 前項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全

部若しくは一部（第五条第一項に規定する利用料金の収受を含む場合に限る。）の停止

を命じた場合等で、知事が臨時に球技場の管理を行うときに限り、新たに指定管理者を

指定し、又は当該停止の期間が終了するまでの間、知事は、別表に掲げる額の範囲内で

知事が定める使用料を徴収する。 

３ 前項の場合にあっては、第五条の二の規定を準用する。この場合において、同条中

「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替える

ものとする。 

（業務の範囲） 

第十一条 球技場の管理に関し、指定管理者が行う業務の範囲は、第二条から第四条ま

で、第六条及び第八条に規定するもののほか、次に掲げるとおりとする。 

一 球技場の維持管理に関すること。 

二 利用者への便宜の供与に関すること。 

三 利用の促進に関すること。 

四 前三号に掲げるもののほか、知事が別に定めること。 

（管理の基準） 

第十二条 指定管理者が行う球技場の管理の基準は、次に掲げるとおりとする。 

一 営業及び休業については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 火曜日（当該火曜日が国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第百七十八号）

に規定する休日（以下この号において「休日」という。）である場合には、その翌日以

降の最初の休日でない日）を休業日とすること（第三駐車場を除く。）。 

ロ 毎月第一火曜日及び第三火曜日（それらの火曜日が休日である場合には、その翌日

以降の最初の休日でない日）を休業日とすること（第三駐車場に限る。）。 

ハ 十二月二十九日から翌年の一月三日までを休業日とすること。 
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ニ イ、ロ及びハに掲げるもののほか、臨時に休業し、又は休業日に業務を行うに当た

っては、あらかじめ知事の承認を得ること。 

二 利用時間については、次に掲げるとおりとすること。 

イ 午前九時から午後九時までを利用時間とすること。 

ロ イに掲げるもののほか、利用時間を変更するに当たっては、あらかじめ知事の承認

を得ること。 

三 球技場の管理に当たって必要があると認める場合には、あらかじめ知事の承認を得

て、球技場の利用を制限すること。 

四 球技場の管理に従事している者又は従事していた者が、当該管理に関して知ること

のできた個人に関する情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう

必要な措置を講ずること。 

（事業計画書の提出等） 

第十三条 指定管理者は、毎事業年度、球技場の管理に関する事業計画書を作成し、当

該事業年度の開始前に、知事に提出しなければならない。これを変更しようとするとき

も、同様とする。 

（管理の休廃止） 

第十四条 指定管理者は、やむを得ない理由により球技場の管理の業務を休止し、又は

廃止するときは、あらかじめ知事の承認を受けるものとする。 

（公示） 

第十五条 知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。 

一 第九条第三項の規定による指定をしたとき。 

二 第九条第五項の規定による届出があったとき。 

三 第十条第一項の規定により指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の

停止を命じたとき。 

四 前条の承認をしたとき。 

（過料） 

第十六条 第四条の規定による停止の命令又は第八条第二項の規定による退去の命令

に従わない者は、五万円以下の過料に処する。 

（委任） 

第十七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 
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29 岐阜県私債権の管理に関する条例 

 

（目的） 

第一条 この条例は、県が有する私債権（金銭の給付を目的とする県の権利のうち、そ

の消滅時効について地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百三十六条第二項

の規定の適用を受けないものをいう。以下同じ。）の管理に関し必要な事項を定めるこ

とにより、その管理の一層の適正化を図ることを目的とする。 

（法令等との関係） 

第二条 私債権の管理については、法令又は他の条例に特別の定めがある場合を除くほ

か、この条例の定めるところによる。 

（知事の責務） 

第三条 知事は、法令、条例及び規則に基づき、適正かつ効率的に私債権の管理を行わ

なければならない。 

２ 知事は、私債権の管理に関する事務の状況を的確に把握するとともに、私債権を適

正かつ効率的に管理するための体制を整備するものとする。 

（放棄） 

第四条 知事は、私債権について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該私債権

及びその履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金に係る債権を放棄することがで

きる。 

一 消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込みがあるとき。  

二 消滅時効が完成し、かつ、債務者に強制執行の対象となる財産がないとき。 

三 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産

の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権に優先して弁済を受ける県の債

権及び県以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。 

四 破産法（平成十六年法律第七十五号）第二百五十三条第一項、会社更生法（平成十

四年法律第百五十四号）第二百四条第一項その他の法令の規定により債務者がその責任

を免れたとき。 

（報告） 

第五条 知事は、前条の規定による放棄をしたときは、当該放棄をした日の属する年度

の翌年度において、その概要を議会に報告しなければならない。 
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30 岐阜県遺失物取扱要領 

平成２１年９月１５日管第２４５号 

（趣旨） 

第１ この要領は、遺失物法（平成１８年法律第７３号）に定めがあるもののほか、庁

内（県の庁舎及びその付属施設並びにこれらの敷地をいう。以下同じ。）における遺失

物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。 

（主務課等及び遺失物取扱責任者） 

第２ 遺失物にかかる事務は、県庁舎にあっては総務部管財課において、現地機関の庁

舎にあっては当該現地機関（総合庁舎にあっては庁舎管理を行う現地機関）においてこ

れを行い、それぞれの長を遺失物取扱責任者とする。 

（拾得物の受理等） 

第３ 遺失物取扱責任者は、庁内で遺失物を拾得した旨の届出を受け、拾得者から請求

があったときは、所要事項を聴取のうえ、仮拾得物預かり書（様式１）を交付するもの

とする。ただし、拾得者が遺失物法第２条に規定する施設占有者であるときは仮拾得預

かり書を交付しない。 

第４ 遺失物取扱責任者は、遺失物の拾得の届出を受けたときは拾得物一覧簿（様式２）

を作成するとともに、警察署長に提出するまでの間、次に掲げる事項を庁舎内に掲示又

は自由に閲覧できるようにするものとする。 

・ 物件の種類及び特徴 

・ 物件の拾得届出日時及び場所 

第５ 遺失物取扱責任者は、拾得者から届出のあった遺失物を拾得物送付書（様式３）

を添えて原則７日以内に所轄の警察署長に提出するとともに、警察署長の発行する拾得

物預かり書を受領し、仮拾得物預かり書と引き換えに拾得者に交付する。 

（遺失者への返還手続き） 

第６ 遺失物取扱責任者が拾得物を警察署長に提出する前に遺失者から申し出があり、

当該拾得物の所有権者であると確認したときは、当該遺失者に本文第４に規定する拾得

物一覧簿中遺失者署名欄への所要事項の記載及び署名をさせて、返還する。  

 返還した後、本文第３に規定する仮拾得物預かり書を交付した者のうち、拾得物に関

する権利を放棄していない者にその旨を通知するものとする。 

第７ 遺失物取扱責任者は、拾得者の同意がある時に限り、遺失者の求めに応じ、拾得

者の氏名及び連絡先を告知することができる。 

第８ 遺失物取扱責任者が拾得物を警察署長に提出した後に遺失者より申し出があっ

たときは、警察署で手続きを行うよう伝えるものとする。 

 遺失物取扱責任者は、施設占有者が拾得した遺失物について県に帰属することとなっ

たものについては、これを警察署長からひきとらないことができる。 
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31 岐阜市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例 

 

(目的) 

第 1 条 この条例は、提言、要望等及び不当要求行為への対応に関し必要な事項を定め

ることにより、職員の公正な職務の執行の確保を図り、もって市政に対する市民の信頼

を確立することを目的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和 25 年法律第 261 号)第 6 条第 1 項に規定する任命

権者(同条第 2 項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。 

(2) 職員 地方公務員法第 3 条第 2 項に規定する一般職に属する職員(任命権者を除

く。)及び同条第 3 項第 3 号に規定する非常勤の嘱託員をいう。 

(3) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例及び規則(地方自治法(昭和 22 年

法律第 67 号)第 138 条の 4 第 2 項に規定する規程、地方公営企業法(昭和 27 年法律第

292 号)第 10 条に規定する企業管理規程その他の地方公共団体の長以外の機関の定める

規則その他規程を含む。)並びに任命権者がその職務を執行するために定める基準をい

う。 

(4) 提言、要望等 任命権者及び職員以外のものからの職務に関する政策提言、要望、

要請、依頼、陳情、提案その他のこれらに類する意見の表明(官公署の職務によるもの

を除く。)をいう。 

(5) 特定提言、要望等 特定の法人その他の団体又は個人のために有利な取扱い又は

不利な取扱いを求める提言、要望等であって、規則で定めるものをいう。 

(6) 不当要求行為 次のアからカまでのいずれかに該当する行為をいう。 

ア 正当な理由なく面会を強要し、又は拒否されたにもかかわらず営業を行う行為  

イ 正当な理由なく義務のないことを行わせ、又は権利若しくは権限の行使を妨げる行

為 

ウ 岐阜市暴力団排除条例(平成 24 年岐阜市条例第 13 号)第 6 条に規定する不当要求

行為等 

エ アからウまでに掲げるもののほか、法令等に違反することを行うことを求める行為 

オ 暴力的行為、威圧的な言動、大声その他の社会的相当性を逸脱する手段を伴う行為 

カ アからオまでに掲げるもののほか、職員の公正な職務の執行を妨げることが明白で

ある行為 

(7) 不当要求行為等 不当要求行為及び不当要求行為に該当するおそれがある行為を

いう。 

(任命権者の責務) 

第 3 条 任命権者は、職員の公正な職務の執行を確保するための体制の整備、研修の実

施その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#l000000000
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000023
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000023
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000051
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000070
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001473.html?id=j6
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000051
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000057
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000051
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000067
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(職員の責務) 

第 4 条 職員は、提言、要望等を誠実に受け止めるとともに、適正に対応し、公正な職

務の執行に当たらなければならない。 

2 職員は、特定提言、要望等を受けたときは、他のものの権利利益を侵害することが

ないよう留意するとともに、正当な理由なく、特定のものに対して有利な取扱い又は不

利な取扱いをしないよう、慎重かつ適切に対応しなければならない。 

3 職員は、不当要求行為等を受けた場合は、組織的に毅然とした態度で対応し、不当

要求行為と判断したときは、これを拒否しなければならない。 

(市民等の責務) 

第 5 条 市民その他職員の職務の執行に関係する者は、不当要求行為により職員の公正

な職務の執行を妨げてはならない。 

(提言、要望等の記録) 

第 6 条 職員は、提言、要望等を受けたときは、記録するものとする。 

(記録の例外) 

第 7 条 前条の規定にかかわらず、職員は、提言、要望等が次の各号のいずれかに該当

するときは、当該提言、要望等を記録しないことができる。 

(1) 公式又は公開の場において提言、要望等があった場合において、議事録その他こ

れに類するものに記録するとき。 

(2) 単なる問合せ又は事実関係の確認であることが明らかであるとき。 

(3) その場で用件が終了し、職員が提言、要望等を行った者に対して改めて対応し、

又は回答する必要がないとき。 

(4) 公の施設その他これに類する施設を利用する市民等その他関係者がその利用に関

し日常的に行う提言、要望等であるとき。 

(5) 多数の市民等に順次応対する場合であって、提言、要望等を記録することが困難

であるとき又は個別に記録する必要性が乏しいとき。 

(6) 法令等その他市長が適当と認める方法に基づき提出され、又は記録するとき。  

(特定提言、要望等への対応) 

第 8 条 職員は、特定提言、要望等を受けた場合は、前条第 6 号に該当するときを除

き、第 6 条の規定による記録をするとともに、規則で定めるところにより対応するもの

とする。 

(不当要求行為等への対応) 

第 9 条 職員は、不当要求行為等を受けたときは、第 6 条の規定による記録(不当要求

行為等が提言、要望等に該当しない場合にあっては、同条の規定による記録に準じた記

録)をするとともに、規則で定める方法により記録するものとする。ただし、やむを得

ない事由がある場合は、この限りでない。 

2 任命権者は、不当要求行為を受けたときは、次条第 1 項の規定による警告(以下「警

告」という。)、第 11 条第 1 項の規定による公表(以下「公表」という。)その他の不当

要求行為を中止させるために必要かつ適当な措置を講ずるものとする。 

https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000103
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000117
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000132
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000103
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000103
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000103
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000161
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000171
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(警告) 

第 10 条 任命権者は、不当要求行為が職員の公正な職務の執行を妨げると認めるとき

は、当該不当要求行為を行った者(以下「不当要求行為者」という。)に対し、不当要求

行為を再度行わないよう警告するものとする。 

2 任命権者は、警告をする場合又は不当要求行為等が不当要求行為に該当するかどう

かの判断に必要と認める場合は、あらかじめ、岐阜市公正職務審査会 (第 13 条第 1 項を

除き、以下「審査会」という。)に諮問し、その意見を求めることができる。 

(公表) 

第 11 条 任命権者は、警告をした場合において、その後も不当要求行為を受けたとき

は、次に掲げる事項を公表することができる。 

(1) 不当要求行為者の氏名(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及

び主たる事務所の所在地) 

(2) 不当要求行為の内容 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項 

2 任命権者は、公表をしようとするときは、あらかじめ、不当要求行為者に対してそ

の旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。 

3 任命権者は、前項の規定による手続を行った場合において、なお公表をしようとす

るときは、あらかじめ、審査会に諮問し、その意見を求めなければならない。  

(関係機関への情報提供) 

第 12 条 任命権者は、不当要求行為を受けたときは、必要に応じ、警察その他の関係

機関に対して当該不当要求行為に係る情報を提供することができる。 

(岐阜市公正職務審査会) 

第 13 条 次に掲げる事項に係る調査及び審議をするため、岐阜市公正職務審査会を置

く。 

(1) 第 10 条第 2 項及び第 11 条第 3 項の規定によりその権限に属させられた不当要求

行為等に係る事項 

(2) 前号に掲げるもののほか、公正な職務の執行の確保に関し市長が必要と認める事

項 

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

(運用状況の公表) 

第 14 条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。 

(委任) 

第 15 条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

  

https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000200
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000173
https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000183
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https://www1.g-reiki.net/gifu/reiki_honbun/i700RG00001701.html#e000000202
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32 アンケート調査票（県有文化施設） 

 

県有文化施設全 14 施設について、県庁担当課（文化創造課、文化伝承課、地

域産業課、法務・情報公開課、観光資源活用課、航空宇宙産業課）に対して、令

和３年７月 30 日に、アンケート調査票を発送した。 

令和３年８月 31 日（原則）を締切とし、県庁担当課、現地機関、指定管理者

からの回答を得た。 

アンケート調査票の具体的内容は、別添のとおりである。 
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33 アンケート調査票（都市公園課） 

 

県営都市公園全８施設について、県庁担当課（都市公園課、地域スポーツ課）

に対して、令和３年７月 30 日に、アンケート調査票を発送した。 

令和３年８月 31 日（原則）を締切とし、県庁担当課、現地機関、指定管理者

からの回答を得た。 

アンケート調査票の具体的内容は、別添のとおりである。 

 



通番 回　答 提出を依頼する資料 ☑
第１ 施設運営

1 事業計画等について

1 ( 1 )
施設全体の基本事業計画（グランドデザイン等その名称は問いません。）は作成していま
すか。

事業計画の分かる資料

2 ( 2 ) 個別事業の年間予定計画は作成していますか。 個別事業の年間予定計画の分かる資料

3 ( 3 ) 過去５年度（平成28年度～令和２年度）の入館者・利用者の数を教えて下さい。
過去５年度の入館者・利用者数が分かる
資料

4 ( 4 ) 過去５年度（平成28年度～令和２年度）の施設の収支状況を教えて下さい。
過去５年度の施設の収支状況の分かる資
料

5 ( 5 ) 施設の建設年月及び取得価格を教えて下さい。 公有財産台帳

6 ( 6 )
過去５年度（平成28年度～令和２年度）において、基本事業計画に対する達成度・課題等
に関する評価は行っていますか。

過去５年度の基本事業計画に対する評価
結果の分かる資料

7 ( 7 )
過去５年度（平成28年度～令和２年度）において、個別事業計画に対する達成度・課題等
に関する評価は行っていますか。

過去５年度の個別事業計画に対する評価
結果の分かる資料

8 ( 8 ) ア 入館者・利用者向けのアンケートを実施していますか。 現在使用しているアンケート用紙

9 イ
アが☑はいの場合、過去５年度（平成28年度～令和２年度）のアンケート結果及びその分
析結果を教えて下さい。

過去５年度のアンケート結果及びその分
析結果が分かる資料

2 運営協議会、外郭団体、提携・連携組織について

10 ( 1 ) 運営協議会（名称は問いません。）は存在しますか。
運営協議会の組織等が分かる資料、要
綱、令和２年度の議事録

11 ( 2 ) 外郭団体は存在しますか。
外郭団体に関する資料、支出内容の分か
る資料

12 ( 3 ) 提携・連携している市町は存在しますか。
提携・連携先の市町名、その内容の分か
る資料（協定書等）

13 ( 4 ) 提携・連携している他施設は存在しますか。
提携・連携先の施設名、その内容の分か
る資料（協定書等）

第２ 事業（指定管理者による自主事業を除く。）
1 広報等について

14 ( 1 ) ア パンフレットの作成・管理を、業社に委託していますか。

15 イ
アが☑はいの場合、業者への委託は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約のどれ
を選択していますか。

委託内容・費用等が分かる資料（業務委
託契約書等）

16 ウ パンフレットを施設外に配布・設置していますか。

17 エ ウが☑はいの場合、配布・設置先はどの施設・団体等ですか。

18 ( 2 ) ア ＨＰ等（Facebook、Instagramを含む。）の作成・管理を、業者に委託していますか。

19 イ
アが☑はいの場合、業者への委託は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約のどれ
を選択していますか。

委託内容・費用等が分かる資料（業務委
託契約書等）

20 ウ ＨＰ等の更新・確認の頻度を教えて下さい。 頻度：

21 エ ＨＰ等の掲載事項について検討する委員会等の組織がありますか。

22 オ エが☑はいの場合、その委員会等の組織体制及びその根拠規定を教えて下さい。
委員会等の組織体制（構成員、役職、人
数、経歴等）及び根拠規定が分かる資料
（規則、要領、マニュアル等）

23 カ エが☑はいの場合、直近の組織における議事内容を教えて下さい。
直近の委員会等の議事内容が分かる資
料（議事録等）

24 キ ＨＰ等について、施設独自の保存先（サーバー）はありますか。

25 ク
キが☑はいの場合、保存先（サーバー）業者の選定・契約は、一般競争入札、指名競争
入札、随意契約のどれを選択していますか。

サーバーの名称、契約内容・費用等が分
かる資料（サーバーレンタル契約書等）

26 ( 3 ) その他広報活動として行っていることがありましたら教えて下さい。

2 利用料金の徴収について

27 ( 1 ) 利用料金に関する徴収手続を定めた規定はありますか。 徴収規則、要領、マニュアル等

28 ( 2 ) ア 前売券等、利用料金を事前（利用日前）に徴収する場合はありますか。

29 イ アが☑はいの場合、利用中止時の利用料金の払戻しはありますか

30 ウ イが☑はいの場合、払戻しに関する規定はありますか。
払戻し方法等が分かる資料（規則、要領、
マニュアル等）

指定管理者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　 課・役職・担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　      電話番号：　   　　　　　　　　　　　  Mail：

令和３年度岐阜県包括外部監査に関するアンケート調査票（文化施設）

１　はじめに
（１）本調査は、地方自治法第252条の33第１項の規定により、ご協力をお願いするものです。

令和３年７月30日
岐阜県包括外部監査人  堀　雅博

施設名：　　　　　　                   　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                    

主務課名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職・担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　           電話番号：　　　　　　　　.          Mail：

現地機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課・役職・担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　    電話番号：　　　　　　　  　　　　　　Mail：

項　目

（２）調査回答を踏まえ、ヒアリングの実施、追加資料の提出等をお願いする場合があります。その場合はご協力をお願いします。

２　調査票の記入について
（１）回答欄にチェックまたは記載をお願いします（回答に理由等を付記する場合には、適宜の書式で別紙にご記載下さい。）。
（２）対象年度は、調査項目に特段の断りがない限り、「令和２年度」です。その前提でご回答をお願いします。
（３）何らかの事情により回答が困難と考える調査項目がある場合については、事前にご相談下さい。
（４）資料提出をお願いしている箇所が複数あります。その場合、資料の写しまたはデータを下さい。

３　回答提出締切日
    令和３年８月31日（火）午後５時

４　提出先・提出方法

５　問い合わせ先

    総務部　行政管理課  （行政管理課のメール：c11127@pref.gifu.lg.jp)

（６）該当なし項目は、赤で塗りつぶし下さい。必要に応じて説明等を「コメント挿入」機能を使ってご記載下さい。

    不明点があれば、包括外部監査人堀宛てに、原則メールにてお願いします（hori-law@true.ocn.ne.jp)　。電話の場合は、「058-266-7055」までお願いします。

（５）サンプルとして提出をお願いしている資料については、個人名について、マスキングをお願い致します。

資料があるものに

☑を入れる

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ（職員で作成・管理）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

一般競争入札

指名競争入札

随意契約



31 エ
イが☑いいえの場合、新型コロナウィルスによる休館で、例外的に払戻し等に応じた事例
はありますか。

32 オ エが☑はいの場合、例外的払戻しに関する規定はありますか。
例外的払戻し方法等が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

33 カ 払戻しに関して施設独自のルールはありますか。 施設独自のルール規定等

34 ( 3 ) ア 他の施設との共通利用券はありますか。

35 イ アが☑はいの場合、どの施設との共通券になりますか。

36 ウ
イの他施設との間における利用料金の徴収及び配分等の取扱いを定めた規定等はあり
ますか。

共通券、利用料金の徴収及び配分に関す
るルール等が分かる資料（協定書、規則、
要領、マニュアル等）

37 ( 4 ) ア 最後に利用料金の改定がなされたのはいつですか。 昭和・平成・令和　　　　　　年
利用料金の改定経緯・内容等が分かる資
料（協議会議事録等）

38 イ 利用料金の改定手続は定められていますか。
利用料金の改定手続等が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

39 ( 5 ) 利用料金収入と現金有高との一致確認作業の頻度及び方法を教えて下さい。
　　　　　　　　（　　　　　　）
方法：

40 ( 6 ) 徴収した利用料金を預貯金通帳へ預け入れる頻度を教えて下さい。
　　　　　　　　（　　　　　　）

41 ( 7 ) ア 現金出納簿は作成されていますか。 令和２年度における現金出納簿

42 イ アが☑はいの場合、現金出納簿への記入頻度を教えて下さい。 　　周　　　回（　　　曜日）
　　　　　　　　（　　　　　　）

43 ( 8 ) ア 現金はどこに保管されていますか。 保管場所：

44 イ 領収書はどこに保管されていますか。 保管場所：

45 ウ 預貯金通帳はどこに保管されていますか。 保管場所：

46 エ 預貯金通帳の届出印はどこに保管されていますか。 保管場所：

47 オ 金庫はありますか。

48 カ
オで☑はいの場合、金庫の開閉につき、複数の者が関与する仕組みがとられています
か。

49 キ 現金等の保管、出納、記録等の手順に関する規定はありますか。
現金等の保管、出納等の手順が分かる資
料（規則、要領、マニュアル等）

50 ク キが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

51 ( 9 ) ア 利用料金について未収金はありますか。

52 イ アが☑はいの場合、未収金の額及びその内訳（発生年度）を教えて下さい。

未収金の額（合計）　　　　　　　　　　　円
【内訳】
令和２年度発生分（　　　）件
（合計）　　　　　　　　　　　　円
令和２年度以前発生分（　　　）件
（合計）　　　　　　　　　　　　円

53 ウ
アが☑はいの場合、未収金について、支払催告書・督促状等の書面を送付した事例はあ
りますか。

支払催告・督促の内容等が分かる資料
（催告書・督促状等）

54 エ アが☑はいの場合、利用料金に加えて延滞金を請求した事例はありますか。

55 ( 10 ) ア 債権管理に関する規定はありますか。
債権管理方法等が分かる資料（規則、要
領、マニュアル等）

56 イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

3 文化財・図書・備品（以下「物品等」といいます。）の購入について

57 ( 1 ) 物品等の年間購入計画は策定されていますか。 年間購入計画等が分かる資料

58 ( 2 ) ア 購入手続に関する規定はありますか。
物品等の調達・受入手続等が分かる資料
（規則、要領、マニュアル等）

59 ( ) イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

60 ( 3 ) ア 購入物品等の選定ついて、選考委員会等（名称は問いません。）は存在しますか。

61 イ アが☑はいの場合、選考委員会等の組織体制及び根拠規定を教えて下さい。
選考委員会等の組織体制（構成員、役
職、人数、経歴等）及び根拠規定が分かる
資料（規則、要領、マニュアル等）

62 ウ アが☑はいの場合、直近の選考委員会の議事内容を教えて下さい。
直近の選考委員会等の議事内容が分か
る資料（議事録等）

63 ( 4 ) ア 物品等の購入資金につき、基金はありますか。

64 イ
アが☑はいの場合、基金の設立概要及び過去５年度（平成28年度～令和２年度）の収支
を教えて下さい。

基金の概要及び収支が分かる資料（決算
書等）

65 ( 5 ) 物品等の納品後に、事前決裁書を作成する事例はありますか。

66 ( 6 ) ア
過去５年度（平成28年度～令和２年度）において、緊急随意契約（地方自治法施行令第１
６７条の２第５号）で購入した物品等はありますか。

　　　　　　（　　　件）

67 イ アが☑はいの場合、その理由を教えて下さい。 緊急随意契約の理由書

4 物品等の受入について

68 ( 1 ) ア 他施設、個人、団体等からの物品等の借入はありますか。

69 イ アが☑はいの場合、有償の借入物品等はありますか。

70 ウ アが☑はいの場合、借入物品等の概要を教えて下さい。
借入物品等の種類・品目・借入先・料金等
が分かる資料（借入物品目録等）

71 エ アが☑はいの場合、借入手続・内容を定めた規定はありますか。
借入手続・内容等が分かる資料（物品等
借入申入書、契約書等）

72 オ エが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

73 ( 2 ) ア 他施設、個人、団体等からの物品等の寄託はありますか。

74 イ アが☑はいの場合、寄託物品等の概要を教えて下さい。
寄託物品等の種類・品目・寄託者等が分
かる資料（寄託物品目録等）

75 ウ アが☑はいの場合、寄託手続・内容を定めた規定はありますか。
寄託手続・内容等が分かる資料（物品等
寄託申入書、契約書等）

76 ( 3 ) ア 他施設、個人、団体等からの物品等の寄贈はありますか。

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

毎日
その他

毎日
その他

毎日

その他



77 イ アが☑はいの場合、寄贈物品等の概要を教えて下さい。
寄贈物品等の種類・品目・寄贈者等が分
かる資料（寄贈物品目録等）

78 ウ アが☑はいの場合、寄贈手続・内容を定めた規定はありますか。
寄贈手続・内容等が分かる資料（物品等
寄贈申入書、契約書等）

79 エ ウが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

80 ( 4 ) ア
受入（借入、寄託、寄贈）物品等の選定ついて、選考委員会等（名称は問いません。）は
存在しますか。

81 イ アが☑はいの場合、選考委員会等の組織体制及び根拠規定を教えて下さい。
選考委員会等の組織体制（構成員、役
職、人数、経歴等）及び根拠規定が分かる
資料（規則、要領、マニュアル等）

82 ウ アが☑はいの場合、直近の選考委員会の議事内容を教えて下さい。
直近の選考委員会等の議事内容が分か
る資料（議事録等）

5 物品等の貸出について

83 ( 1 ) ア 他施設、個人、団体等への物品等の貸出はありますか。

84 イ アが☑はいの場合、有償の貸出物品等はありますか。

85 ウ アが☑はいの場合、貸出物品等の概要を教えて下さい。
貸出物品等の種類・品目・貸出先・料金等
が分かる資料（貸出物品目録等）

86 エ アが☑はいの場合、貸出手続・内容を定めた規定はありますか。
借入手続・内容等が分かる資料（物品等
借入申入書、契約書等）

87 オ エが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

88 ( 2 ) ア 購入物品等の貸出ついて、選考委員会等（名称は問いません。）は存在しますか。

89 イ アが☑はいの場合、選考委員会等の組織体制及び根拠規定を教えて下さい。
選考委員会等の組織体制（構成員、役
職、人数、経歴等）及び根拠規定が分かる
資料（規則、要領、マニュアル等）

90 ウ アが☑はいの場合、直近の選考委員会の議事内容を教えて下さい。
直近の選考委員会等の議事内容が分か
る資料（議事録等）

6 物品等の管理について

91 ( 1 ) ア
物品等について、物品台帳等と照合を行い、紛失・破損の有無その他の状況について棚
卸し・現物実査を行っていますか。

現物実査結果報告書の写し

92 イ
アが☑はいの場合、現物実査（蔵書点検）等は、どのぐらいの頻度で、いつ頃の時期に
行っていますか。

頻度：
時期：

93 ウ 直近の現物実査（蔵書点検）等の結果を教えて下さい。
現物実査等の結果が分かる資料（現物実
査結果報告書等）

94 エ 物品等の管理、検査、照合等に関する手順を定めた規定はありますか。
物品等の管理等に関する手順が分かる資
料（規則、要領、マニュアル等）

95 オ エが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

96 ( 2 ) ア 物品等のうち、使用していない又は使用頻度が著しく低いものはありますか。

97 イ アが☑はいの場合、その物品等の概要（種類、品目等）を教えて下さい。

98 ウ アが☑はいの場合、使用頻度が低い理由を教えて下さい。

99 ( 3 ) ア 施設内で物品等の紛失・損壊が生じた事例はありますか。

100 イ アが☑はいの場合、その概要を教えて下さい。 物品等の紛失・損壊に関する報告書

101 ウ 物品等の紛失・損壊事故に対応するための保険に加入していますか。

102 エ ウが☑はいの場合、加入している保険の概要を教えて下さい。 保険の概要が分かる資料（保険証券等）

103 ( 4 ) ア 貸出物品等が返却されていない事例はありますか。

104 イ 物品等の返却に関する督促は、どのような方法で行っていますか。
（該当する項目すべてにチェック）

105 ウ 物品等の返却に関する督促は、どの程度の頻度、期間で行っていますか。
頻度：　　　　に　　　　回程度
期間：　　　返却されるまで
　　　　　　　　　　が経過する程度まで

106 エ 貸出物品等の返却に関する督促・交渉の履歴は残していますか。
督促・交渉の履歴が分かる資料（交渉メモ
等）

107 オ
返却督促を続けたにもかかわらず、返却されない場合の最終的な処理方法を教えて下さ
い。

108 カ 物品等の返却督促等に関する手続を定めた規定はありますか。
物品等の返却督促手続が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

109 キ カが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

110 ( 5 ) ア 貸出物品等が紛失した事例はありますか。

111 イ 物品等の紛失者に対しては、どのような請求を行っていますか。
　　　　　　　　（
）

112 ウ 物品等の紛失者に対する請求は、どのような方法で行っていますか。
（該当する項目すべてにチェック）

113 エ 物品等の紛失者に対する請求は、どの程度の頻度、期間で行っていますか。
頻度：　　　　に　　　　回程度
期間：　　　問題解決に至るまで
　　　　　　　　　　が経過する程度まで

114 オ
請求を続けたにもかかわらず、問題解決に至れない場合の最終的な処理方法を教えて
下さい。

115 カ 貸出物品等の紛失に対する手続を定めた規定はありますか。
物品等の紛失に対する手続が分かる資料
（規則、要領、マニュアル等）

116 キ カが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

7 物品等の修繕について

117 ( 1 ) 物品等の修繕計画は策定されていますか。 修繕計画等が分かる資料

118 ( 2 ) ア 物品等の修繕手続等に関する規定はありますか。
物品等の修繕手続等が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

119 イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

120 ( 3 ) ア 物品等の修繕を業者等へ委託しているものはありますか。

121 イ
アが☑はいの場合、修繕業者の選定・契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約
のどれを選択していますか。

業者の名称、契約内容・費用等が分かる
資料（委託契約書等）

122 ( 4 ) ア 物品等の修繕・改良に際して、許諾を要する著作物はありますか。

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

電話 書面 法的手続

代替物品による返還請求

損害賠償請求

その他

電話 書面 法的手続

一般競争入札

指名競争入札

随意契約



123 イ アが☑はいの場合、著作物の利用・修繕等を定めた契約内容を教えて下さい。
著作物の利用・修繕等の内容が分かる資
料（著作物利用許諾契約書等）

124 ウ アが☑はいの場合、著作物の概要（種類、品目等）を教えて下さい。 著作物目録等

125 エ
アが☑はいの場合、著作物の利用・修繕等に関する許諾を取扱う団体（著作権管理事務
所等）の名称を教えて下さい。

126 オ 直近における著作物の修繕・改良に対する許諾の経緯・内容を教えて下さい。
許諾の経緯・内容等が分かる資料（修繕
申入書、許諾書、議事録等）

8 物品等の処分について

127 ( 1 ) ア 物品等を売却・廃棄することはありますか。

128 イ アが☑はいの場合、物品等の売却・廃棄手続に関する規定はありますか。
物品等の売却・廃棄手続等が分かる資料
（規則、要領、マニュアル等）

129 ウ イが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

130 ( 2 ) ア
売却・廃棄物品等及び売却先の選定について、選考委員会等（名称は問いません。）は
存在しますか。

131 イ アが☑はいの場合、選考委員会等の組織体制及び根拠規定を教えて下さい。
選考委員会等の組織体制（構成員、役
職、人数、経歴等）及び根拠規定が分かる
資料（規則、要領、マニュアル等）

132 ウ アが☑はいの場合、直近の選考委員会の議事内容を教えて下さい。
直近の選考委員会等の議事内容が分か
る資料（議事録等）

133 ( 3 ) ア 物品等の廃棄方法について、教えて下さい。 破棄方法：

134 イ 物品等の廃棄に関する業者選定方法を教えて下さい。
業者の名称、契約内容・費用等が分かる
資料（委託契約書等）

9 情報管理について

135 ( 1 ) ア 施設が保有する情報に関する利用・管理方法を定めた規定はありますか。
情報管理方法等の内容が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

136 イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

137 ( 2 ) ア
施設内の情報セキュリティの組織体制（情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ取扱管
理者、セキュリティリーダー（ＩＳリーダー）等）を決めていますか。

138 イ アが☑はいの場合、組織体制の概要を教えて下さい。
情報セキュリティの組織体制が分かる資
料

139 ( 3 ) ア 情報セキュリティのための施設独自の研修を行っていますか。

140 イ アが☑はいの場合、その頻度を教えて下さい。 頻度：

141 ( 4 ) ア
情報セキュリティ基本方針（対策基準）が遵守されているか、定期的に施設内部での点検
が行われていますか。

142 イ アが☑はいの場合、その頻度を教えて下さい。 頻度：

143 ( 5 ) ア
ＵＳＢメモリ及びその他の外部記録媒体使用記録簿について、管理職が、定期的に確認
を行っていますか。

144 イ アが☑はいの場合、その頻度を教えて下さい。 頻度：

145 ( 6 ) ア 情報セキュリティチェックシートを作成していますか。

146 イ アが☑はいの場合、その提出頻度を教えて下さい。 頻度：

147 ウ アが☑はいの場合、その内容について、管理職は確認していますか。

148 ( 7 ) ア
パソコン（ＵＳＢなどの保存媒体を含む。）の管理・保管・廃棄に関して定めた規定はありま
すか。

パソコン等の管理・保管・廃棄方法等が分
かる資料（規則、要領、マニュアル等）

149 イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

150 ウ パソコンを廃棄する場合、パソコン内の情報を消去する方法を教えて下さい。 消去方法：

151 エ ＵＳＢを廃棄する場合、ＵＳＢ内の情報を消去する方法を教えて下さい。 消去方法：

152 ( 8 ) ア 文書の管理・保管・廃棄に関して定めた規定はありますか。
文書の管理・保管・廃棄方法等が分かる
資料（規則、要領、マニュアル等）

153 イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

154 ウ 文書の具体的な廃棄方法を教えてください。 廃棄方法：

155 ( 9 ) 情報セキュリティ事故が発生した場合の報告手順・体制を教えて下さい。
報告手順・体制等が分かる資料（フロー図
等）

156 ( 10 ) ア 施設内において、施設利用者による写真撮影は許されていますか。
　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

157 イ 施設内において、施設利用者による動画撮影は許されていますか。
　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

158 ウ
ア及びイが☑いいえの場合、無許可で撮影した施設利用者に対して、その撮影内容を確
認した上で、削除を要請したことはありますか。

159 エ ア及びイが☑はいの場合、著作物の撮影行為に対する許諾は得ていますか。

160 オ
ア及びイが☑はいの場合、施設利用者が撮影記録をSNS等へのアップロードすることも
許されていますか。

　　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

161 カ
オが☑いいえの場合、無許可でアップロードされた写真・動画を確認の上、投稿者に対し
て、削除を要請したことはありますか。

162 カ
オが☑はいの場合、他の利用者が特定される情報への配慮・制限等、施設利用者へ注
意喚起していることはありますか。

注意喚起の内容等が分かる資料（配布物
等）

163 キ 施設利用者による写真・動画撮影行為に関して定めた規定はありますか。
写真・動画撮影行為についての資料（規
則、要領、マニュアル等）

164 ク キが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

第３ 施設
1 行政財産の使用許可及び賃借契約について

165 ( 1 ) ア 行政財産の目的外使用許可は存在しますか。

166 イ アが☑はいの場合、目的外使用許可の内容を教えて下さい。 行政財産の目的外使用許可の決裁文書

167 ( 2 ) ア 行政財産を第三者へ使用許可や賃貸借契約により使用させていますか。
　　　　　（施設名：　　　　　　　　　　　　　　）

168 イ アが☑はいの場合、使用許可や賃貸借契約の内容を教えて下さい。 使用・貸出の申請書及び許可書

169 ( 3 ) ア
第三者との間で、賃貸借契約や使用貸借契約を締結して、施設が利用している土地や建
物等はありますか（一時的な会場使用を除く。）。

　　　　　（施設名：　　　　　　　　　　　　　　）

170 イ アが☑はいの場合、その契約内容を教えて下さい。
契約内容等が分かる資料（賃貸借契約書
等）

2 物品等の保管庫・倉庫（以下「倉庫等」といいます。）について

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

はい
いいえ（全部不可）

全部可 一部可

はい
いいえ（全部不可）

全部可 一部可

はい
いいえ（全部不可）

全部可 一部可

はい

いいえ

はい

いいえ

はい



171 ( 1 ) ア 施設内外に保管庫等はありますか。
　　　　　（合計：　　　　　　　　個・棟）

172 ( 2 ) ア 保管庫等に収蔵されている物品等の点数を教えて下さい。 収蔵点数：

173 イ アの収蔵点数は、施設が保有する全物品点数のおよそ何割を占めますか。 収蔵割合：全体の約　　　　　割

174 ウ
収蔵物品等の展示時期・方法ついて、選考委員会等（名称は問いません。）は存在します
か。

175 エ ウが☑はいの場合、選考委員会等の組織体制及び根拠規定を教えて下さい。
選考委員会等の組織体制（構成員、役
職、人数、経歴等）及び根拠規定が分かる
資料（規則、要領、マニュアル等）

176 オ ウが☑はいの場合、直近の選考委員会の議事内容を教えて下さい。
直近の選考委員会等の議事内容が分か
る資料（議事録等）

177 カ 収蔵物品等の管理方法を定めた規定はありますか。
収蔵物品等の管理方法が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

178 キ カが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

179 ( 3 ) ア 現状において、保管庫等の容量は十分に足りていますか。

180 イ
アが☑いいえの場合、保管庫等の最大収蔵容量（100％）のうち、現状何％程度の使用に
まで及んでいますか。

使用率：　　　　　％程度

181 ウ アが☑いいえの場合、容量不足の解消方法を検討していますか。

182 エ ウが☑はいの場合、その具体的な検討内容を教えて下さい。 検討内容が分かる資料（議事録等）

3 薬品、危険物関係について　【施設で薬品を使用していない場合は飛ばして下さい。】

183 ( 1 ) 施設で整備している「薬品管理規程」を提出して下さい。 薬品管理規程

184 ( 2 ) ア 薬品や毒劇物の管理台帳はありますか。

185 イ 薬品や毒劇物の受払簿や使用簿はありますか。

186 ウ ア及びイが☑はいの場合、どのくらいの頻度で記載していますか。 頻度：

187 エ ア及びイが☑はいの場合、直近の使用簿等の記載内容を教えて下さい。 直近の受払簿や使用簿

188 オ 薬品や毒劇物の受払簿や使用簿の記載状況の正確性について確認していますか。

189 カ オが☑はいの場合、誰がどのくらいの頻度で確認していますか。
誰が：
頻度：

190 ( 3 ) 保管庫の鍵の管理責任者は誰（役職、担当）ですか。 管理責任者：

191 ( 4 ) 保管場所に、「医薬外」、「毒物」、「劇物」の文字を表示していますか。 写真（医薬外、毒物、劇物の表示）

192 ( 5 ) ア 施設に美術品として銃刀法上の登録を要する物品等はありますか。

193 イ アが☑はいの場合、登録された物品等の概要を教えて下さい。
銃刀法の登録物品等の名称・個数等が分
かる資料（銃刀法登録物品目録等）

194 ウ
銃刀物品等受入（購入、借入、寄託、寄贈等）の際に、毎回必ず銃刀法上の登録を確認
していますか。

195 エ 銃刀の管理責任者は誰（役職、担当）ですか。 管理責任者：

196 オ 美術品としての銃刀法上の登録手続等を定めた規定はありますか。
美術品としての銃刀法上の登録手続等が
分かる資料（規則、要領、マニュアル等）

197 カ エが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

4 鍵の管理について

198 ( 1 ) ア 施設の鍵について保管及び管理方法等を定めた規定はありますか。
鍵の保管及び管理方法等が分かる資料
（規則、要領、マニュアル等）

199 イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

200 ( 2 ) ア 施設の鍵について、使用簿・貸出簿はありますか。

201 イ アが☑はいの場合、令和２年度の使用簿・貸出簿の内容を教えて下さい。 令和２年度の使用簿・貸出簿

202 ウ
施設内の各鍵について、１つ１つの鍵かどこの鍵か分かるように、シールの貼付やネーム
タグなどが取り付けられていますか。

203 エ 鍵の数量について確認していますか。

204 オ エが☑はいの場合、確認の頻度について教えてください。 頻度：

5 駐車場について

205 ( 1 ) 職員の駐車スペースと来客用の駐車スペースを区別していますか。

206 ( 2 ) 職員の駐車スペースについて、各職員ごとに、決めていますか。

207 ( 3 ) ア 職員の車両の自賠責、任意保険の確認を行っていますか。

208 イ アが☑はいの場合、保険の確認状況を教えて下さい。 自賠責、任意保険の確認資料

6 安全計画について

209 ( 1 ) 安全計画を策定していますか。 安全計画

210 ( 2 ) 非常変災時における対応方針や対応マニュアルを策定していますか。 非常変災時の対応方針、マニュアル

211 ( 3 ) 非常変災時の備蓄品は、揃えてありますか。

212 ( 4 ) ア 非常変災時の避難場所の指定されていますか。

213 イ アが☑はいの場合、指定に関する協定等の概要を教えて下さい。 避難場所の協定書等

214 ( 5 ) ア 過去５年度程度の範囲において、施設利用者の事故は存在しましたか。

215 イ アが☑はいの場合、発生した事故の概要を教えて下さい。
事故の概要等が分かる資料（事故報告書
等）

216 ウ 施設利用者の事故に対応するための保険に加入していますか。

217 エ ウが☑はいの場合、加入している保険の概要を教えて下さい。
保険の内容等が分かる資料（保険証券
等）

218 オ その他、施設利用者の事故防止対策として行っていることはありますか。

219 ( 6 ) ア 施設内に自動体外式除細動器（AED）は設置されていますか。

220 イ アが☑はいの場合、AEDの合計台数、県費と県費以外で設置した内訳を教えて下さい。
台数：合計　　　　　　台
（県費：　　　台）（県費以外：　　　台）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ



221 ( 7 ) ア
施設内に新型コロナウィルス対策機器（手指消毒剤、検温器、空気清浄機等）は設置され
ていますか。

222 イ
アが☑はいの場合、対策機器の合計台数、県費と県費以外で設置した内訳を教えて下さ
い。

台数：合計　　　　　　台
（県費：　　　台）（県費以外：　　　台）

7 利用停止等について

223 ( 1 ) ア
悪質・対応困難な施設利用者（以下「悪質利用者」といいます。）に遭遇したことはありま
すか。

悪質利用者の概要が分かる資料（報告
書、交渉履歴メモ等）

224 イ 悪質利用者に対する対応マニュアル等はありますか。

225 ウ イが☑はいの場合、マニュアル等の概要を教えて下さい。 悪質利用者に対する対応マニュアル等

226 ( 2 ) ア 悪質利用者に対して、施設の利用を停止（禁止）したことはありますか。

227 イ
アが☑はいの場合、利用停止の根拠規定、通告方法、停止期間等の概要を教えて下さ
い。

利用停止の概要が分かる資料（要領・マ
ニュアル、報告書、交渉履歴メモ等）

8 建物の修繕及び長寿命化計画について

228 ( 1 ) 建物の修繕計画は策定されていますか。 修繕計画等が分かる資料

229 ( 2 ) ア 建物の修繕手続等に関する規定はありますか。
建物の修繕手続等が分かる資料（規則、
要領、マニュアル等）

230 イ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

231 ( 3 ) ア 建物の修繕を業者等へ委託しているものはありますか。

232 イ
アが☑はいの場合、修繕業者の選定・契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約
のどれを選択していますか。

業者の名称、契約内容・費用等が分かる
資料（委託契約書等）

233 ( 4 ) 施設長寿命化計画は策定されていますか。 施設長寿命化計画書

234 ( 5 ) 健全度調査票は作成されていますか。 健全度調査票

235 ( 6 ) ア 建物施設の修繕等に際して、許諾を要する著作物はありますか。

236 イ アが☑はいの場合、著作物の利用・修繕等を定めた契約内容を教えて下さい。
著作物の利用・修繕等の内容が分かる資
料（著作物利用許諾契約書等）

237 ウ アが☑はいの場合、著作物の概要（種類、品目等）を教えて下さい。 著作物目録等

238 エ
アが☑はいの場合、著作物の利用・修繕等に関する許諾を取扱う団体（著作権管理事務
所等）の名称を教えて下さい。

239 オ 直近における著作物の修繕・改良に対する許諾の経緯・内容を教えて下さい。
許諾の経緯・内容等が分かる資料（修繕
申入書、許諾書、議事録等）

9 防犯カメラ

240 ( 1 ) ア 施設内に防犯カメラは存在しますか

241 イ アが☑はいの場合、映像の保管・取扱い等を定めた規定はありますか。
防犯カメラ映像の保管・取扱い等が分かる
資料（規則、要領、マニュアル等）

242 ウ アが☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

243 エ アが☑はいの場合、映像は自動で上書・消去されますか。

244 オ エが☑はいの場合、何日程度で上書・消去されますか。 　　　　　日程度

245 ( 2 ) ア 防犯カメラの映像等を外部提供した事例が存在しますか。

246 イ アが☑はいの場合、誰の要請により、どのような映像を提供しましたか。
要請者：
開示映像内容：

映像開示等の経緯・内容が分かる資料
（議事録等）

10 合理的配慮（バリアフリー等）について

247 ( 1 ) ア 合理的配慮について検討する組織は設置されていますか。

248 イ アが☑はいの場合、委員会等の組織体制及び根拠規定を教えて下さい。
委員会等の組織体制（構成員、役職、人
数、経歴等）及び根拠規定が分かる資料
（規則、要領、マニュアル等）

249 ウ アが☑はいの場合、直近の委員会等の議事内容を教えて下さい。
直近の委員会等の議事内容が分かる資
料（議事録等）

250 ( 2 ) 合理的配慮として重点的に取り組んでいる点がありますか。 重点的取組の分かる資料

第４ 職員
1 労務管理について

251 ( 1 ) 職員の勤務時間は、どのような方法で把握されていますか。

252 ( 2 )
令和２年度において、時間外勤務命令簿に関して、職員に対して、事前に申請をさせまし
たか。

時間外勤務命令簿

2 他団体の業務について

253 ( 1 ) ア 勤務時間中に他団体の役員等を担っている施設職員はいますか。

254 イ アが☑はいの場合、当該職員は、職務専念義務免除を受けていますか。

255 ウ イが☑はいの場合、直近で免除を受けた職員の概要を教えて下さい。 直近の職務専念義務免除に関する資料

256 ( 2 ) ア 他団体から給与・報酬を受領する施設職員はいますか。

257 イ アが☑はいの場合、当該職員は、兼職兼業の承認を受けていますか。

258 ウ イが☑はいの場合、直近で兼職兼業の承認を受けた職員の概要を教えて下さい。 直近の兼職兼業承認に関する資料

第５ 指定管理　【指定管理者制度を導入している施設のみ】
1 公募・選定・契約手続について

259 ( 1 ) 指定管理者制度はいつから導入されていますか。 　　　　　　　　年度から

260 ( 2 ) ア 指定管理者の選定は、どのような方法で行っていますか。

261 イ アが☑いいえの場合、その理由を教えて下さい。

262 ウ アが☑はいの場合、各公募実施時における応募事業者及びその数を教えて下さい。 応募事業者及びその数が分かる資料

263 エ
アが☑はいの場合、直近に実施された指定管理者の公募につき、指定管理者選定委員
会の議事内容を教えて下さい。

指定管理者選定委員会の議事録

264 ( 3 ) ア 令和２年度又は３年度に、指定管理者の選定を行いましたか。

265 イ
アが☑はいの場合、新型コロナウィルスの影響を考慮して、契約内容の変更を行いまし
たか。

266 ウ イが☑はいの場合、契約内容変更に関する概要を教えて下さい。
変更内容の分かる資料（変更前後の仕様
書等）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

一般競争入札

指名競争入札

随意契約

公募 公募以外



267 ( 4 ) ア 現在の指定管理者との契約内容を教えて下さい。
業務内容・委託料等の内容が分かる資料
（仕様書・基本協定書等）

268 イ
基本協定書以外で、指定管理者との間で、締結されている管理契約や覚書はあります
か。

269 ウ イが☑はいの場合、その覚書等の概要を教えて下さい。 契約書もしくは覚書の写し

2 業務計画・評価について

270 ( 1 ) 直近３年間に指定管理者から提出された事前計画の概要を教えて下さい。
各年度における事前計画書

271 ( 2 )
令和元年度及び令和２年度における指定管理者による「事業報告」の概要を教えて下さ
い。

令和元年度及び令和２年度における指定
管理者提出の「事業報告書」

272 ( 3 ) ア
令和元年度及び令和２年度における県営文化施設指定管理者評価員による評価概要を
教えて下さい。

令和元年度及び令和２年度における県営
文化施設指定管理者評価員会議の評価
結果資料

273 イ アの県営文化施設指定管理者評価員会議の議事概要を教えて下さい。
令和元年度及び令和２年度における県営
文化施設指定管理者評価員会議の議事

274 ( 4 )
令和元年度及び令和２年度において、指定管理者の業務実施状況につき、現地確認を
行いましたか。

令和元年度
　　　　　　（実施日：　　　月　　　日）

令和２年度
　　　　　　（実施日：　　　月　　　日）

令和元年度及び令和２年度における指定
管理者の業務実施状況に関する現地確
認資料

2 自主事業について

275 ( 1 ) ア 自主事業を実施していますか。

276 イ アが☑はいの場合、その事業概要を教えて下さい。 自主事業の内容が分かる資料

277 ウ 自主事業の実施について、県への届出はありますか。 自主事業の届出書

278 エ ウが☑はいの場合、届出に対する県の決裁概要を教えて下さい。 許可の決裁資料

279 ( 2 ) ア 自主事業の実施に際して、目的外使用許可の届出はありますか。 目的外使用許可の届出書

280 イ アが☑はいの場合、届出に対する県の決裁概要を教えて下さい。 許可の決裁資料

281 ( 3 ) ア 新型コロナウィルスによる自主事業への影響はありましたか。

282 イ アが☑はいの場合、どのような影響が、どの程度ありましたか。
影響の内容（収入減等）及びその程度が
分かる資料

283 ( 4 ) ア 自主事業に関する責任賠償保険は加入していますか。

284 イ アが☑はいの場合、保険契約の概要を教えて下さい。
保険契約の内容等が分かる資料（保険証
券）

3 利用料金（自主事業）の徴収について

285 ( 1 ) 自主事業の利用料金に関する徴収手続を定めた規定はありますか。 徴収規則、要領、マニュアル等

286 ( 2 ) ア 前売券等、利用料金を事前（利用日前）に徴収する場合はありますか。

287 イ アが☑はいの場合、利用中止時の利用料金の払戻しはありますか

288 ウ イが☑はいの場合、払戻しに関する規定はありますか。
払戻し方法等が分かる資料（規則、要領、
マニュアル等）

289 エ
イが☑いいえの場合、新型コロナウィルスによる休館で、例外的に払戻し等に応じた事例
はありますか。

290 オ エが☑はいの場合、例外的払戻しに関する規定はありますか。
例外的払戻し方法等が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

291 ( 3 ) ア 他の施設との共通利用券はありますか。

292 イ アが☑はいの場合、どの施設との共通券になりますか。

293 ウ
イの他施設との間における利用料金の徴収及び配分等の取扱いを定めた規定等はあり
ますか。

共通券、利用料金の徴収及び配分に関す
るルール等が分かる資料（協定書、規則、
要領、マニュアル等）

294 ( 4 ) ア 最後に利用料金の改定がなされたのはいつですか。 昭和・平成・令和　　　　　　年
利用料金の改定経緯・内容等が分かる資
料（議事録等）

295 イ 利用料金の改定手続は定められていますか。
利用料金の改定手続等が分かる資料（規
則、要領、マニュアル等）

296 ( 5 ) 利用料金収入と現金有高との一致確認作業の頻度及び方法を教えて下さい。
　　　　　　　　（　　　　　　）
方法：

297 ( 6 ) 徴収した利用料金を預貯金通帳へ預け入れる頻度を教えて下さい。
　　　　　　　　（　　　　　　）

298 ( 7 ) ア 現金出納簿は作成されていますか。 令和２年度における現金出納簿

299 イ アが☑はいの場合、現金出納簿への記入頻度を教えて下さい。 　　周　　　回（　　　曜日）
　　　　　　　　（　　　　　　）

300 ( 8 ) ア 現金はどこに保管されていますか。 保管場所：

301 イ 領収書はどこに保管されていますか。 保管場所：

302 ウ 預貯金通帳はどこに保管されていますか。 保管場所：

303 エ 預貯金通帳の届出印はどこに保管されていますか。 保管場所：

304 オ 金庫はありますか。

305 カ
オで☑はいの場合、金庫の開閉につき、複数の者が関与する仕組みがとられています
か。

306 キ 現金等の保管、出納、記録等の手順に関する規定はありますか。
現金等の保管、出納等の手順が分かる資
料（規則、要領、マニュアル等）

307 ( 9 ) ク 指定管理業務と自主事業との入出金・通帳等は分別して管理していますか。

308 ( 10 ) ア 利用料金について未収金はありますか。

309 イ アが☑はいの場合、未収金の額及びその内訳（発生年度）を教えて下さい。

未収金の額（合計）　　　　　　　　　　　円
【内訳】
令和２年度発生分（　　　）件
（合計）　　　　　　　　　　　　円
令和２年度以前発生分（　　　）件
（合計）　　　　　　　　　　　　円

310 ウ
アが☑はいの場合、未収金について、支払催告書・督促状等の書面を送付した事例はあ
りますか。

支払催告・督促の内容等が分かる資料
（催告書・督促状等）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

毎日
その他

毎日
その他

毎日

その他



311 エ アが☑はいの場合、利用料金に加えて延滞金を請求した事例はありますか。

312 ( 11 ) 債権管理に関する独自の規定はありますか。
債権管理方法等が分かる資料（規則、要
領、マニュアル等）

3 物品等について

313 ( 1 ) ア
指定管理期間中に、指定管理者が独自に受入（購入、借入、寄託、寄贈）した物品等は
ありますか。

314 イ アが☑はいの場合、受入に際して、県への届出はありますか。 届出書

315 ウ イが☑はいの場合、届出に対する県の決裁概要を教えて下さい。 許諾の決裁資料

316 ( 2 ) ア 指定管理者独自の受入物品等について、県に帰属するものは存在しますか

317 イ アが☑はいの場合、県への帰属手続を定めた規定はありますか。
物品等の県への帰属手続等が分かる資
料（規則、要領、マニュアル等）

318 ( 3 ) ア 指定管理者独自の受入物品等について、他施設、個人、団体等への貸出はありますか。

319 イ アが☑はいの場合、有償の貸出物品等はありますか。

320 ウ アが☑はいの場合、貸出物品等の概要を教えて下さい。
貸出物品等の種類・品目・貸出先・料金等
が分かる資料（貸出物品目録等）

321 ( 4 ) エ アが☑はいの場合、貸出手続・内容を定めた書面はありますか。
借入手続・内容等が分かる書面（物品等
借入申入書、契約書等）

322 ( 5 )
指定管理者独自が受入・管理・貸出等を行う物品等に関する手続を定めた規定はありま
すか。

独自受入物品等の管理等に関する手続
が分かる資料（要領、マニュアル等）

4 再委託について

323 ( 1 ) ア 指定管理者が再委託している業務はありますか。

324 イ アが☑はいの場合、再委託業務の概要を教えて下さい。
業務委託（再委託）一覧表、委託契約書

325 ( 2 ) ア 業務の再委託に際して、事前に県への届出はありますか。 届出書

326 イ アが☑はいの場合、届出に対する県の同意等決裁概要を教えて下さい。 同意の決裁資料

5 危険負担について

327 ( 1 ) ア 新型コロナウィルスの影響により、施設を休館・休業した期間はありますか。
　　　　　（期間：　　　　　　　　）

328 イ アが☑はいの場合、施設の休館・休業を判断・指示した主体は誰ですか。

329 ( 2 ) ア 新型コロナウィルスの影響により、収入減少は生じましたか。

330 イ 新型コロナウィルスの影響により、予定されていた支出を免れたものはありましたか。

331 ウ アが☑はいの場合、収入減少を補うため、県から指定管理料の補填はありましたか。

332 エ ウが☑はいの場合、補填の経緯・内容を教えて下さい。
補填の協議内容及び結果等が分かる資
料（議事録等）

333 ( 3 ) ア
新型コロナウィルスの影響期間内において、指定管理期間の更新（期間満了及び再契
約）はありましたか。

334 イ アが☑はいの場合、新旧の契約内容を比較して、変更点はありましたか。

335 ウ イが☑はいの場合、変更点の概要を教えて下さい。
新旧契約の変更点が分かる資料（新旧の
仕様書、協定書等）

6 業務引継について

336 ( 1 ) ア 指定管理者が交代となる場合に備えての業務引継書はありますか。

337 イ アが☑はいの場合、業務引継書の概要を教えて下さい。 業務引継書

338 ( 2 ) 指定管理者の交代・引継手続を定めた規定はありますか。
業務引継手続等が分かる資料（規則、要
領、マニュアル等）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ

県 指定管理者



提出日：

通番 回答 提出を依頼する資料 ☑
第１ 都市公園課・地域スポーツ課に対するアンケート
第１ 1 都市公園台帳

1 第１ 1 ( 1 ) 当該施設の都市公園台帳の写しを提出して下さい。 都市公園台帳の写し

2 第１ 1 ( 2 ) 台帳の閲覧や写しの交付等の手続きについて規則・要綱・規程等はありますか。 当該規則等の写し

3 第１ 1 ( 3 ) 建物等施設の建設年月及び取得価格を教えて下さい。 公有財産台帳

第１ 2 物品

4 第１ 2 ( 1 ) 県有備品の管理台帳の写しを提出してください。 物品台帳の写し

5 第１ 2 ( 2 ) 県有物品の現物実査マニュアル・手順書等は作成されていますか。 マニュアル等の写し

6 第１ 2 ( 3 )
当該施設及び敷地内において、賃貸借契約や使用貸借契約を締結し、利用している
物品はありますか。

契約書の写し

7 第１ 2 ( 4 ) 直近５年間で、県有備品が破損したことはありますか。 　　　　　（　　　　件）
指定管理者からの報告書等、破損の経緯
及び対象物品が分かる資料の写し

8 第１ 2 ( 5 )
直近５年間で、当該施設に保管されている物品で、県への寄付があった物品はあり
ますか。

・寄付に係る決裁文書の写し
・寄付物品の一覧表

9 第１ 2 ( 6 )
指定管理者が交代する場合に備えて、引継ぎに関する指示書（フォーマットなど）は
ありますか。

引継ぎに関する指示書の写し

第１ 3 公園施設長寿命化計画（公園施設長寿命化計画策定指針（案）改訂版）

10 第１ 3 ( 1 ) 建物等（物品等を含む。）の修繕計画は策定されていますか。 修繕計画等が分かる資料

11 第１ 3 ( 2 ) 建物等の修繕手続等に関する規定はありますか。
建物の修繕手続等が分かる資料（規則、
要領、マニュアル等）

12 第１ 3 ( 3 ) （２）が☑はいの場合、別途施設独自のルールを定めていますか。 施設独自のルール規定等

13 第１ 3 ( 4 ) 建物等の修繕を業者等へ委託しているものはありますか。

14 第１ 3 ( 5 )
（4）が☑はいの場合、修繕業者の選定・契約は、一般競争入札、指名競争入札、随
意契約のどれを選択していますか。

業者の名称、契約内容・費用等が分かる
資料（委託契約書等）

15 第１ 3 ( 6 ) 公園施設長寿命化計画など公園に関する計画は策定されていますか。 公園施設長寿命化計画など計画の写し

16 第１ 3 ( 7 ) 健全度調査票は作成されていますか。 健全度調査票の写し

17 第１ 3 ( 8 ) 植栽管理に関する調査記録表は作成されていますか。 調査記録表の写し

第１ 4 指定管理者からの資料

18 第１ 4 ( 1 ) 基本協定書の写しを提出してください。 基本協定書の写し

19 第１ 4 ( 2 )
基本協定書以外で、指定管理者との間で、締結されている管理契約や覚書はありま
すか。

契約書もしくは覚書の写し

20 第１ 4 ( 3 ) 直近３年間の指定管理者から提出された事前計画書の写しを提出してください。
事前計画書の写し

21 第１ 4 ( 4 )
指定管理者より提出されている業務委託（再委託）の届け出一覧の写しを提出してく
ださい。

一覧写し

22 第１ 4 ( 5 ) 指定管理者より自主事業について提出されている届出書はありますか。 自主事業の届出書の写し

23 第１ 4 ( 6 ) 指定管理者の自主事業についての決裁資料の写しを提出してください。 決裁資料の写し

24 第１ 4 ( 7 ) 目的外使用許可の届出はありますか。 許可の決裁資料の写し

第１ 5 指定管理業務への評価

25 第１ 5 ( 1 )
令和元年度及び令和２年度における指定管理者提出の「事業報告書」の写しを提出
してださい。

令和元年度及び令和２年度における指定
管理者提出の「事業報告書」

26 第１ 5 ( 2 )
令和元年度及び令和２年度における県営公園指定管理者評価員会議の資料を提出
してください。

令和元年度及び令和２年度における県営
公園指定管理者評価員会議の資料

27 第１ 5 ( 3 )
令和元年度及び令和２年度における県営公園指定管理者評価員会議の議事録を提
出してください。

令和元年度及び令和２年度における県営
公園指定管理者評価員会議の議事録

28 第１ 5 ( 4 )
令和元年度及び令和２年度において指定管理者の業務実施状況の現地確認を行い
ましたか。

令和元年度
　　　　　　（実施日：　　　月　　　日）

令和２年度
　　　　　　（実施日：　　　月　　　日）

令和元年度及び令和２年度において指定
管理者の業務実施状況の現地確認を
行ったことが分かる記録資料

第１ 6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（バリアフリー法）

（２）調査回答を踏まえ，ヒアリングの実施，追加資料の提出等をお願いする場合があります。その場合はご協力をお願いします。

（６）該当なし項目は、赤で塗りつぶし下さい。必要に応じて説明等を「コメント挿入」機能を使ってご記載下さい。

令和３年度岐阜県包括外部監査に関するアンケート調査票（都市公園）

１　はじめに
（１）本調査は，地方自治法第252条の33第１項の規定により，ご協力をお願いするものです。

令和3年7月30日
岐阜県包括外部監査人  堀　雅博

施設名：

項目

指定管理者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　 課・役職・担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号：　　　　　 　　　　　　　 Mail：

現地機関名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　課・役職・担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　 電話番号：  　　　　　　　　　　　　Mail：

主務課名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　役職・担当者名：　　　　　　　　　　　　　　　　　     電話番号：　　　　　　　　.          Mail：

    不明点があれば，包括外部監査人堀宛てに，原則メールにてお願いします（hori-law@true.ocn.ne.jp)　。電話の場合は，「058-266-7055」までお願いします。

（４）資料提出をお願いしている箇所が複数あります。その場合，資料の写しまたはデータを下さい。

３　回答提出締切日
    令和３年８月31日（火）午後５時

４　提出先・提出方法

５　問い合わせ先

    総務部　行政管理課  （行政管理課のメール：c11127@pref.gifu.lg.jp)

（５）サンプルとして提出をお願いしている資料については，個人名について，マスキングをお願い致します。

２　調査票の記入について
（１）回答欄にチェックまたは記載をお願いします。
（２）対象年度は，調査項目に特段の断りがない限り，「令和２年度」です。その前提でご回答をお願いします。
（３）何らかの事情により回答が困難と考える調査項目がある場合については，事前にご相談下さい。

資料があるものに

☑を入れる

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

一般競争入札

指名競争入札

随意契約



29 第１ 6 ( 1 ) 施設は、移動等円滑化基準に照らして適合していますか。 基準に適合するか確認した記録資料

30 第１ 6 ( 2 ) （１）で、「していない」場合、今後、適合化に向けての整備目標や計画はありますか。 整備目標や計画を定めた資料

31 第１ 6 ( 3 )
移動等の円滑化に関して、施設における利用者支援や職員対応のマニュアルはあり
ますか。

マニュアル等の写し

第２ 指定管理者に対するアンケート
第２ 1 施設管理全般

32 第２ 1 ( 1 ) 直近の「指定管理者監査資料」の写しを提出してください。 指定管理者監査資料の写し

33 第２ 1 ( 2 ) 施設管理に関する規程・マニュアル等はありますか。 マニュアル等の写し

34 第２ 1 ( 3 ) 緊急対応の規程・マニュアル等はありますか。 マニュアル等の写し

34 第２ 1 ( 4 ) 災害対策の規程・マニュアル等はありますか。 マニュアル等の写し

35 第１ 1 ( 5 ) 建物点検は３年に１度行っていますか。 点検記録表の写し

36 第１ 1 ( 6 )
建築設備（換気設備、給排水設備、排煙設備、非常用照明設備、昇降機）は毎年点
検していますか。

点検記録表の写し

37 第１ 1 ( 7 ) 施設補修計画は策定していますか。 施設補修計画の写し

38 第１ 1 ( 8 ) 施設管理台帳を作成していますか。 施設管理台帳

39 第２ 1 ( 9 ) 施錠に関するルールを定めていますか。 施錠に関するの写し

40 第２ 1 ( 10 ) 公園施設設備の操作方法についてマニュアルがありますか。 マニュアル等の写し

41 第２ 1 ( 11 ) 設備に故障不都合が生じた場合のマニュアルはありますか。 マニュアル等の写し

第２ 2 業務委託（50万円以上の委託契約）

42 第２ 2 ( 2 ) 業務委託を行っている業務について、契約書の写しを提出してください。 業務委託契約書の写し

第２ 3 利用料金（自主事業以外）の徴収

43 第２ 3 ( 1 ) 利用料に関する徴収規則・規程はありますか。 規則等の写し

44 第２ 3 ( 2 ) 利用者から利用料金を利用前日に徴収する場合はありますか。

45 第２ 3 ( 3 )
利用前日に徴収する場合、利用中止時の利用料金の還付方法に関するマニュアル
などはありまか。

対応マニュアル等の写し

46 第２ 3 ( 4 ) 利用料収入と現金有高の一致確認の頻度及び方法を教えてください。
　　　　　　　　（　　　　　　）
方法：

47 第２ 3 ( 5 ) 徴収した利用料金を預貯金通帳へ預け入れる頻度を教えてください。
　　　　　　　　（　　　　　　）

48 第２ 3 ( 6 ) 現金出納簿は作成されていますか。 令和２年度における現金出納簿の写し

49 第２ 3 ( 7 ) 現金出納簿への記入頻度を教えてください。 　　周　　　回（　　　曜日）
　　　　　　　　（　　　　　　）

50 第２ 3 ( 8 ) 領収書はどこに保管されていますか。 保管場所：

51 第２ 3 ( 9 ) 現金はどこに保管されていますか。 保管場所：

52 第２ 3 ( 10 ) 現金（釣銭）の管理に関し要領等が定められていますか 要領等の写し

53 第２ 3 ( 11 ) 利用料について過年度未収金はありますか。

54 第２ 3 ( 12 )
未収金（過年度分に限りません）について、支払いの催告など書面にて請求行為を
行った事案はありますか。

書面の写し

55 第２ 3 ( 13 ) 債権管理に関する規程、マニュアル等はありますか。 マニュアル等の写し

第２ 4 自主事業

56 第２ 4 ( 1 ) 自主事業は行っていますか。

57 第２ 4 ( 2 ) 自主事業の利用料等に関する徴収規則・規程はありますか。 規則等の写し

58 第２ 4 ( 3 ) 利用者から利用料金を利用前日に徴収する場合はありますか。

59 第２ 4 ( 4 )
利用前日に徴収する場合、利用中止時の利用料金の還付方法に関するマニュアル
などはありまか。

対応マニュアル等の写し

60 第２ 4 ( 5 ) 利用料収入と現金有高の一致確認の頻度及び方法を教えてください。
　　　　　　　　（　　　　　　）

方法：

61 第２ 4 ( 6 ) 徴収した利用料金を預貯金通帳へ預け入れる頻度を教えてください。
　　　　　　　　（　　　　　　）

62 第２ 4 ( 7 ) 現金出納簿は作成されていますか。 令和２年度における現金出納簿の写し

63 第２ 4 ( 8 ) 現金出納簿への記入頻度を教えてください。 　　周　　　回（　　　曜日）
　　　　　　　　（　　　　　　）

64 第２ 4 ( 9 ) 領収書はどこに保管されていますか。 保管場所：

65 第２ 4 ( 10 ) 現金はどこに保管されていますか。 保管場所：

66 第２ 4 ( 11 ) 現金（釣銭）の管理に関し要領等が定められていますか 要領等の写し

67 第２ 4 ( 12 ) 利用料について過年度未収金はありますか。

68 第２ 4 ( 13 )
未収金（過年度分に限りません）について、支払いの催告など書面にて請求行為を
行った事案はありますか。

書面の写し

第２ 5 金庫、現預金の管理等

69 第２ 5 ( 1 ) 現金管理や預金の取り扱いについての要綱等はありますか。 管理通帳の一覧表

70 第２ 5 ( 2 ) 金庫はありますか。
　　　　　　　　（所在場所：　　　　　　　　　）

71 第２ 5 ( 3 ) 金庫の鍵は、何本あり、誰が管理していますか。
鍵の本数：
鍵の管理者：

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

毎日
その他

毎日
その他

毎日
その他

毎日
その他

毎日

その他

毎日

その他

はい

いいえ



72 第２ 5 ( 4 ) 指定管理業務において通帳は何冊利用してますか。 （　　　　）冊

73 第２ 5 ( 5 )
指定管理業務により生じる金銭と自主事業により生じる金銭の管理口座を分けてい
ますか。

74 第２ 5 ( 6 ) 盗難保険に加入していますか。 保険証券の写し

第２ 6 物品

75 第２ 6 ( 1 ) 自主取得物品はありますか。

76 第２ 6 ( 2 ) 自主取得物品の物品台帳はありますか。 物品台帳の写し

77 第２ 6 ( 3 ) 自主取得物品の物品の現物実査のマニュアルなどはありますか。 マニュアル等の写し

第２ 7 物品等の修繕（建物施設の修繕を含む）について

78 第２ 7 ( 1 ) 物品等の修繕・改良に際して、許諾を要する著作物はありますか。

79 第２ 7 ( 2 ) （１）が☑はいの場合、著作物の利用・修繕等を定めた契約内容を教えて下さい。
著作物の利用・修繕等の内容が分かる資
料（著作物利用許諾契約書等）

80 第２ 7 ( 3 ) （１）が☑はいの場合、著作物の概要（種類、品目等）を教えて下さい。 著作物目録等

81 第２ 7 ( 4 )
（１）が☑はいの場合、著作物の利用・修繕等に関する許諾を取扱う団体（著作権管
理事務所等）の名称を教えて下さい。

82 第２ 7 ( 5 ) 直近における著作物の修繕・改良に対する許諾の経緯・内容を教えて下さい。
許諾の経緯・内容等が分かる資料（修繕
申入書、許諾書、議事録等）

第３ 都市公園課・地域スポーツ課または指定管理者に対するアンケート
第３ 1 遊具

83 第３ 1 ( 1 ) 遊具はありますか。

84 第３ 1 ( 2 ) 県営公園管理マニュアル記載の点検ーⅠは行っていますか。 点検記録表の写し

85 第３ 1 ( 3 ) 県営公園管理マニュアル記載の点検－Ⅱは月１回行っていますか。 点検記録表の写し

86 第３ 1 ( 4 ) 県営公園管理マニュアル記載の点検－Ⅲは年３回行っていますか。 点検記録表の写し

87 第３ 1 ( 5 ) 県営公園管理マニュアル記載の点検－Ⅳは年１回行っていますか。 点検記録表の写し

88 第３ 1 ( 6 ) 遊具履歴書は作成していますか。 遊具履歴書はの写し

89 第３ 1 ( 7 ) 遊具に関し、事故（破損や利用者のケガ）が発生したことはありますか。 事故情報の記録の写し

90 第３ 1 ( 8 ) 遊具の選定基準を設けていますか。 選定基準に関する資料の写し

91 第３ 1 ( 9 ) 遊具の利用方法の掲示をしていますか。
　　　　　　　　（掲示場所：　　　　　　　　　）

掲示している書面の写し

第３ 2 薬品等危険物

92 第３ 2 ( 1 ) 植栽や害虫駆除などに関する薬品等危険物を保管していますか。

93 第３ 2 ( 2 ) 薬品・害虫駆除剤など利用・管理のマニュアルはありますか。 マニュアル等の写し

94 第３ 2 ( 3 ) 直営作業で使用する農薬はありますか。

95 第３ 2 ( 4 ) 使用する農薬はどこに保管していますか。 保管場所：

96 第３ 2 ( 5 ) 農薬管理者を定めていますか。
　　　　　　　　（管理者の役職：　　　　　　　　　）

97 第３ 2 ( 6 ) 農薬の保管庫に施錠管理はしていますか。

98 第３ 2 ( 7 ) 農薬の保管庫の鍵は何本あり、誰が管理していますか。
本数：
鍵の保有者：

99 第３ 2 ( 8 ) 農薬倉庫の施錠管理方法についての手順書・マニュアル等はありますか。 手順書等の写し

100 第３ 2 ( 9 ) 農薬の数量管理及び出し入れについて記録をつけていますか。 記録等の写し

101 第３ 2 ( 10 ) 園内で使用するガソリン、灯油等についてはどこに保管していますか。 保管場所：

102 第３ 2 ( 11 ) 燃料管理者を定めていますか。

103 第３ 2 ( 12 ) 燃料を管理する倉庫に施錠はしてありますか。

104 第３ 2 ( 13 ) 燃料倉庫の施錠管理はしていますか。

105 第３ 2 ( 14 ) 燃料倉庫の鍵は何本あり、誰が管理していますか。
本数：
鍵の保有者：

106 第３ 2 ( 15 ) 燃料倉庫の施錠管理方法についての手順書・マニュアル等はありますか。 手順書等の写し

107 第３ 2 ( 16 ) 燃料の数量管理及び出し入れに関し記録簿をつけていますか。 記録簿の写し

第３ 3 公園管理費

108 第３ 3 ( 1 ) 障害者就労施設等からの清掃・施設管理の調達実績はありますか。

109 第３ 3 ( 2 ) 公園パトロールのマニュアルはありますか。 マニュアル等の写し

110 第３ 3 ( 3 ) 公園清掃のマニュアルはありますか。 マニュアル等の写し

111 第３ 3 ( 4 ) 公園維持作業についてモニタリングは月に何回していますか。 月（　　　　）回

112 第３ 3 ( 5 ) 公園維持作業についてモニタリングは作成されていますか。 報告書の写し

113 第３ 3 ( 6 ) 毎月の水道電気使用量は記録していますか。 記録表の写し

第３ 4 設備

114 第３ 4 ( 1 ) AEDの配置はありますか。

　　　　　　　　（　　　　台）
　　　　　　　　　　　　　　（　　　　台）
　　　　　　　　（　　　　台）

115 第３ 4 ( 2 ) 防犯カメラは設置されていますか。

　　　　　　　　（　　　　台）
　　　　　　　　　　　　　　（　　　　台）
　　　　　　　　（　　　　台）

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

県有
指定管理者所有

その他

配置無し

県有
指定管理者所有

その他

配置無し



116 第３ 4 ( 3 ) 防犯カメラの映像管理に関する規程はありますか。 規程等の写し

第３ 5 賠償事案

117 第３ 5 ( 1 ) 利用者等への損害賠償事案の有無

　
（指定管理者の責めに帰すべき事案：　　　件）
（その他（県の責任となった事案）：　　　　　件）

118 第３ 5 ( 2 ) 賠償保険に加入していますか。 保険証券の写し

119 第３ 5 ( 3 ) 利用者が物品を破損した事例はありますか。 事例報告書の写し

120 第３ 5 ( 4 ) 利用者に対して賠償請求をした事案がありますか。 事例報告書の写し

第３ 6 災害備蓄

121 第３ 6 ( 1 ) 県・市町村との間の災害や防災に関する協定などを締結していますか。 県・市町村との写し

122 第３ 6 ( 2 ) 県・市町村の災害備蓄品の保管をしていますか。
　　　　　　　　（保管方法：　　　　　　　　　）

第３ 7 危機管理

123 第３ 7 ( 1 ) 県営都市公園危機管理対応マニュアルは常備していますか。 マニュアル等の写し

124 第３ 7 ( 2 )
県営都市公園危機管理対応マニュアル記載の内容について職員に周知しています
か。

　　　　　　　　（周知の方法：　　　　　　　　　）

125 第３ 7 ( 3 ) 危機管理情報の収集はしていますか。
　　　　　　　　（収集の方法：　　　　　　　　　）

126 第３ 7 ( 4 ) 令和２年度に危機事案は発生しましたか。

127 第３ 7 ( 5 ) 危機事案に備え必要な資機材等を備蓄していますか。

128 第３ 7 ( 6 ) 資機材等の点検はしていますか。 点検票の写し

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

あり

なし


